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                                      はじめに 

 

政府は、２００３年度までに世界最高水準の「電子政府」の基盤を構築する「e-Japan

重点計画」（２００１年３月）を策定した。さらに、２００１年６月には「e-Japan 2002プ

ログラム」（平成１４年度ＩＴ重点施策に関する基本方針）においても電子政府・電子自治

体の着実な推進を図るため、行政の情報化及び公共分野の情報通信技術の活用を推進する

としている。 

電子政府・電子自治体の実現において、行政が電子情報を紙情報と同等に扱うためには、

法制度を整備する必要があり、この対応においては、政府・国会等により着実に実現され

つつある。一方、行政手続きの電子化・オンライン化においては、様々な技術的課題、制

度的課題がなお山積している状況である。すなわち、電子政府推進関連では、電子申請に

おける長大図面や第三者証明書など添付書類の問題の対策及び行政手続きの規制緩和が必

要であるが、その費用対効果が見えにくく積極的な推進がしづらい等の問題がある。また、

電子自治体推進関連では、地方公共団体は地域住民や地域産業と密着した行政の情報化を

推進する必要があるが、その推進を阻む様々な問題が存在する。本報告書は、これらの問

題を調査・分析し、解決策を提言することにより、早期に電子政府・電子自治体を実現す

ることに寄与することを目的とする。 

本報告書は、（財）ニューメディア開発協会が平成１３年度電子政府行政情報化事業（オ

ンライン制度的課題への対応）の一環として、情報処理振興事業協会から委託を受け、「オ

ンライン制度的課題への対応における電子政府関連の諸課題への対応」に係る複数のテー

マについて調査分析し、取り纏めたものうちの１つである。 

本報告書が、電子政府・電子自治体の構築等、行政情報化に関係する方々や関心がある

方々の一助になれば幸いである。 

 

平成１４年３月 

                                                財団法人ニューメディア開発協会 

 



 

 本調査報告書は複数のテーマについて、それぞれ独立して調査し、取り纏めている。全

体構成は、以下のとおりである。 

 

「オンライン制度的課題への対応における電子政府関連の諸課題への対応」 

 

第１編：電子政府推進に係る規制緩和関連調査 

    （その１）ライセンスリポジトリ方式の制度的及び技術的課題に関する調査研究 

    （その２）規制緩和による費用対効果に関する調査研究 

    （その３）北米における電子政府の実態・推進体制に関する調査 

    （その４）北欧の電子政府構築における個人情報保護に関する調査 

    （その５）代理申請のあり方に関する調査研究 

    （その６）電子申請に関するインセンティブの可能性調査 

 

第２編：電子自治体の実現に向けた地方公共団体のアウトソーシングに関する調査研究 

    （その１）地方公共団体の実態調査 

    （その２）地方公共団体のアウトソーシングに関する研究 

 

以上 
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第４章 電子自治体とアウトソーシング等のあり方 

   

 4-1 電子自治体実現に向けたアウトソーシング等の方向性  １６３ 
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■．調査の背景と目的 

地方公共団体は電子自治体実現によって市民満足度の向上と、飛躍的な行政の効率化が

求められている。「e-Japan2002 プログラム」の中でもアウトソーシングの促進や官民アプ

リケーションの連携などを実現し、地域の情報化を効率的・効果的に進めるとしており、

その実現手段として民間サービス事業者のアウトソーシングサービス活用が有望である。

しかし、アウトソーシングサービスは、その効果が不明確であったり、実際の活用上の各

種課題も指摘されている。また、地域住民や地域産業と密着した行政の情報化を推進する

必要があるが、その推進を阻む様々な阻害要因が存在する問題がある。 

これらの問題および対応策を、特にアウトソーシング等に重点を置いて調査・分析し、

電子自治体実現に向けたアウトソーシング等のあり方を提言することによって、電子自治

体の早期実現に寄与することが本調査の目的である。 

 

■．調査の指針 

 本調査における指針は、自治体の情報化関連計画及び統計資料に関する文献を調査し、

アウトソーシングおよび電子化推進に取り組んでいる自治体及びアウトソーサへのヒアリ

ング調査を行うこと、また、自治体向け情報サービス提供企業に対するアンケート調査を

実施すること、である。 

 

■．調査内容 

今後の電子自治体実現を考える上で重要な視点は、「経営マネジメント志向に基づく行政

内部のＩＴ化」、「行政サービスの受益者であり、その費用を負担する納税者でもある、市

民との信頼関係を向上するためのＣＲＭ（Citizen Relationship Management）志向」、「Ｉ

Ｔ時代における地域社会のコーディネータ志向」の３点が重要である。そしてこうした自

治体の電子化ニーズに応えていくためには従来のような「自前主義」でなく、適切なアウ

トソーシング等を推進することが不可欠である。また、必要となるアウトソーシング等に

ついては地域振興のためのＩＴ戦略として同時に推進していくことが求められている。こ

うした問題意識に基づき、全国の地方公共団体や先進的な団体における電子化の現状や課

題についての実態、地域産業界や地域住民とのあるべき関係、電子化に伴うアウトソーシ

ング等の方向性と課題等を調査し、電子自治体のあるべき姿を検討した。  

具体的には、以下の内容を実施した。 

 

①民間ＩＴ企業動向調査 

資料調査、アンケート調査、ヒアリング調査により、電子自治体実現に貢献しうる地域

ＩＴ関連産業の動向の調査。 

・アンケート調査：ＪＥＩＴＡ、ＩＰＡ会員企業等、計２００団体以上を対象。 

・ヒアリング調査：企業規模、地域、業態別に計１０社以上を対象。 



 

②アウトソーシング等動向調査 

インターネットの普及に伴い、急速に発展している各種のＩＴアウトソーシング・サー

ビス・モデル（ＡＳＰ、ＩＤＣ等）の動向を把握・整理し、電子自治体実現と地域ＩＴ産

業振興の視点からそれらの類型化および評価の実施。 

 

③調査報告書の作成 

電子自治体のあるべき姿とその実現に向けた地方公共団体のアウトソーシング等のあり

方についての報告書の作成。 

 

■．調査方法 

調査は、以下の方法によって実施した。 

①資料調査 

文献および雑誌・新聞記事、インターネットによるサーベイを行い、電子自治体先進事

例、民間ＩＴ企業動向、ＩＴサービス・アウトソーシング等の動向について調査した。 

 

②ヒアリング調査 

電子自治体先進団体および民間ＩＴ企業を対象としたヒアリングを行い、地方自治業務

のアウトソーシング化の課題とその解決策、地方におけるＡＳＰ産業の役割と活性化のあ

り方等について調査した。 

 

③アンケート調査 

民間ＩＴ企業を対象としたアンケートを行い、電子自治体への取組み状況、その阻害要

因と解決策、地方自治業務のアウトソーシング化の取組み状況、その課題と解決策等につ

いて調査した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



アンケート概要 

 

(1)目的 

自治業務のアウトソーシングの取組み状況等を明らかにするものとするために行うもの

である。 

(2)調査対象 

全国の IT 関連民間企業等を対象（１，２８６社に対してアンケートを発送） 

(3)調査期間 

平成１4年２月 

(4)調査方法 

郵送による調査票の配布・回収 

(5)回収数 

１７９団体回収 

 

 

 

 なお、調査に関する報告書は、地方公共団体の行政情報化および電子自治体推進の取り

組み状況などの実態調査（「（その１）地方公共団体の実態調査」）と、情報システム分野や

公共部門のアウトソーシングの動向や電子自治体実現におけるアウトソーシング活用の方

向性などの調査（「（その２）地方公共団体のアウトソーシングに関する研究」から構成さ

れており、本報告書は、「（その２）地方公共団体のアウトソーシングに関する研究」であ

る。「（その１）地方公共団体の実態調査」も参考されたい。 

 

 

 

「電子自治体の実現に向けた地方公共団体のアウトソーシングに関する調査研究」の構成 

（その１）地方公共団体の実態調査 

 

 （その２）地方公共団体の 

アウトソーシングに関する研究 

第１章 電子自治体への取り組み状況 

第２章 電子自治体実現に向けての阻害 

    要因及び解決策 

第３章 電子自治体実現に向けた地域産業

界及び住民との新たな関係 

 

 第１章 アウトソーシング等の動向 

第２章 自治体におけるアウトソーシン

グ等の現状 

第３章 ネット型サービス（ＡＳＰ等）

産業の動向 

第４章 電子自治体とアウトソーシング

等のあり方 
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第１章 アウトソーシング等の動向 

 

1-1 アウトソーシングの定義と分類 

(1) 各種のアウトソーシングの定義・概念 

 

日本におけるアウトソーシング・サービスは、ビジネス自体が立ち上がった段階であり、

サービスのあり方もまだ流動的な状況である。 

「アウトソーシング」という言葉自体が、外部委託、外部調達などの広い意味で捉えられ

ているだけであり、このサービスの定義・概念は確定していないといえる。 

ここでは情報システム関連を中心に、主なアウトソーシングの定義・概念を以下の通り、

整理している。 

 

① ＪＩＳＡ（財団法人 情報サービス産業協会）の定義 

 

  限定的な「作業等の全て又は一部の委託」となっている。 

 

【情報システムの企画、設計、開発、運用、保守に関する作業等の全て又は一部を、外

部の専門事業者（アウトソーサ）に委託すること】 

 

② ＮＴＴ－Ｄ社の定義 

 

 従来の内部機能を外部事業者が定常的に、管理責任を持って提供することとしている。 

ＪＩＳＡの定義に比べ、よりアウトソーサ側の責任の強さがアウトソーシングと外注等と

の相違であることを強調しているといえる。 

 

【それまで社内で調達していた機能、あるいは社内で調達するのが当然だと思われてい

た機能を、アウトソーシングベンダーが「定常的」かつ「管理責任を持って」提供す

ること】 

図表 1-1-1 ＮＴＴ－Ｄ社のアウトソーシングの定義 

 

 

 

 

 

 

 

資料：NTTデータ編集『ITフルアウトソーシングハンドブック』（2000.11）

機能提供における管理責任の所在

・要員派遣（一時的）
・外注

・代行
一時的

・要員派遣（定常的）・アウトソーシング定常的

ユーザー企業

（派遣）

アウトソーシングベンダー

（業務受託）

機能提供における管理責任の所在

・要員派遣（一時的）
・外注

・代行
一時的

・要員派遣（定常的）・アウトソーシング定常的

ユーザー企業

（派遣）

アウトソーシングベンダー

（業務受託）

機
能
提
供
の
時
間
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③ ＩＴＡＡ（米国情報サービス協会）の定義 

 

 ＩＴＡＡの定義を言い換えると「外部の資源所有者（サービス事業者）からの諸成果の

取得」となる。作業の外部委託とするＪＩＳＡの定義に比べ、抽象的な表現となっている

一方、外部組織の資源を活用するという視点をアウトソーシングの中心概念としている。 

 

【情報技術（ＩＴ）及び情報システム（ＩＳ）の働きによってもたらされる諸成果を、

資源を所有し、かつ望まれる成果を行使するサービス事業者から取得すること】 

 

④ ＥＤＳ社の定義 

 

 管理責任の所在・提供物・サービス対象の相違で、単なる外部委託とアウトソーシング

を区別している。戦略的アウトソーシングの先駆的企業として、顧客とパートナー関係と

なりＢＰＲ（ビジネス・プロセス・リエンジニアリング）等を推進する「コ・ソーシング」

というアウトソーシング概念を提示した。また、同社は公共部門を対象としたアウトソー

シングも積極的であり、アウトソーシングの中で各種の所有権が民間に移行するものを「民

営化」であるとしている。 

 総じて資源所有、管理責任の所在によってアウトソーシングを分類する考え方はＩＴＡ

Ａに共通している。 

 

【外部委託】 

管理責任は客先にある。受託業者が客先に変わり、開発・運用・保守を行う。開発・

運用・保守に対して成果物、作業の対価を支払う。 

 

【アウトソーシング】 

管理責任は受託業者にある。受託業者は、開発・運用・保守を行う。客先は受託業者

より受けた価値に対して対価を支払う。 

 

【コ・ソーシング Co-Sourcing】 

戦略的なビジネス関係であり、それによってＥＤＳではこれまでのようなＩＴサービ

スを提供しながら、顧客と共に業務改革（ＢＰＲ）やプロセス・マネジメント、グロウ

ス・リエンジニアリングを実践する。 

 

【民営化 Privatization】 

政府から民間組織へ、資産や人員、諸機能を含む事業体の所有権を移行するプロセス。

政府は通常、新しい民間事業体と定められた期間において契約関係を結ぶ。 
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⑤ 英国ＯＧＣの定義 

 

英国大蔵省外局のＯＧＣ（Office of Government Commerce）は政府調達全般の政策部門

として活動しており、ＩＴ関連調達プロジェクトに関してもガイドラインを作成している。 

その中ではハードウェアやソフトウェアの購入などの物品（資産）の調達、アプリケーシ

ョン開発や運用・保守作業などの作業の調達、そしてアウトソーシング・サービスの調達

に大別している。実際のＩＴ関連調達プロジェクトでは物品・作業の調達とサービスの調

達そしてその混合調達が必要となるが、特にサービスの調達方法が重要としている。 

 これらのＩＴ関連調達の枠組みの中で、アウトソーシング手法の一環として、戦略的パ

ートナーシップやＰＦＩ（プライベイト・ファイナンス・イニシアチブ）を位置付けてい

る。 

 

 

図表 1-1-2 英国ＯＧＣのＩＴ調達 

資料：英国ＯＧＣ資料に基づき作成 

 

 また、ＩＤＣ社のアウトソーシング系サービスと非アウトソーシング系サービスの区分

においては、システムインテグレーションやカスタムアプリケーション開発などの物品調

達の色彩が強いサービスを非アウトソーシング系サービスとしている。海外ではアウトソ

ーシングを物品や作業の調達でなく、（アウトソーシング）サービスの調達として認識して

いるといえる（図表1-2-2 参照）。 

 

 

 

 

サービスの調達
サービスと物品(資産）の

混合調達
物品(資産）・作業

(コモディティ）の調達
［作業］　　　　［物品］

サービスアウトプット仕様 プロダクト・作業仕様仕様

小
規
模

大
規
模

非
コ
ア
業
務

コア業務

ｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞ
（外注）
・ソフト開発
・運用
・保守

・施設設備
（ﾃﾞｰﾀｾﾝﾀｰ
等）

物品調達
(購買）
・ﾊｰﾄﾞｳｪｱ
・ｿﾌﾄｳｪｱ
(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ）
・ﾈｯﾄﾜｰｸ機器
・施設取得

ＰＦＩ
長期的・包括的
戦略的パートナーシップ
（アウトソーシング）
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⑥ ＦＲＩ(1998)の定義 

 

自治体におけるコンピュータ導入・利用形態の実態を分析するために、総務省の地方

自治コンピュータ総覧の分類を補完する目的で富士通総研（ＦＲＩ）が整理したもので

ある（Ｐ３７、図表２－１－４参照）。 

コンピュータ等のＩＴ資源の所有主体と実際の運営主体の２つの切り口で分類するも

のであり、ほとんどの自治体では自己導入した上で民間事業者へ運営／運用作業の委託

を行う「部分導入」（ＧＯＣＯ：Government Owns Contractor Operates）である。現在

では利用されなくなってきた外部計算センターへの処理委託は、民設民営（ＣＯＣＯ：

Contractor Owns Contractor Operates）の「完全委託」方式であるといえる。 

この分類では、自治体(Government)を顧客(user)に置き換えると一般化することがで

き、ＩＴ資源の所有主体を切り口にしている点で、米国等海外のアウトソーシング分類

の考え方を反映している。 

 

図表 1-1-3 自治体コンピュータ導入・利用形態の分類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦ 発展段階的な定義 

 

 1980 年代から欧米企業における事業構造改革の手法として大規模で華やかなアウトソ

ーシング・プロジェクトが急増した。その呼び方も、戦略的アウトソーシング、フル・ア

ウトソーシング、包括的アウトソーシング等、様々である。 

 大上氏は、従来型アウトソーシング・サービス提供から４段階にアウトソーシング形態

の発展段階をユーザーとアウトソーサとの関係、およびアウトソーシング目的によって整

理している。 

所有（ＯＷＮ）
自治体(Government)[公設(公有)] 民間事業者(Contractor)[民設(民有)]

自治体
(Government)

[公営]

[ＧＯＧＯ]自己導入 [ＣＯＧＯ]

民間事業者
(Contractor)

[民営]

[ＧＯＣＯ]自己導入 [ＣＯＣＯ]（単独もしくは共同）委託

注：下線は地方自治コンピュータ総覧における定義。「」内はＦＲＩ（1998）における定義。

「部分導入」

「自己導入」

運
営
（
Ｏ
Ｐ
Ｅ
Ｒ
Ａ
Ｔ
Ｉ
Ｏ
Ｎ
）

（公設公営）

（公設民間運営委託）

（民設公営）

「完全委託」

（民設民営）
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図表 1-1-4 アウトソーシング形態の発展 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑧ 請負的アウトソーシングと戦略的アウトソーシングの定義 

 

都立技術大学教授の島田氏は一般的なアウトソーシングを請負的アウトソーシングとし

た上で、戦略的アウトソーシングを目的、戦略、費用対効果、対象を比較、整理している。 

 

図表 1-1-5 請負的アウトソーシングと戦略的アウトソーシング 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ソフトな資源ハードな資源対象

算出困難算出可能費用対効果

超データセンタ指向データセンタ指向（運用が中心）委託側戦略

プロセスマネジメントシステムマネジメント受託側戦略

有効性

（新規事業進出、事業拡大・縮小など）

効率性

（コスト削減、スペースの有効活用など）

目的

戦略的アウトソーシング請負的アウトソーシング

ソフトな資源ハードな資源対象

算出困難算出可能費用対効果

超データセンタ指向データセンタ指向（運用が中心）委託側戦略

プロセスマネジメントシステムマネジメント受託側戦略

有効性

（新規事業進出、事業拡大・縮小など）

効率性

（コスト削減、スペースの有効活用など）

目的

戦略的アウトソーシング請負的アウトソーシング

（出典　：　1995年、「アウトソーシング戦略」）

新規マーケット

への参入

新しい

ビジョン

バリューチェーン

再構築

プロセス

インテグレーション

マーケティングサービス効率性コスト 新規マーケット

への参入

新しい

ビジョン

バリューチェーン

再構築

プロセス

インテグレーション

マーケティングサービス効率性コスト

Stage　1

従来型サービス提供

Stage　1

従来型サービス提供

Stage　2

共同体制

Stage　2

共同体制

Stage　3

戦略パートナリング

Stage　3

戦略パートナリング

Stage　4

企業ネットワーク

Stage　4

企業ネットワーク
先進的形態先進的形態

発展段階発展段階

今日の形態

ﾊﾞｰﾁｬﾙ・
ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ

ｼﾞｮｲﾝﾄﾍﾞﾝﾁｬｰ（ＪＶ）
新しい企業体の設

立

ｺ･ｿｰｼﾝｸﾞ
ﾍﾞｽﾄ･ｵﾌﾞ･ﾌﾞﾘｰﾄﾞ

ﾌｨｰﾍﾞｰｽの
サービス提供

資料：大上二三雄監修「図解　戦略アウトソーシング」（1998,10）
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⑨ 企業変革手法からみた位置付け 

 

 峰島氏は企業における業務変革手法の中でアウトソーシング（戦略的アウトソーシング、

シェアード・サービス）をＭ＆ＡやＢＰＲ等との関係性の整理を行っている。 

 変革効果の緊急性が高くない場合の手法はその変革レベルに応じて日常的改善、ＢＰＲ、

伝統的戦略手法などであり、緊急性の高い場合に経営資源投入とＭ＆Ａに並ぶ手法として

戦略的アウトソーシングやシェアードサービスを位置付けている。 

 

図表 1-1-6 企業変革手法と戦略的アウトソーシング 

 

 

 

 

経営資源投入 

 

戦略的 

アウトソーシング 

シェアードサース 

 

Ｍ＆Ａ 

 

 

日常的改善 

 

ＢＰＲ 

伝統的戦略手法 

（事業ポートフォ

リオ見直しなど） 

 

     （小）          変革レベル         （大） 

 

資料：峰島孝之編著『ＡＳＰネットソーシング時代のＩＴ戦略』（2000.7）を加筆、修正 

 

 業務レベル変革 戦略レベル変革 

（小） 

（大） 

変
革
効
果
の
緊
急
性 
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(2) アウトソーシングの分類 

 

 現実の情報システム分野におけるアウトソーシングが単純でないことを理解した上で、

本報告書におけるアウトソーシングの概念（定義と分類）をこの項で整理する。 

 まず、ＩＴ資源（資産）の所有と運営の主体を切り口とした分類が基本と考えられる。 

すなわち、「自社所有・自社運営（運用）」以外の３形態がアウトソーシングである。現実

の運営組織は、自社内の情報システム部門、情報システム子会社、外部の専門事業者（ア

ウトソーサ）、パートナーシップ形態の４種類である。 

 

図表 1-1-7 ＩＴ資源の所有主体と運営主体 

所有主体  

自社 事業者 

自社 自社所有・自社運営（運用） （ファイナンス中心） 運営 

主体 事業者 運営（運用）アウトソーシング 外部アウトソーシングサービス活用 

 

 一方、ハードウェアのレンタルやリースなどでは形式的な所有権がユーザ側にないとは

いえ、実質的な資産所有（投資）リスクはユーザ側に移転されている。また、ユーザとア

ウトソーサの共同出資会社が所有主体である場合や強いインセンティブを持つパフォーマ

ンス契約では実質的な資産所有（投資）リスクが共有（シェア）されている。そのため横

軸は形式的な所有主体というよりも、実質的な事業（リスクを負う）主体であり、かつジ

ョイント・ベンチャー（ＪＶ）形態を考慮するのが現実的である。 

 

図表 1-1-8 アウトソーシングの類型 

事業主体（ＩＴ資産所有・投資リスク負担等）  

共同ﾕｰｻﾞ 自社 ＪＶ 民間事業者 

 自社直営  

共同調達 

【自前主義】 

自社所有･自社運営 

 

 

Ｎ／Ａ 

 子会社 【情報ｼｽﾃﾑ子会社】 

資産､ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ委託 

※ Ｎ／Ａ 

 外部委託 

 

【運営ｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞ】 

自社所有･運営委託 

※ ―投資ﾘｽｸなし― 

（ﾕｰｻﾞ DC 運営受託等） 

 ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟ 

 

※ 

共同委託 

・ 

 

ｼｪｱｰﾄﾞ 

ｻｰﾋﾞｽ 

※【ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟ型ｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞ】―ﾘｽｸと成果の共有― 

運営ｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞと外部ｻｰﾋﾞｽ活用の中間形態 

運

営

組

織 

 他社事業  Ｎ/Ａ －IT 投資なし－  【外部ｻｰﾋﾞｽ活用】 

他社所有･他社運営 

共通（※印） 各種の戦略的アウトソーシング 

 

資料：峰島孝之編著『ＡＳＰネットソーシング時代のＩＴ戦略』（2000.7）を加筆、修正
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① 自前主義 

 

データセンターやネットワーク、アプリケーション等を自社で開発・整備し、かつその

管理運営（運用）も自社で実施する形態。開発作業や運用・保守作業の一部を外部派遣等

に頼るケースも含む。 

 

② 情報システム子会社 

 

 親会社にとってコア業務と認識されていない部分（資産と職員）を切り離して 100％子

会社として設立し、管理職以上を親会社からの出向者、それ以下はプロパーの実作業者の

形態をとることが多い。 

 親会社から情報システム業務の委託を受けてサービス提供を行うが、契約実態はサービ

スレベルアグリーメント（ＳＬＡ）ではなく、かつ単なるコストセンターとして位置付け

られている。 

 近年、子会社の負担とパフォーマンスの見直しが本格化しており、プロフィットセンタ

ー化や、アウトソーサとの共同出資会社、アウトソーサへの売却、といった戦略的アウト

ソーシングの舞台にもなっている。 

 

③ 運営（運用）アウトソーシング 

 

 従来、外注等と呼ばれる外部委託はユーザ側が管理責任を持ち、個別に仕様を定める物

品購入と同様の認識で行われる各種作業の委託である。情報通信技術の高度化・複雑化に

伴い、外部事業者の専門性を生かす必要性が生じると、一定の作業全体の業務委託、ある

いはサービスの購入という形態に進化する。 

 あえて両者を区別する場合、前者（作業委託）を従来型アウトソーシング、後者をアウ

トソーシングと呼ぶことにする。 

 この形態ではアウトソーシングを積極的に行うことにより、一定の効果を期待すること

ができるものの、あくまでもＩＴ資産は自社所有であり、ＩＴ投資リスクやＩＴサービス

から得られるパフォーマンスの責任はユーザ側に残る形態である。 

 

④ 外部（アウトソーシング）サービス活用 

 

 従来からの計算センター委託のようにアウトソーサが所有する施設・要員に情報サービ

ス業務の一部、全部を委託する形態で、個別の処理可能な業務（コモディティ）のアウト

ソーシングに限定されるが、ユーザにとっては「持たない経営」が実現できる。 

コンピュータの小型化・低価格化、インターネットの普及、ネット型サービス発展に伴
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い、一時期の分散、自己導入傾向から再びデータセンターのアウトソーシングや外部サー

ビス活用などへのシフトが顕著になってきている。ハードウェアやアプリケーションのホ

スティング（レンタル）サービスやＡＳＰサービス、サービス利用度合いに応じた料金体

系（従量制）採用など、ユーザにとっての選択肢が大きく広がっているためである。こう

して「持たない経営」の余地が拡大したことを背景に、「外部アウトソーシングサービス活

用型」が注目されてきている。 

 

⑤ パートナーシップ型アウトソーシング 

 

 委託側と受託側がパートナーシップの関係でアウトソーシングから得られる利益および

リスクを共有することによってより大きく、抜本的な効果を追求する形態。パフォーマン

ス契約によるインセンティブが条件であり、包括的（システムライフサイクル、対象シス

テム等）、長期的な契約となることが多いのも特徴的である。戦略的アウトソーシングある

いはコ・ソーシングと呼ばれることもある形態である。 

システムのパフォーマンスの全体最適を目的としながら、最適な個別の形態（運営／運

用アウトソーシングと外部サービス活用の組み合わせ）を作りこんでいくことになる。 

 

⑥ 各種の戦略的アウトソーシング 

 

 戦略的アウトソーシングの概念は広く定まっていないが、情報システム子会社の見直し

や運営（運用）アウトソーシングの場合でも、パフォーマンス契約を重視した戦略的目標

の共有は可能であり、図表 1-1-8 の中の※印すべてにおいて採用可能である。 

 

⑦ 他ユーザとの共同アウトソーシング（シェアードサービス） 

 

情報システム業務を集約・共同化する目的で情報システム子会社への共同出資、共同委

託、同一アウトソーサへの共同運営（運用）アウトソーシング、などの取り組みが広汎に

実施されている。特に業務アプリケーション開発費用などのＩＴ資産共有によるコスト低

減効果が大きい。 

外部アウトソーシングサービス市場（アウトソーサによる自発的サービス提供）が不十

分な場合にユーザの能動的な取り組みによって同様の効果を追求するケースと考えること

ができる。 

情報システム業務に限定されない間接業務全体を共同でアウトソーシングするケースを

含め、｢シェアードサービス｣とも呼ばれる｡ 
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1-2 公共部門のアウトソーシング動向 

(1) 国内市場動向 

① 国内アウトソーシング市場 

 

 特定サービス産業実態調査における業務別売上高推移を見ると、アウトソーシング関連

の業務は全体に占める構成比こそ低いものの、高い成長率を示している。例えば、システ

ム等管理運営受託は 3,563 億円(1995 年)から 7,302 億円(1999 年)、マシンタイム販売は

348 億円(1995 年)から 1,918 億円(1999 年)にそれぞれ５年間で 2.0 倍、5.5 倍に増加して

いる。 

 

図表 1-2-1 情報サービス産業の業務別売上高の推移（単位：億円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：経済産業省「特定サービス産業実態調査」 

 

② 国内アウトソーシング市場予測 

 

 国内の情報システム関連アウトソーシング市場については、2000 年の約 8,000 億円から

５年後の 2005 年には約 1兆 6,000 億円、約２倍に成長する見通しがある（ＩＤＣ社予測）。 

 その中では情報システム関連支出に占めるアウトソーシング系サービスの比率が 2000

年の 48％から 2005年に 50％強まで高まることを前提としている。 

 このように国内ＩＴサービス市場はすでにアウトソーシング系サービスが約半分を占め

る上、さらに高まる傾向にあるといえる。 
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図表 1-2-2① 国内ＩＳアウトソーシング市場規模推移予測 2000―2005年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 1-2-2② 国内アウトソーシング系サービス比率の予測 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 1-2-2③ アウトソーシング系と非アウトソーシング系の分類 

アウトソーシング系サービス 非アウトソーシング系サービス 

◎ISアウトソーシング 
（情報システムのアウトソーシング） 
◎処理サービス 
（消費者支払処理：ｸﾚｼﾞｯﾄｶｰﾄﾞ処理等、小切

手処理、請求書処理、給与計算処理など） 
◎アプリケーションアウトソーシング 
（ﾊﾟｯｹｰｼﾞまたはｶｽﾀﾑ･ｿﾌﾄｳｪｱｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝのｲﾝｽ

ﾄｰﾙ、運用・管理、拡張など） 
◎ネットワークインフラ管理 

（ﾈｯﾄﾜｰｸ／ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟ・管理サービス） 

○ＩＴコンサルティング 
（情報システムの運用・管理など） 
○システムインテグレーション 
○カスタムアプリケーション開発と保守 
○ソフトウェアサポート及び導入 
（ｿﾌﾄｳｪｱ製品またはｼｽﾃﾑ導入、保守など） 
○ﾈｯﾄﾜｰｸｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞとｲﾝﾃｸﾞﾚｰｼｮﾝ 
（ネットワークの設計と構築サービスなど） 
○ＩＴ教育・トレーニング 

資料：ＩＤＣ　Ｊａｐａｎ（2001）

資料：①に同じ 
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③ 国内主要アウトソーサ概要 

 

 国内の情報システム関連分野における主要なアウトソーシング企業は、大きくメーカー

系、コンサルティング会社系、情報通信サービス会社系、人材派遣企業系に大別すること

ができる。それぞれ展開パターンが異なっている。 

 

図表 1-2-3① 情報システム分野の主なアウトソーサ 

資料：通商産業省「アウトソーシングのコスト削減効果分析調査」 

 

図表 1-2-3② アウトソーサの展開パターン 

 

 

 

 

 

 

企画 設計 開発 運用・保守 

コンピュータメーカー系 

ＩＴアウトソーサ系 

コンサルティング系 

 

各種システムの開発・設計・運用・管理日本ＩＢＭ

各種システムの開発・設計・運用・管理ＮＥＣ

各種システムの開発・設計・運用・管理富士通

各種システムの開発・設計・運用・管理東芝

各種システムの開発・設計・運用・管理日立製作所

野村証券各種システムの開発・設計・運用・管理野村総合研究所

業務システムの開発・コンサルアンダーセン・コンサルティング

システムインテグレーションと運用管理日本総合研究所

米ＥＤＳ各種システムの開発・設計・運用・管理エレトロニック・データ・システムズ

三菱電機イントラネット等の情報サービス三菱電機情報ネットワーク

ＮＴＴ情報システムの一括運用・管理ＮＴＴデータ通 信

データエントリ、システム運用管理、ソフト開発等旭情報サービス

ソフトウェア開発、情報処理サービスシーイーシー

情報処理サービス、ソフトウェア開発コムテック

情報処理サービス、ソフトウェア開発アイネス

情報システムの構築・運用・管理ＣＳＫ

米ＤＥＣ各種システム･ソフトの改良・保守日本ディジタル･イクイップメント

クライアント・サーバ・システムの開発・運用・管理日本ユニシス

ＫＤＤインターネットのプロバイダ・事業代行ＫＤＤコミュニケーションズ

系列関係業務内容企業名

パソナ他各種システムの開発・設計・運用・管理日本アウトソーシング

パソナ、ソフトバンクＯＡ関連人材派遣、ユーザーサポートパソナソフトバンク

各種システムの開発・設計・運用・管理日本ＩＢＭ

各種システムの開発・設計・運用・管理ＮＥＣ

各種システムの開発・設計・運用・管理富士通

各種システムの開発・設計・運用・管理東芝

各種システムの開発・設計・運用・管理日立製作所

野村証券各種システムの開発・設計・運用・管理野村総合研究所

業務システムの開発・コンサルアンダーセン・コンサルティング

システムインテグレーションと運用管理日本総合研究所

米ＥＤＳ各種システムの開発・設計・運用・管理エレトロニック・データ・システムズ

三菱電機イントラネット等の情報サービス三菱電機情報ネットワーク

ＮＴＴ情報システムの一括運用・管理ＮＴＴデータ通 信

データエントリ、システム運用管理、ソフト開発等旭情報サービス

ソフトウェア開発、情報処理サービスシーイーシー

情報処理サービス、ソフトウェア開発コムテック

情報処理サービス、ソフトウェア開発アイネス

情報システムの構築・運用・管理ＣＳＫ

米ＤＥＣ各種システム･ソフトの改良・保守日本ディジタル･イクイップメント

クライアント・サーバ・システムの開発・運用・管理日本ユニシス

ＫＤＤインターネットのプロバイダ・事業代行ＫＤＤコミュニケーションズ

系列関係業務内容企業名

パソナ他各種システムの開発・設計・運用・管理日本アウトソーシング

パソナ、ソフトバンクＯＡ関連人材派遣、ユーザーサポートパソナソフトバンク

メーカー系企業

人材派遣系企業

情報通信サービス系企業

シンクタンク、コンサルティング企業
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④ 海外の主要アウトソーサ概要 

 

 大規模アウトソーシング・プロジェクトのアウトソーサが主要なアウトソーサと同等と

は言えないが、米国における主要アウトソーサをプロジェクトベースで整理したのが下図

表である。 

 ＣＳＣ(Computer Science Corporation)、IBM Global Services、ＥＤＳ(Electronic Data 

Systems)などの企業名があがるとともに、大規模プロジェクトではパートナーシップ（コ

ンソーシアム）でのアウトソーシングサービス提供例も多く見られる。 

 また、公共部門における主要プロジェクトではＥＤＳ社が高い市場地位を築いている。 

 

図表 1-2-4 米国アウトソーシング契約上位１０プロジェクト(1998) 

 

 

 

 

 

 

 

資料：U.S. and Worldwide Outsourcing Markets and Trends、1998－2003

アウトソーサー 顧客 業種 年月日 契約
金額

契約
年数

提供サービス

CSC　Prime  Alliance
(CSC,IBM,Northrop and others)

Internal Revenue
Service

政府 98/12 5,000 15 IRSの旧式化したコンピューターサービスの全面的な
近代化

IBM Global Services Boeing 製造 98/9/30 2,000 5 テレビ会議、ボイスメールの運用･サポート、７組織の
サーバーの一ヶ所への統合、セントルイス、ミズーリ、
カリフォルニアに分散したサーバーとデスクトップパソ
コンの運用･サポート

EDS/Partnerships for
Conneticut

Conneticut
Department of
Information
Technology

政府 98/12/30 1,000 7 マルチベンダー契約（主：ＥＤＳ、下請：ゼロックス、ユ
ニシス、ＡＴカーニー、マイクロソフト、ルーセント、スプ
リント、ＡＭＳ）デスクトップ、メインフレーム運用、デー
タ伝送、アプリケーション開発、システムインテグレー
ション

IBM Global services Equifax 金融
ｻｰﾋﾞ

98/7/13 900 10 データセンター運営、ネットワーク及び音声、データの
管理、復旧

CSC General Dynamics
ElectricBoat,
LandSystems,
GeneralDynamics

宇宙･
防衛

98/5/5 500 7 2001年終了予定の、3億ドルの1991年時の契約の延
長３部門の全てのIT運用

EDS Chevron 石油･
ガス

98/1/6 450 5 マルチベンダー契約：ITサービス、メインフレーム、音
声及びデータネットワークサービス、ITサポート

IBM Global Services/AT&T Banc One 銀行 98/9/30 420 7 大部分のデータセンター運用の管理、ヘルプデスクサ
ポート、メインフレーム／標準的サーバーの管理

SAIC Immigration and
Naturalization
Service(INS)
Service
Technology
Alliance Resources

政府 N/A 402 N/A マルチベンダー（主：SAIC、下請：EDS、CSC、ロック
ヒード･マーティン）システム管理･インテグレーション、
システムの維持･運用

CSC NASA 政府 98/6/19 350 9 デスクトップ機、サーバー、航空学や宇宙探査、調査
を支援するイントラセンター･コミュニケーション･アセッ
ト

Lockheed Martin Policy
Management
Systems

保険
/IT

98/3/16 350 10 広範囲の技術提携、コンピューティングオペレーション
システム、インテグレーション、ネットワークサービス

Federal Data, Wang Global,
PRC, EER Systems, IBM,
Dyncorp, Multimax

General Services
Administration

政府 98/7/21 90億
ﾄﾞﾙの
一部

10 マルチベンダー契約：主要請負人はデスクトップ機資
産とあらゆる政府機関に連結しているネットワーク基
盤の設置、運用、管理、維持を行う
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(2) 公共部門のアウトソーシング市場 

① 国内自治体アウトソーシング市場の推定 

 

 都道府県と市区町村を合計した国内自治体のＩＴ関連支出規模は平成 12 年度に 7,000

億円を超えている。そのうちアウトソーシングに相当する外部委託費は 2,568 億円（平成

12 年度まではソフト開発委託費目の区分なし、要員派遣を含む）、約 37％を占めている。 

業目別ではハードウェア費（購入、リース・レンタル）の次に大きい。また、後述の米国

連邦政府のＩＴ関連予算に対するアウトソーシング比率 15～20%程度と比較してもすでに

国内自治体におけるアウトソーシングの浸透度合いの高さを指摘することができる。 

 現状が各種の作業を民間委託した上でのシステム自己導入が主流であることから、一歩

進んだアウトソーシング形態（サービスの調達、ソフトウェアやハードウェア、インフラ

等の非所有形態）の活用余地が大きいことも見てとれる。 

 

 

図表 1-2-5 国内自治体ＩＴアウトソーシング市場規模 

資料：地方自治コンピュータ総覧に基づき作成 
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② 海外公共部門の主要アウトソーシングプロジェクト 

 

 米国および英連邦諸国を中心に、1980年代初頭から公共部門における大規模なＩＴアウ

トソーシング・プロジェクトが次々と実施されている。 

 民間部門のビジネスプロセスエンジニアリング（ＢＰＲ）および事業構造改革の有力な

手法として認知された後に公共部門の行財政改革、ＢＰＲ手法として導入されたものであ

る。図表にある10 億ドル（1,000 億円超）規模の大規模プロジェクトは中央政府が主体で

あるが、すでに地方公共団体へもアウトソーシングは浸透している。 

 こうした大規模アウトソーシング・プロジェクトはＩＴアウトソーシングの中でも目立

つ取り組みといえる。 

 

図表 1-2-6 海外大規模ＩＴアウトソーシング・プロジェクト 

 

資料：情報サービス産業協会資料、日経ビジネス等を基に作成 

 

契 契 契約
約 国・地域 顧客 約 金額 期間 契約概要
年 者 （US $) (年)

1982 アメリカ 合衆国陸軍 ＥＤＳ 6.0億 10 陸軍軍人情報の統合
1983 アメリカ 合衆国海軍 ＥＤＳ 3.5億 8 海軍物資在庫管理
1993 カナダ 郵政省 ＳＨＬ 10億 10 システム運用管理
1994 イギリス 内国歳入庁 ＥＤＳ 15億 10 税金徴収システム

香港 入境事務所 ＥＤＳ 700万 5 入国管理システム※
台湾 健康保険局 ＥＤＳ 1,500万 健康保険システム※
アメリカ ＮＡＳＡ ＣＳＣ 15億 データ処理システム

1995 イギリス 社会保険庁 ＥＤＳ 10億 10 電算処理システム
南オーストラリア州 州政府機関 ＥＤＳ 5億 9 州政府の電算処理

1996 シンガポール 内務省 ＥＤＳ 500万 3 入国管理システム※
ニュージーランド社会福祉局 ＥＤＳ 2億 10 社会保険システム
ニュージーランド内国税歳入庁 ＥＤＳ 1億 7 課税処理システム

注１）※はシステム開発中心

注２）EDS：Electronic Data Systems  , SHL:現MCI Systemhouse  , CSC:Computer Science Corporation
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(3) 米国における自治体等アウトソーシング動向 

① 米国連邦政府のＩＴ関連アウトソーシング市場 

 

 1990 年代後半以降米国連邦政府は IT 予算を大幅に増やしているが、一方で政府と民間

の IT 技術者の給与レベルの違いから、新規の技術者の獲得は滞っている。今後、５年以内

に米国政府が雇っている技術者の多くが定年で退職していくため、米国では IT 関連のアウ

トソーシングは確実に増加していく傾向にある。2001 年 12 月に米国の調査会社 INPUT 社

が発表したところによれば、2001 年に 364 億ドルであった米国政府の IT 関連支出の規模

は、2006 年には 603 億ドルに達すると予測されている。これは、年率にすると 16 パーセ

ントという大きな伸びである。 

 

 そのうちＩＴアウトソーシングは 2001 年度の 63 億ドルから 2006 年度は 132 億ドル

（110％増、年率 15.9％）に拡大するとしている（対 IT 関連支出比 17.3%から 21.9%）。 

 分野としては、インフラサービス、アプリケーションサービス、デスクトップサービス、

ネットワークマネジメント、アプリケーションマネジメント、ビジネスプロセスアウトソ

ーシングなどで、多くの連邦政府職員の移籍・退職を促すだろうとしている。 

 米国ではＩＴ資産やＩＴ要員のスリム化を伴うプッシュ･アウト型のアウトソーシング

が公共部門でもしばしば実施される点で日本と異なっている。 

 また、2001 年 9 月の同時多発テロの直接的な影響は 2002 年度のセキュリティ関連予算

に現れるが、ＩＴ支出の長期的な基調には影響しないとし、むしろ議会の関心はアウトソ

ーシングおよび官民競争導入（public/private competition）に移行している。 

一方で、GEIA(Government Electronics and Information Technology Association)によ

れば、米国政府の IT 予算は 2002 年で 490 億ドルと対前年度比 15％増、さらに、2007年に

は 650 億ドルになると予想されている。この両者を比較すると、2001 年では政府の IT 予

算の 15％程度がアウトソースされたと考えられる。 

 そもそも、米国においても連邦政府の民間サービスの利用は長く制限されていたが、1983

年に行政管理予算局(OMB)がサーキュラーA-76 と呼ばれる指令書を出してから、あらゆる

業務で外部リソースの利用が可能となった。その後、クリントン政権が取り組んできた様々

な施策によって IT の活用が推進されたが、IT アウトソーシングはむしろ IT 予算の増大を

防ぐ手段として採り入れられてきた。アウトソーシングが予算の増大を抑制する理由は、

①外注費と成果の比較が容易になり予算管理の明確化が図れること、②技術人材の外部化

により最先端の技術水準を維持するための教育費を抑制することができる、③専門スタッ

フを抱えず固定費を抑制できる、④柔軟な契約形態をとることで技術の陳腐化に対応し常

に先進的なシステムの利用が可能になり、結果として IT 費用を抑制できるなどである。 
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図表 1-2-7 米国連邦政府ＩＴ関連予算とＩＴアウトソーシング予算 

資料：日経ＢＰ社資料を基に作成 

 

② 米国連邦政府におけるアウトソーシング環境の整備 

 

 米国連邦政府ではクリントン政権に IT アウトソーシングを活発化させるための環境整

備を行った。特に重要なのは、①国家業績評価（ＮＰＲ）、②ＯＭＢ－０２要項、③クリン

ガー＝コーエン法である。 

 

ａ）国家業績評価（ＮＰＲ） 

 

 1993 年クリントン政権は｢国家業績評価（National Performance Review）｣を打ち出し

た。これは、後に｢行政改革のためのパートナーシップ（National Partnership for 

Reinventing Government）｣と名称を変えるが、行政改革を推進するための総合的な枠組み

である。NPRは｢IT を活用した行政リエンジニアリング｣を発表し、IT（情報技術）は行政

府にとって必要不可欠なインフラで、ITによるリエンジニアリングによって電子政府を実

現させるという計画を打ち出している。また、アウトソーシングについては、①民間パー

トナーとはパフォーマンスに基づく契約を締結すること、②ある IT プロジェクトで節約し

た予算を他の IT 予算に再投資することを認めること、③民間企業への調達を増やすことな

どについて言及している。 

 

ｂ）ＯＭＢ－０２要項 

 

 1995 年 10月、行政改革に IT 活用の必要性を訴える NPR の報告書を受けて、行政管理予

算局（OMB）はこの要項を発表し、連邦政府のデータセンター再構築の枠組みを提示し、全

てのセンターが一定のデータ処理能力基準を達成することを義務付けた。基準の達成のた

 

0

1 0 0

2 0 0

3 0 0

4 0 0

5 0 0

6 0 0

7 0 0

（
単
位
・

億
ド
ル

）

ＩＴ関 連 支 出 3 6 4 6 0 3

うちｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞ 6 3 1 3 2

2 0 0 1 2 0 0 6
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めには、経費の節約分を投資に充てるといった方法が採られ、アウトソーシングへの動機

づけとなっている。また、1998 年 6 月 30 日までに要項の基準を満たすことのできないデ

ータセンターは廃止し、処理をアウトソーシングすることを決めている。同要項では、調

達に関して政府が民間企業と競合すること、民間企業が既にサービスを提供している市場

へ政府が参入することを禁じている。また、政府が新たに事業を開始するときは、まずア

ウトソーシングの可能性を検討することを義務づけている。 

 なお、上記の基準達成の期日は過ぎているが、データセンターの再編はほとんどの行政

官庁で進んでいない。これは、OMB に罰則規定がないことが一因である。しかし、本要項

は連邦政府機関による民間へのアウトソーシングという、IT 化推進の一ソリューションを

提示し、行政機関に対する動機づけを与えたという点で意義深い。 

 

ｃ）クリンガー＝コーエン法 

 

 1996 年に成立した法律。正式な名称は、｢IT 管理改革法（Information Technology 

Management Reform Act）｣で、各省庁のプロジェクトを巡る調達改革を目指したものであ

る。調達の際の規制を緩和するとともに、省庁は CIO（Chief Information Officer）を任

命し、IT 調達に向けたマネージメントを行うように定めている。また、連邦政府が情報シ

ステムに投資をする際には、民間企業が担うことができるかどうか確認することを義務づ

け、民間企業が請け負えないとき、もしくは行政機関の方が効率的に運営を行えるときの

み以外は民間企業に任せるように定め、アウトソーシングをはじめとする民間活力の導入

に向けたインセンティブとなっている。とくに、この法律は小規模・中規模の調達におい

て重要な役目を果たしており、現在中規模以下のIT調達についてはこの法律に基づく規制

緩和が進行中である。 

 

③ テキサス州（米国）におけるアウトソーシング環境の整備 

ａ）「アウトソーシング戦略/大型ＩＴ関連プロジェクトにおける内外資源評価 

ガイドライン」（1998.6） 

  

 同州では政府機関や大学が主要 IR（Information Resources）プロジェクトにおいて、

外部事業者活用と組織内部職員活用の便益（benefits）比較を法律で義務づけている。こ

のガイドラインはアウトソーシング活用・意思決定のための費用対便益評価活動を支援す

るために同州情報資源省が作成したものである。 

 ガイドラインではアウトソーシングを推奨するのではなく、計画段階において十分に費

用対便益を詳細分析し、文書・資料として残し、組織内部の意思決定を透明化することが

重要としている。アウトソーシングがなされる場合も計画段階の分析資料が常に更新され、

実行段階において契約が効果的に交渉・管理されることが成功の鍵であるとしている。 
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ｂ）費用対便益評価基準例 

 

ＩＴ関連調達プロジェクトの難しさは費用対便益の算定の複雑さである。同ガイドライ

ンではプロジェクトにおける定量的な直接費用、直接便益（利益）、定量的な間接費、間接

便益、定性的な費用および便益を算定、比較分析することを重視している。 

 

図表 1-2-8 算定対象となる便益（利益）と費用の例（米国テキサス州ガイドライン） 

定量的な直接費用 定量的な直接的利益 

職員のコスト、諸手当、材料/資材、メンテ

ナンス/ライセンス、トレーニング、契約 

( 例：保守や周辺サービスが他のベンダーに

よって運営される場合など)、通信費、新し

い装置費用、新しいソフトウェアコスト、賃

貸料、ユーティリティ、旅費 

スタッフの節約時間の貨幣価値換算価値、新

しいオペレーティング効率の価値換算値  

(<例>追加ライセンスの数) 

定量的な間接費 量的な間接的利益 

一般管理費、部門別の諸経費、他の機関や市

民にかかる費用、契約管理費用 

市民へのサポート改善、州/機関のアーキテ

クチャーのサポート、解決策の柔軟性 

質的なプロジェクト利益、及び、コスト 

可用性、 サービスの質、 スタッフ・行政・市民に対するインパクト、法律上の環境、 セ

キュリティ 、感度、 計画に要する時間、プロジェクト時間、 運用リスク、技術リスク、 

関係性リスク 

資料：同州ガイドラインに基づき作成 

 

ｃ）意思決定フローチャート 

 

 ＩＴ関連調達プロジェクトをまず、全庁的なＩＴ活動か、特定プロジェクトか、から区

別して、アウトソーシング検討の有無、アウトソーシング実行の意思決定のプロセスをチ

ャート化し、その各プロセスの解説をガイドラインで行っている。ポイントは、アウトソ

ーシングをしない決定のための理由を費用対便益分析等で明示させる検討プロセスを踏む

ことを要請していることである。 
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図表 1-2-9 アウトソーシング意思決定フローチャート（米国テキサス州ガイドライン） 

 

 

資料：図表 1-2-8 に同じ 

 

 

 

 

 

全てのＩＴサービスを
評価しますか？

それとも一つですか？

その活動は必要か？

選択肢の選択
ｺｽﾄ･ﾍﾞﾈﾌｨｯﾄ分析、

ﾋﾞｼﾞﾈｽ･ｹｰｽに
よって決定

活動を内部所有しておく
必要があるか？

内部で
計画実行する

必要があるか？

改善の
可能性は？

活動内容の測定/理解
は確かか？

組織内のＩＴニーズに
ついての情報を集め
活動と強さ・弱さを
明らかにすること

組織内のニーズと
優先順位に関する
情報を集めること

内部に留めておく
しかし、パフォーマンスの

評価は必要アウトソーシング
導入を検討

活動への
ビジネス・ニーズを

評価すること

一つの活動全ての活動

活動の測定
ベンチマーキング

―もし、改善の可能性が
ないのなら、内部に留めておく
―もし、どんな測定も理解も
明確にできないのなら、
アウトソーシング前に
それらを明確に
しなければならない。

その他の選択：
リエンジニアリング、

リース等
アウトソーシング

ベンダーの選定や
契約等を準備する

どちらも「はい」 いずれか「いいえ」

もしくはもしくは

個々の活動について その活動について

いいえ

はい
はい

いいえ
い
い
え

は
い
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ｄ）アウトソーシング・プロセス 

 

ＩＴ関連調達プロジェクトの中でアウトソーシングが実行される場合、当該プロジェク

トの上位戦略との整合性を保った形で、経営管理サイクル（plan do check action）に

従った契約管理を求めている。 

 

図表 1-2-10 アウトソーシング・プロセス（米国テキサス州ガイドライン） 

 

 

資料：図表 1-2-8 に同じ 

 

 

ニーズと
目標結果
を定義

契約終了時
における

移行の管理

契約を管理・
評価・監視

アウトソーシングへの
移行を管理 契約交渉

ベンダーの選定

測定と要求
の評価

アウトソーシング

その他の選択

政府機関の
IR 戦略計画

政府機関の
戦略計画

目標を達成するための
選択肢の分析
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(4) 英国における自治体等アウトソーシング動向 

① 英国ＰＦＩ／ＰＰＰとアウトソーシング 

ａ）ＰＦＩ／ＰＰＰ 

 

英国では行財政改革の一環として資本的支出を伴う行政サービス調達（すなわち公共投

資）の分野にＰＦＩ（Private Finance Initiative）を導入し、試行錯誤の結果、ＰＦＩ

プロジェクトは公共事業全体の 10％を越えるまでに普及している。 

政権が保守党から労働党に移行すると、行財政改革の緊急度の低下および柔軟性確保を

目的にすべての公共投資においてＰＦＩ導入検討を原則とするそれまでのＰＦＩ政策を

「ＰＰＰ（Public Private Partnership）」へ変更した。 

 ＰＰＰは、民間部門の資金やノウハウを活用して公共部門の効率化を図る手法の総称で

あり、それまでのＰＦＩに加え、民営化や政府資産の売却、政府資産のリース調達、官民

のジョイントベンチャーなどを含むものであるが、従来のＰＦＩ手法をＰＰＰと言い換え

て使用することが多いようである。 

また、公共投資や行政サービス提供を行なう際に、民間部門で実施した場合の選択肢を

検討することによって公共部門の効率化を図ることをマーケット・テスティングと言い、

その選択肢がＰＰＰの内容に近似していると考えられる。 

 

図表 1-2-11 英国におけるＰＰＰの想定選択肢 

民営化できないか  

資 本 支 出 （設 備 投 資 ）は 必 要 か  

料 金 徴 収 は 可 能 か  

事業性はあるか  

⑤ ＰＦＩ（独 立 採 算 型 ）の 検 討  

⑥ ＰＦＩ（ジョイントベンチャー型）の 検 討

公 共 に よ る 対 価 の 支 払 は 可 能 か  

⑦ ＰＦＩ（サービス購入型）の 検 討  

（民 間 委 託 は 可 能 か ） 

Ｙｅｓ 

Ｙｅｓ 

Ｎｏ 

Ｎｏ 

Ｙｅｓ 

Ｎｏ 

？  

Ｙｅｓ 

Ｎｏ 

１９９２年 ＰＦＩ導 入  

Ｎｏ 

[実 現 手 段 の 選 択 ]  

マ ー ケ ットテ ス テ ィン グ  

（効 率 性 追 求 ：そ の １） 

Ｎｏ 

経 済 性 評 価  

（有 効 性 の 判 定 ） 

優 先 順 位 は 高 い か  

実 施 順 位 づ け  

行政サービス  

再 評 価 （そ の サ ー ビ ス は 必 要 か ） 

民 間 委 託 は 可 能 か  

事 業 廃 止  

② 民 営 化  

③ 民 間 委 託  

④エージェンシー化  Ｙｅｓ 

Ｙｅｓ 

Ｙｅｓ 

Ｙｅｓ 

Ｎｏ 

Ｎｏ 

Ｎｏ 

エージェンシー化は可能か  

経 済 性 評 価 ・分析  

Ｎｏ 

Ｙｅｓ 

Ｙｅｓ 

P F I 方 式 の 検 討 （効 率 性 追 求 ：そ の ２） 

Ｎｏ 
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ｂ） 英国ＩＴ－ＰＦＩプロジェクト 

 

ＰＦＩ（Private Finance Initiative）は、ＥＵ加盟のための要件をクリアするための

ドラスチックな行財政改革手法として英国で導入され、その背景の類似性から日本でも

1999 年にＰＦＩ法が成立している。 

英国ではＩＴ関連調達プロジェクトにもＰＦＩが積極的に活用されている（図表

1-2-12）。また、中央政府に続いて地方政府でもＩＴ－ＰＦＩが導入されるようになってき

ている。前述の「主要アウトソーシング・プロジェクト」と重複しているものがあるのは、

ＰＦＩがアウトソーシングの一形態であると認識されているためである。 

 

 

ｃ）自治体 PFI の普及支援 

 

中央政府で先行した PFI は自治体への普及も加速しており、そのための主要な施策を列

挙すると以下の通り。 

 

・４Ps（Public Private Partnership Programme）：1996 年 4月設立 

自治体が共同して設立した、自治体ＰＦＩ推進支援組織。 

役割としては、自治体 PFI 契約などの標準化、自治体職員 PFI研修、中央政府との交渉（規

制緩和や財政支援措置など）、個別 PFI事業スキームに対する助言や支援（主として新しい

分野や広域的 PFI） 

 

・中央政府の役割 

自治体 PFI向け補助金創設（英国では自治体の自主財源は少なく、中央政府に依存）、PFI

関連法規制の整備、契約や仕様、費用対効果（VFM）算定等の標準化、ガイドライン作成、

などを中央政府が担う。 

 中央政府の中では大蔵省タスクフォース（Treasury Task Force）が PFIを推進。費用対

効果(VFM)算定ガイドラインを作成し、各省庁や自治体の公共投資計画のチェックを実施し

てきた。 

 同タスクフォースは 1997年 6 月のマルコムベイツ報告に基づき、その役割が終わったも

のとして解散し、政策部門（OGC: Office of Government Commerce）とプロジェクト推進

部門（PUK: Partnership UK）に分割された。 

 OGC は大蔵省の外局として、一般的な政府調達と PFI の双方を主管。PUKは将来の民営化

を視野に株式会社化され、自治体 PFI におけるアドバイザー兼ベンチャーキャピタル的な

業務を行う。 
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図表 1-2-12 英国ＩＴ－ＰＦＩ主要プロジェクト 

プロジェクト名／団体名 契約者／契約年月 概要 契約金額 
●英政府プロジェクト    

新国民保険記録システム（NIRS2） 
社会保険省・保険料 

アンダーセンコンサルティング 
1995.4 

国民保険記録システム（NIRS1）の全面更改と
して、NIRS2 の設計、開発、導入、運用を行う。 

150 

入国管理システム巣（IND） 
内務省・入国管理局 

シーメンス・ビジネス・サービス 
1996.3 

入国関連の申請受付・相談業務をサポートす
る ITシステムを提供し、あわせて、業務効率化
のための組織・業務プロセス変革プログラムを
提供する。 

41 

社会保険給付金支払システム
（Horizon） 
社会保険省および郵便窓口会社 

ICL パスウェイ 
1996.5 

郵便局の窓口における、社会保険省等の給付
金の審査・支払い・会計のサービスを提供す
る。（注1） 

120 

大法官システム（LOCCS） 
法務省 

エレクトロニック・データ・システ
ムズ（EDS） 
1996.10 

イングランドおよびウェールズの全刑事裁判所
センターと州裁判所に対して、IT サービスを提
供する。 

14 

危険物貯蔵システム（HSIS） 
防衛省 

ICL エンタープライズ 
1997.2 

防衛省で危険な物/設備の取り扱いを担う職員
に対して、危険物貯蔵蔵に関する情報管理サ
ービスを提供する。 

不明 

メトロポリタン電話サービス（MTS） 
内閣府中央コンピューター電気通
信庁 

RASCAL ネットワークサービス 
1996.11 

既存の MTSインフラをアップグレードし、継続
的に音声等電気通信サービスのサポート・提
供を行う。 

不明 

研修および財務管理情報システム
（TAFMIS） 
防衛省（軍） 

EDS ディフェンス 
1996.8 

防衛省（軍）における研修および財務管理のシ
ステムを提供する。 

14 

オフィス・システム・インフラ
（ORISIS） 
ウェールズ省 

シーメンス・ビジネス・サービス 
1996.6 

ウェールズ省とその配下の庁に、電子メール、
データベースアクセル等を含むIT ネットワーク
システム・インフラを提供する。 

34 

パスポート発行プロジェクト 
英国パスポート庁 

シーメンス・ビジネス・サービス
（申請データ処理）、政府刊行
物出版局（パスポート作成） 
1997.7 

２つの契約からなる。申請データを処理では、
パスポート申請データを入力、保存、伝送す
る。 
パスポート作成処理では、伝送された申請デ
ータより特定個人向けパスポートを作成する。 

30 

ロンドン地下鉄プレステージ 
ロンドン・トランスポート 

トランシス(注 2) 
1998.8 

ロンドン市内のバス・地下鉄の自動運賃徴収シ
ステムの開発および運営を行う。 

222 

●地方政府プロジェクト    
ロンドン Harrow 地区 IT 
ロンドン Harrow 地区 

ユニシス 
1997.10 

収入管理・給付金サービス業務を改善する IT
システムの設計、開発、設置および継続的サ
ポートを提供する。 

1 

クロイドン市議会 IT 
クロイドン市議会 

不明 
1999.3 

最新技術を用いて、顧客である住民へのサー
ビスを向上する。コアの ITインフラ、コールセ
ンター、パフリックアクセス用キオスク端末等
からなる。 

不明 

ケント州議会（KCC）IT 
ケント州議会（KCC） 

シンテグラ/BT 
1999.3 

市民が公的サービスに広くアクセスできるよう
な IT および WAN 等の提供・管理、コンサルテ
ィング、研修・サポート等を行う。 

8 

Duddly 地方教育庁大規模 IT シス
テム 
Duddly 地方教育庁 

BT/リサーチ・マシーンズ 
1999.1 

Dudly 地方教育庁管轄内の全ての学校105 校
に ITを導入・管理するプロジェクトで、学校は
全国学習ネットワークシステム（National Grid 
of learning）に接続される。 

120 

バジルトン病院コンピュータ・シス
テム・サービス（注 1） 
NHS（ナショナル・ヘルス・サービ
ス） 

未定 
未定 

放射線科管理コンピュータシステムの設置、
研修、導入、サポート、システムのメンテナン
スを提供する。患者情報、予約管理、資材管
理、在庫管理等の機能が含まれる。 

未定 

 

 

 

資料・「情報通信 PFI 日刊工業新聞社 日高昇治編著を基に作成 

（注1）1999 円 5 月にプロジェクトの一部が中止。DSS は手を引き、郵便窓口会社のバンキングインフラのアップグレードのみとなった。 

（注２）EDS、キュービック・コーポレーション、ICL、WS アトキンズを中核とするコンソシアム 

（注３）この他にも、病院のコンピュータ・システム開発・運営プロジェクト（または、コンピュータ・システム開発・運営を含む病院建設・運営 

単位：100 万£
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・自治体の財政制度 

民間と自治体との PFI契約上、自治体のデフォルト（債務不履行）の可能性のある米国

と異なり、英国の自治体財政は中央政府が責任を負っており、民間部門は自治体の財政状

況を心配する必要がない。 

また、英国の自治体は中央政府に先んじて、PFI とも整合的な企業会計に近い会計制度

に移行してきている。 

 

② 英国における公共調達とアウトソーシング 

ａ）公共調達の一形態としてのアウトソーシングやＰＦＩ 

  

英国では大蔵省外局ＯＧＣ（Office of Government Commerce）がＰＰＰ／ＰＦＩと一般

的な政府調達に関する政策部門として活動しており、ＯＧＣの作成した「ＩＴ関連サービ

スおよびコモディティ調達プロジェクトガイドライン（ドラフト）」は自治体におけるＩＴ

プロジェクトあるいはＩＴ－ＰＦＩプロジェクトのガイドラインとなっている。この中で

は、アウトソーシングを広く公共調達の一部と認識し、小規模な物品調達から作業委託プ

ロジェクトやサービス調達プロジェクト、大規模なアウトソーシング・パートナーシップ・

ＰＦＩ／ＰＰＰまでを含んでいる。 

 またサービス調達も、事業者サイドからの視点によるアウトソーシング・サービスだけ

でなく、ＩＴ資産を取得・所有しないで先端ＩＴ活用を図るユーザーサイドの視点による

アウトソーシング・サービス（多様なメニュー、従量制料金、短期契約等）まで意識して

いる。 

 このように英国ではアウトソーシングは資源調達の一形態であり、ＰＰＰ／ＰＦＩが行

政のスリム化を意味している。 

 

 

図表 1-2-13① 公共調達：作業、物品、そしてサービス 

資料：英国ＯＧＣ資料に基づき作成 

〔作業〕
ｗｏｒｋ

〔物品〕
ｇｏｏｄｓ

〔サービス〕
ｓｅｒｖｉｃｅ

運用・保守設計・開発

設計・開発作業

ソフトウェア・ハードウェア・インフラ

運用・保守作業

各種サービスサービス調達

公
共
調
達
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図表 1-2-13② アウトソーシング形態と対象の進展 

第１段階 第２段階 第３段階 

●作業の調達（委託） 

―主としてオンサイト― 

 

●サービスの調達（委託） 

－事業者サイド－ 

・ハウジング等 

 

●サービスの調達（委託） 

―ユーザーサイド― 

・ﾎｽﾃｨﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ 

・付加価値ｻｰﾋﾞｽ(ASP 等) 

例：市 DC 運用作業委託 例：民間 DCへのｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞ 例：民間 IDC ｻｰﾋﾞｽ活用 

注：「DC」はデータセンターの略 

 

 

ｂ）ＯＧＣ「IT 関連サービス及びコモディティ調達プロジェクトガイドライン」（ﾄﾞﾗﾌﾄ） 

 

 IT 関連調達のルートマップ及び推奨するアプローチの概要を示す手引書であり、施設整

備のみならず特に公共部門で課題となる主要なITサービス調達（PPP/PFI 含む）に資する

ものであり、2001 年 7 月にドラフト版が発表された。 

 

・調達プロジェクトにおける必須項目 

 公的組織は VfM(value for money)に基づき、EC規則や政府調達政策等を遵守する必要が

ある。VfM は最低価格調達を意味せず、ユーザ要求事項等を充足する最適な「質と費用」

の組み合わせである。また、ゲートウェイ・レビュー（重要なプロジェクト・プロセス時

点での評価）が不可欠としている。 

 

・調達プロジェクト成功の原則 

◎選定事業者が最も効果的なVfM を、全プロセスで提供しうること 

○技術的にも、商業的にも満足のいく「質」の提案 

○財政的に無理がないこと 

○良好な職務関係を維持可能な組織 

◎事業目的と商業上の計画（事業収支計画）の整合性 

 

・成功上重要な要因 

○技術面のみならず、事業（ビジネス）面におけるあらゆる「変化」への留意 

○事業（ビジネス）目標を常に意識 

○良好なリーダーシップの維持、説明責任（アカウンタビリティ）の明確化（プロジェ

クトの責任者、副責任者の明確化） 

○事業者および上位管理者（公共部門側）との良好な関係の維持 

○必要な資源、計画期間、期待効果などの予測 

資料：図表 1-2-13①に同じ 
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図表 1-2-14 要求事項のカテゴリー（本ガイドラインは大きなプロジェクトが主対象） 

 

 

・本ガイドラインの調達プロセスの原則 

○契約期間を通じたVfM の追及 

○事業の要求事項/アウトプットおよびパフォーマンスの重視 

（「どのように」ではなく「何を」） 

○適切な時点における、要求事項の継続的な開発 

○各段階での最適な事業者の選出 

○調達プロジェクトの複雑さに応じて決定される調達戦略 

○入札参加者費用負担の軽減 

○個別プロジェクト毎のアプローチ（プロセスやツール、テクニックのセット） 

 

ｃ）強制競争入札 

 

イギリスの地方公共団体が事業を実施する際には、民間企業と強制的に競争させられ、

競争に負けた場合は職員が解雇させられる。最初は道路、建設部門に限定していたが、88

年の法改正により、ホワイトカラー部門も含む幅広い分野にまで拡大された。労働党政権

が誕生した後、行政サービスの質の向上にも配慮すべきということで強制競争入札は廃止

され、最適評価制度（Best Value）が導入された。この政策が自治体におけるアウトソー

シングの進展に果たした役割は大きい。 

 

  また、オーストラリアのニュー・サウス･ウェールズ州では、自治体が契約する契約のう

ち見積額が 10 万豪ドル以上になる場合は、例外を除き競争入札に付される。競争入札には

民間企業とともに、自治体内部の部署も参加することができる。 

 

このような入札制度は、民間企業の参入を促し、行政機関におけるアウトソーシング導

入へのインセンティブとなる。 

資料：図表 1-2-13 に同じ 

要求事項 サービスの供給

物品・作業の供給

非コア（給与支払や給食）既存業務のアウトソーシング

長期的な戦略パートナーシップ

サービス供給が付随する場合も多い（PFI の主対象）

例）IT と施設整備の組み合せ、ｵﾌｨｽへのIT ｲﾝﾌﾗ導入等
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図表 1-2-15 ＯＧＣ「ＩＴ関連調達プロジェクト・プロセス」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：図表 1-2-14 に同じ 

開始
事業ニーズの特定化（通
常、事業・IS戦略に基づく）

事業オプション
目的達成の為の
ToR、オプションの明確化、

（「do minimum」ｵﾌﾟｼｮﾝを含む）

調達前段階
戦略アウトラインケース
へのインプットとしての

範囲・計画

常時、フィードバックし、
反省を反映させる。

導入
事業ニーズ、
戦略適合性・

財務的妥当性・
実現可能性原則の調査

戦略アウトラインケース
事業ニーズ確定と、
経営戦略への適合性の

選択肢に関する
ハイレベルな視点の調査

機会の明確化、
戦略的＆事業リスクと

利益のバランス

市場サウンディング
EC官報（OJEC）への事前公示（ＰＩＮ）：

必要に応じて、主要な利害関係者
（例：閣僚）や市場への
要綱の発行

第１段階：フィージビリ
ティ
調達戦略の策定（もし要求
があれば）：
要求事項の特定と実行オ
プションの選定

アウトラインビジネスケース
前提条件、
VfM、財務的妥当性、実現可能

性そして商業的取引の評価

事業リスクと利益

そして潜在的インパクトの
バランス；
サービス・リスクの定量化

要求事項の定義
候補者リスト（ショートリスト）の

評価モデルを作成；
ｱｳﾄﾌﾟｯﾄ仕様として
要求事項の詳細作成；

契約草案の作成

ゲート：０
戦略アセスメント

ゲート：1

事業の正当化

ゲート：2

調達戦略

第２段階：調達
オプションの詳細な

評価

フルビジネスケース
前提条件の妥当性評価、

すなわち、財務的妥当性、実現
可能性、健全な商業的取引、良
好なVfM

リスク便益管理のための
リスク配分共有計画；

リスク管理戦略

選定と評価
プロジェクトのOJECへの告知
ショートリストからの候補者の選定；
提案書/入札書の評価；

交渉（当てはまるのならば）；
入札者の招集もしくは最終提案

第３段階：契約の裁定
業務内容・契約の裁定

ゲート：3
投資意思決定

事業計画の更新
事業ニーズ変更の反映

契約裁定
最終契約とSLA
便益管理計画
不採用業者への通知

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ不確実性に関する
リスク管理共有計画；

便益実現の為の共有計画

事業計画の更新
事業ニーズ変更を反映させるた

めの、事業計画の継続的なメン
テナンス。
プロジェクト評価報告書（PER）の

作成（適当な場合）

継続的なリスク管理と便益実現
契約管理
サービス、事業者との関係、
要求事項の変更等の管理

終了
契約等の終了

契約の終了
要求に応じて事業計画を更新。

契約期間中を通じてのPIRs
（Post Implementation
Review/s)

リスク管理と便益実現のレビュー レビューと再競争
将来のサービスや契約のオプション

ゲート：4

サービス準備

ゲート：5

便益評価

事後レビュー
（Post

Implementation
Review/s）

事業戦略

主要な事業目的と
結果（アウトカム）

＊

＊

＊

＊

開始
事業ニーズの特定化（通
常、事業・IS戦略に基づく）

事業オプション
目的達成の為の
ToR、オプションの明確化、

（「do minimum」ｵﾌﾟｼｮﾝを含む）

調達前段階
戦略アウトラインケース
へのインプットとしての

範囲・計画

常時、フィードバックし、
反省を反映させる。

導入
事業ニーズ、
戦略適合性・

財務的妥当性・
実現可能性原則の調査

戦略アウトラインケース
事業ニーズ確定と、
経営戦略への適合性の

選択肢に関する
ハイレベルな視点の調査

機会の明確化、
戦略的＆事業リスクと

利益のバランス

市場サウンディング
EC官報（OJEC）への事前公示（ＰＩＮ）：

必要に応じて、主要な利害関係者
（例：閣僚）や市場への
要綱の発行

第１段階：フィージビリ
ティ
調達戦略の策定（もし要求
があれば）：
要求事項の特定と実行オ
プションの選定

アウトラインビジネスケース
前提条件、
VfM、財務的妥当性、実現可能

性そして商業的取引の評価

事業リスクと利益

そして潜在的インパクトの
バランス；
サービス・リスクの定量化

要求事項の定義
候補者リスト（ショートリスト）の

評価モデルを作成；
ｱｳﾄﾌﾟｯﾄ仕様として
要求事項の詳細作成；

契約草案の作成

ゲート：０
戦略アセスメント

ゲート：1

事業の正当化

ゲート：2

調達戦略

第２段階：調達
オプションの詳細な

評価

フルビジネスケース
前提条件の妥当性評価、

すなわち、財務的妥当性、実現
可能性、健全な商業的取引、良
好なVfM

リスク便益管理のための
リスク配分共有計画；

リスク管理戦略

選定と評価
プロジェクトのOJECへの告知
ショートリストからの候補者の選定；
提案書/入札書の評価；

交渉（当てはまるのならば）；
入札者の招集もしくは最終提案

第３段階：契約の裁定
業務内容・契約の裁定

ゲート：3
投資意思決定

事業計画の更新
事業ニーズ変更の反映

契約裁定
最終契約とSLA
便益管理計画
不採用業者への通知

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ不確実性に関する
リスク管理共有計画；

便益実現の為の共有計画

事業計画の更新
事業ニーズ変更を反映させるた

めの、事業計画の継続的なメン
テナンス。
プロジェクト評価報告書（PER）の

作成（適当な場合）

継続的なリスク管理と便益実現
契約管理
サービス、事業者との関係、
要求事項の変更等の管理

終了
契約等の終了

契約の終了
要求に応じて事業計画を更新。

契約期間中を通じてのPIRs
（Post Implementation
Review/s)

リスク管理と便益実現のレビュー レビューと再競争
将来のサービスや契約のオプション

ゲート：4

サービス準備

ゲート：5

便益評価

事後レビュー
（Post

Implementation
Review/s）

事業戦略

主要な事業目的と
結果（アウトカム）

＊

＊

＊

＊

第４段階：改善と事後
契約や事業内容の改善；
情報システム関連事業の

変更にあわせた改善
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(5) オーストラリアの自治体等アウトソーシング動向 

① クィーンズランド州（豪州） 

ａ）「効果的な IT アウトソーシング実施のためのクィーンズランド州政府ガイド」 

（1997.6） 

同州の地方政府・計画省、情報・コミュニケーション省によって本ガイドは作成された。

内容としては、自治体がアウトソーシングを実施する上での手順に従って、各プロセスに

おける重要ポイントが「ユーザ・フレンドリー」な形式でまとめられている。 

 

図表 1-2-16 アウトソーシングのタスク 

タスク 1：意思決定 タスク 2：準備 タスク 3：実施と管理 

①準備 

②標準の確認、事業候補の列挙 

③候補事業のプロファイル 

④実施の必要性 

⑤手順の概念化 

①準備 

②基金の設立 

③提供方法の計画 

④選定方法の考案 

⑤入札と業者の選定 

①準備 

②円滑な管理 

③契約の管理 

④契約終了時の準備 

資料：同州ガイドに基づき作成 

ｂ）ハイレベル意思決定プロセス 

 

英国のマーケットテスティングと類似したフローとなっているが、アウトソーシング市

場自体の存在、開拓（育成）も念頭においている点がより実践的であり、興味深い。 

 

図表 1-2-17 アウトソーシング意思決定プロセス（豪州クィーンズランド州ガイド） 

 資料：図表 1-2-14 に同じ 
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ｃ）アウトソーシングの３類型 

 

 ビッグバン、断片的、段階的の３つのアウトソーシングの長所、短所を比較している。 

 

図表 1-2-18 アウトソーシング３類型（豪州クィーンズランド州ガイド） 

方法 長所 短所 

ビッグバン 

IT事業の重要な部分は

一時外注化される。こ

の方法は、メディアに

よく取り上げられる

が、実施されることは

少ない。 

1. 市場の潜在需要により発生

する更なる利益 

2. サービスの窓口一本化によ

る調整コストの削減効果 

3. より戦略的な管理 

1. 機関へのリスクと影響の増大 

2. 機関内外に利害関係者が増加し、

公的に関心を集めやすい。 

3. 全ての方法の最も多くの合成物. 

4. 供給者には、全ての必要な技術が

あるというわけではないかもしれな

い。 

断片的 

IT 事業はその都度、独

立して外注化し、それ

ぞれに供給者をつか

う。もっとも一般的な

方法であるが計画的で

はない。 

1. 適切な業者と価格がそれぞ

れの外注事業に得られる。 

2.リスクの分散 

3. 需要の開拓 

4. 管理が容易になり、機関の低

層で処理できる。 

5.知識が共有されれば、将来、

機関に取り入れる事ができる。 

 

1. 結果として、機関にとってよい取

引ではないかもしれない。 

2.高い調整コスト、供給者との潜在

的な問題、自主開発しなかったこと

による問題 

3. 孤立した訓練、成果と提供の重

複、 交渉、管理等 

4. 地域との共同が困難になる. 

5. 市場への利益がすくない。 

段階的 

供給者は、新規プロジ

ェクトから始まってい

る事業を外注化する計

画的･段階的な拡大で

選択される。 

段階的な拡大は、プロ

ジェクトを外注化する

ことに先行することが

成功している場合生ず

る。 

 

1. 直接のニーズは、新分野開拓

者プロジェクトを通して応じら

れるはずである。 

2. アプローチを実行して、そし

て、プロトタイプを作ることを

考案した－機関、そして、供給

者は、各々の取り決めを改善す

る。 

3. 供給者は、よりさらに仕事を

得るために彼ら自身「立証する」

誘因を持つ。 

4.潜在的な収益流れのために市

場から関心を引きつける。 

1. 必要とされるより長い時間 

2.機関に、さらに外部調達すること

の確約がなければならないかまたは

供給者からかかり合いを失わなけれ

ばならない。 

3. 各々の取り決めは、慎重に前のプ

ロジェクトから学ばれる教訓を含む

準備ができていなければならない。 

 

資料：図表 1-2-14 に同じ 
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(6) わが国行政におけるアウトソーシング 

① 行政情報化推進計画・行政改革会議等におけるアウトソーシング 

 

 民間部門においても「アウトソーシング」の定義、用語の使い回しが定まっていない状

況であるが、「公共部門におけるアウトソーシング」はさらに多様な意味合いで使用されて

いる。大別すると、行政の抜本的スリム化全般、民間委託（外注）、の２通りの意味合いで

使用されている。 

 

ａ）「行政改革会議最終報告」におけるアウトソーシングは、明確に「行政機能の減量（ス

リム化）」の手段として促えられており、事務・事業の民営化、民間移譲、民間委託、

外局・独立行政法人化を指している。 

 

ｂ）「中央省庁等改革推進に関する方針」においてはアウトソーシングという用語は使用し

ていないが、業務の民間委託、民営化、独立行政法人化等と共に、アウトソーシング

を意識して民間委託もなるべく「包括的民間委託」手法の採用を提唱している。 

 

ｃ）「地方自治・新時代に対応した地方公共団体の行政改革推進のための指針」では、民間

委託等の推進による行政運営の効率化、住民サービスの向上等を図ることを推奨して

いる。「民間委託等」がアウトソーシングに相当する意味合いで使用されると共に、そ

れが地方公共団体の行政改革推進手法として位置づけられている。 

 

ｄ）「行政情報化推進計画」では、「情報システムの運営管理を一括して民間に委託するア

ウトソーシング」を区別しながら、「外注」を「アウトソーシング」とほぼ同義位置づ

けている。さらに、既存情報システムは「アウトソーシング」を、新規情報システム

は「包括的なアウトソーシング」を積極的に推進するとしている。 

 

ｅ）「地方公共団体における行政情報化の推進に関する調査研究会報告書」では、行政情報

化推進における外部リソースの活用として、「企画、整備、運用管理等の各段階での外

部コンサルタントおよびアウトソーシングなど」の活用の必要性を強調している。 

 

ｆ）「e-Japan 重点計画」（平成 13 年３月）においては特にアウトソーシングや外部委託に

関する指針はないが、その基本方針の冒頭に「官民の役割分担」を掲げ、強調してい

る。同計画を受けて作成された「e-Japan 2002 プログラム」（平成 13 年６月）でも基

本的方針の中で自治体による広域的システム整備にＡＳＰ等を活用するという記述が

あるものの、総じてアウトソーシング等については今後の課題といえる。 
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■．「行政改革会議最終報告」 

【基本的な考え方】  

～これに当たり、行政機能の減量（アウトソーシング）は、重要な課題となる。事務・

事業の民営化、民間移譲を行うとともに、それが困難な事務・事業であっても、政策の企

画立案機能と実施機能の分離という基本的な考え方に立って、実施機能については、外局

（実施庁）制度及び独立行政法人制度を活用し、その自律的、効率的な運営の徹底を図る。  

また、事務・事業において、行政機関自らが行う必要性が乏しく、民間に委託した方が

効率的な事務・事業は、その委託を大幅に進める必要がある。 

■．「中央省庁等改革推進に関する方針」 

【廃止、民営化、民間委託等】 

 次の業務については、従来から民間委託が進められてきたところであるが、民営化、独

立行政法人化等を行うもののほか、今後も可能な限り民間委託を進めるとともに、一連の

まとまりとして包括的に民間に委託する手法（以下「包括的民間委託」という。）の採用も

検討することとする。 

■．「行政情報化推進基本計画」 

【民間へのアウトソーシング等の推進】 

・既存の情報システムについて、事務・事業の形態に応じ、一括して民間に委託するアウ

トソーシングを含め、運営管理の各般にわたる外注化を積極的に行い、運営の簡素化・効

率化・高度化を推進する。 

・業務の新たな情報システム化に当たっては、事務・事業の形態に応じ、運営管理を一括

して民間に委託するアウトソーシングを積極的に推進する。 

■．「地方自治・新時代に対応した地方公共団体の行政改革推進のための指針」 

【民間委託等の推進】 

・行政運営の効率化、住民サービスの向上等を図るため、民間委託等の実施が適当な事務

事業については、地域の実情に応じ、積極的かつ計画的に民間委託等を推進すること。 

・上記の場合、当該団体における適正な管理監督の下に行政責任の確保、住民サービスの

維持向上等が図られることに留意すること。 

・民間委託等の活用については、別途その先進的な取組事例等を示す予定であること。 

■．「地方公共団体における行政情報化の推進に関する調査研究会報告書」 

【外部リソースの活用】 

 急速に進展する情報通信技術の成果を反映させた施策の推進を図るとともに、限られた

人的資源の有効活用を図りつつ、効果的に行政の情報化を推進するために、情報システム

等の企画、整備、運用管理等の段階において、外部コンサルタントの登用及びアウトソー

シングなど必要に応じた外部リソースの活用を図る必要がある。 
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■．「e-Japan 重点計画」 

【基本方針】 

官民の役割分担 

本重点計画に盛り込まれているすべての施策の推進に当たっては、その前提として、

官民の役割分担が明確となっていなければならない。  

 

官民の役割分担についての原則は、情報通信分野においては民間が主導的な役割を担

うということである。したがって、政府は、公正な競争の促進、規制の見直し等の市場

が円滑に機能するような環境整備や、縦割り行政の弊害を排除しつつ、国と地方の連携

の強化等を通じて、民間の活力が十分に発揮されるための環境整備を行わなければなら

ない。  

 

一方、政府は、電子政府の実現、デジタル・ディバイドの是正や基盤的技術の研究開

発といった民間主導では実現し得ない部分について、予算の効率的配分に留意しつつ積

極的に対応していくことが必要である。  

 

高度情報通信ネットワーク社会の実現のためには、民間が自由で公正な競争を通じて

様々な創意工夫を行い、IT革命の強力な原動力とならなくてはならない。政府としては、

本重点計画に盛り込まれた施策を早急に実施することにより、IT 革命の推進に向けた民

間の積極的・創造的な取組を支援していく 

 

■．「e-Japan2002 プログラム」 

【地方公共団体による広域的なシステム整備（総務省）】 

 複数の地方公共団体による広域的なシステム構築を進める。このため、ＡＳＰ等を活用

した共同運営システムの整備を進めるべく、実証実験を行う等必要な環境整備を行う。 
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② 情報システム関連政府調達制度の見直し 

 

 電子政府、電子自治体関連の安値受注問題を契機に、情報システム関連分野における政

府調達制度の見直しが行われている。改善評議会の資料によると以下のような課題と解決

の方向性を検討している。今後、総務省、経済産業省及び財務省を事務局とする「情報シ

ステムに係る政府調達府省連絡会議」（平成 13年 12月 6 日設置）で平成１３年度内に必要

な見直しを行い、平成１４年度から逐次実行されていく予定である。 

 この中では積極的なアウトソーシングに関する検討もされているが、特に自治体におけ

るＩＴ関連調達について海外事例にあるような実効性のある施策づくりが期待される。 

 

 

ａ）総合評価落札方式をはじめとする評価方式等の見直し 

 

・ライフサイクルコストベースでの価格評価の導入 

・総合評価落札方式における除算方式の見直し 

・低入札価格調査制度の活用の促進 

・落札に係る情報の公開の促進 

・技術的な評価の強化 

 

ｂ）競争入札参加資格審査制度をはじめとする入札参加制度等の見直し 

 

・競争入札参加資格の柔軟な運用の強化 

・ジョイント・ベンチャー等の企業共同体への競争入札資格の付与 

・中小事業者からの調達促進 

 

ｃ）調達管理の適正化 

 

・調達側の体制強化 

・契約方式の適正化 

・官民の責任分担を明確化した契約書の導入 

・調達プロセス管理の適正化 

・調達事例の情報共有・分析・活用 
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第２章 自治体におけるアウトソーシング等の現状 

 

2-1 自治体におけるアウトソーシングの現状 

(1) 外部委託等の状況 

① コンピュータ導入方式 

 

 自治体におけるアウトソーシングの取り組み状況について、まず総務省の「地方自治コ

ンピュータ総覧」で把握されている外部委託状況から分析する。 

 コンピュータの利用方式については、①自治体が単独で導入するか、もしくは複数の自

治体で共同して導入・利用する場合という、導入にあたっての団体構成に関する視点と、

②民間事業者等にコンピュータ業務の委託をしているかという二つの視点から分析できる。 

  

図表 2-1-1：地方自治コンピュータ総覧に基づくコンピュータ利用形態の分類 

 導入団体 委託団体 

単独 単独導入団体 単独委託団体 

共同 共同導入団体 共同委託団体 

 

①単独導入団体 一部の部局でも単独で電子計算機を導入。 

単独で導入し一部の業務について単独又は共同で委託処理している

場合や、共同で導入し一部の業務について単独で導入・処理を行って

いる場合を含む。 

②共同導入団体 一部事務組合や協議会などの共同利用組織を設けて電子計算機を導

入する、共同導入組織の構成（利用）市町村。 

一部の業務について単独で委託処理している場合も含まれる。 

③単独委託団体 単独で､民間の計算センター等に処理を委託している団体で、①、②、

④のいずれにも属さない利用団体 

④共同委託団体 一部事務組合や協議会などの共同利用組織を設けて共同で民間計算

センター等に処理を委託する共同委託組織の構成（利用）市町村。 

一部の業務について単独で委託処理している場合も含まれる。 

 

 団体属性別に、平成 12 年の自治体における導入／委託の状況について見てみると、都道

府県は全団体が導入団体、市町村においては 89.8％（2,918 団体÷3,248 団体）の団体が単

独または共同で導入しており、委託 10.2％と比べて圧倒的に導入団体の数が多い。 

 東京都特別区ならびに指定都市は全て単独導入団体であり、共同利用団体を除く市の委

託団体は 650 団体中 11 団体(1.7％)、同じく町村は 2,396 団体中 299 団体(12.5％)である。 

 相対的に都市規模の小さい町村で外部委託団体割合が高いといえる。 

資料：地方自治コンピュータ総覧 
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図表 2-1-2：アウトソーシング利用団体の状況 

資料：「地方自治コンピュータ総覧・平成 12 年度版」 

 

導入・委託の構成比を過去 15 年に遡ってみると、昭和 61 年時点では、市町村における

単独及び共同導入団体が合計 40.6％、単独及び共同委託団体が 57.85％となっており、委

託団体数が導入団体数を上回っている。以降毎年、単独導入団体数が増え、単独委託団体

数は減少しており、多くの団体で自己導入への転換が進められてきたことがわかる。ただ

し、委託業務があっても自己導入コンピュータが一部の部局でもあれば自己導入団体とし

て分類されるため、実際の委託状況が過小評価されていることに注意が必要である。 

 

 

図表 2-1-3：コンピュータ導入形態別団体数（比率）の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：「地方自治コンピュータ総覧」を基に作成 
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導入団 委託団 計 導入団 委託団 計
特別区 23 ― 23 23 ― 23
指定都市 12 ― 12 12 ― 12
市 639 11 650 636 16 652
町村 2097 299 2396 1957 407 2364
小計 2771 310 3081 2628 423 3051

147 20 167 140 28 168
(30) (3) (33) (31) (4) (35)

2918 330 3248 2768 451 3219
(備考） 共同利用団体欄の(　）内数値は、一部事務組合等の

共同利用組織の数である
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② 実態としての外部委託利用状況 

 

 前項の「地方自治コンピュータ総覧」の分類では、外部委託を活用していても一部でも

業務上コンピュータを導入している団体は、導入団体として扱われるため、外部委託の活

用状況を把握するのが難しい。富士通総研（ＦＲＩ）の調査（1998）によると、外部委託

の状態について次のような分類を行っている。 

 

図表 2-1-4：富士通総研（1998）によるコンピュータ利用形態の分類 

自己導入（Government owns and Government operates : GOGO） 

単独導入のうち情報主管課を設置し、コンピュータを導入してほとんどの業務の電算処理を

担当職員、一部を外部派遣要員で行っている団体。 

部分導入（Government owns and Contractor operates : GOCO） 

庁舎にコンピュータを導入しているが、開発･運用は実質上、外部に依存しており、担当職

員は運用管理の事務や主管課との調整あるいは委託窓口をしている場合。たとえば、住民情

報・税業務の定型業務は委託センターで行い、庁舎に設置したオフコン等で、窓口業務オン

ライン処理や主管課による移動処理（又は移動データ作成、台帳検索等）を行っている 

完全委託（Contractor owns Contractor operates : COCO） 

民間の委託センターにほとんどの業務を委託している場合。この形態は「単独委託」という

分類で明確化されている。 

共同委託 

共同委託組織の共同委託又は共同導入の場合。共同委託組織にも今後新しい動きが予想され

るが、今回の対象とした４県においては件数が少ないため、分類は行わないこととした。 

自己導入と部分導入の区分けの基準 

単独導入のうち自己導入と部分導入の区分けの判断としては以下のものを基準とした。 

・電算関係職員の人数及び電算所属職員の人件費 

・導入している電子計算機経費から計算機の規模を判断 

・所属職員に対する外部派遣要員の人数及び外部派遣要員人件費 

・外注処理費用の中の、電算処理委託費用の規模（比率） 

・筆者の把握している状況 

資料：ＦＲＩ「公共分野におけるアウトソーシングに関する調査報告書」 

 

同報告書では、実態をより詳しく把握するために上記の分類に基づき、関東４県（埼玉、

栃木、群馬、茨城）の市町村について「地方自治コンピュータ総覧」のデータを用いて、

共同利用団体を除き次の様な分析を行っている。 
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図表 2-1-5：関東 4県市町村アウトソーシング活用状況 

資料：ＦＲＩ「公共分野におけるアウトソーシングに関する調査報告書」 

 

 関東４県の市町村における導入団体数の推移を見ると、単独導入団体のうち「自己導入」

の伸びはほぼ止まり、現在 40 団体である。これに対して「部分導入」の形態がかなりの割

合を占めるようになってきており、1978 年には 17 団体にすぎなかったものが、1996 年に

は 209 団体と、調査団体の 70％弱を占めるまでになっている。一方「完全委託」は、1978

年には 252 団体であったものが、1996 年には 57 団体に減少しており、全体の 20％弱にす

ぎなくなっている。 

 従って関東４県については 1.3％（40 団体）が「自己導入」、70％弱（209 団体）が「部

分導入」、20％弱（57 団体）が「完全委託」であり、地方自治コンピュータ総覧における自

己導入団体約９割のうちかなりの団体がＦＲＩの「部分導入」に相当すると推測される。 
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③ 外部委託推進団体の特徴：団体属性別人口規模別 

 

 団体の人口規模では、平成 12 年度では市においては、98.2％の団体が単独導入団体であ

る一方、市町村でも 87％の団体が単独導入団体となっており、規模の大きい団体ほど、単

独導入を実施しており、規模の小さい団体も委託から導入への切り替えが進んでいる。特

に人口規模 8千人以下の団体については、平成 11年現在の委託団体が293 団体であったの

が、平成12年現在では216団体と26.3％の団体が導入団体に移行しており、この1年間で、

特に人口規模の小さい団体で単独導入化が進んでいることがわかる。 

 

図表 2-1-6：人口段階別利用団体の状況 

 

資料：「地方自治コンピュータ総覧・平成 12 年度坂」 

 

 このように、現在までのところコンピュータの外部委託は町村や人口規模の小さい自治

体ほど割合が高い傾向があるものの、自己導入化の流れで委託団体は約１割まで減少して

いる。 

 電子自治体実現という新しい対応におけるアウトソーシングへの関心の高まりと従来の

外部委託の内容とは性格の異なる動きと考え、分析する必要がある。 

調査現在
日等

導入団 委託団 合計 導入団 委託団 合計
(A) （Ｂ） （Ｃ） （Ｄ） （Ｅ） （Ｆ） （Ｇ） (D)/（A）

*100
(B)/(A)*
100

（C)/(A)*
100

特別区 23 23 ― 23 23 ― 23 100.0 100.0 ―
指定都市 12 12 ― 12 12 ― 12 100.0 100.0 ―

市 659 647 12 659 641 18 659 100.0 98.2 1.8
以上　未満

500- 8 8 ― 8 8 ― 8 100.0 100.0 ―
400-500 20 20 ― 20 20 ― 20 100.0 100.0 ―
300-400 25 25 ― 25 24 ― 24 100.0 100.0 ―
200-300 38 37 1 38 38 1 39 100.0 97.4 2.6
100-200 123 121 2 123 117 3 120 100.0 98.4 1.6
50-100 222 217 5 222 218 7 225 100.0 97.7 2.3
30-50 151 149 2 151 147 4 151 100.0 98.7 1.3
-30 72 70 2 72 69 3 72 100.0 97.2 2.8
町村 2558 2236 318 2554 2092 433 2525 99.8 87.4 12.4

以上　未満
40- 32 30 2 32 27 3 30 100.0 93.8 6.3

30-40 87 84 3 87 84 3 87 100.0 96.6 3.4
20-30 209 198 11 209 198 13 211 100.0 94.7 5.3
8-20 975 889 86 975 863 121 984 100.0 91.2 8.8
-8 1255 1035 216 1251 920 293 1213 99.7 82.5 17.2

合計 3252 2918 330 3248 2768 451 3219 99.9 89.7 10.1
注）人口段階内訳は、千人
注）平成12年4月1日現在の利用団体の人口は、平成12年3月31日現在における住民基本台帳人口により区分した
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④ 外部委託推進団体の特徴：外注費比率と都市特性 

 

１都４県内の市区町村を対象に電算関係費に占める外注処理費割合を外注費比率として

分析した（宮城県、東京都、岐阜県、岡山県、鹿児島県／各平成 11 年度）。 

 外注処理費は、電算処理業務の一部又は全部を庁外の民間計算センター等に行わせるた

めの費用として、ソフトウェア開発費やパンチ費、電算処理費等の委託費から成っている。 

 人口 10 万人未満の市町村では外注費比率が 0％から 100％と多様であり、全て自らの団

体で対応するところと、全面的に委託するところと幅広く分かれている。10 万人以上の中

規模、大規模の団体では総じて 50％以下となっているが、ばらつきが見受けられる。 

 東京都、鹿児島県は一部の団体を除き、外注処理比率は 50％以下となっており、自庁処

理の傾向が高い。他方、岐阜県では 2 団体を除いて、外注処理比率が 20％から 100％とな

っており、100％の団体も多く、外注処理の傾向が強い。これは、岐阜県の場合、岐阜県市

町村行政情報センターによる電算業務支援が影響しているものと考えられる。 

 

図表 2-1-7①：外注処理費用と電算関係費 

 

図表 2-1-7②：電算関係費に占める外注費比率と人口規模 

資料：「地方自治コンピュータ総覧」を基に作成
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 このように外部委託推進団体は、その地域において有力な共同導入・利用組織や民間計

算センターなどのアウトソーサが存在するか否かの影響を受けていると考えられる。 

 一方、東京都内の市区町村と岐阜県以外の３県内市町村との間に大きな相違は見られな

いことから、大都市と地方都市という地域特性は外部委託推進に直接、影響していないと

いえる。 

 また、人口規模の大きな都市（10 万人以上）では外注費比率が４割以下であるのに対し、

それ以下の人口規模では全面的に外注化するなど積極的に外部委託を推進する団体が多い。 

 

 47 都道府県における電産関係費に対する外注処理費割合は、最も低いところで 2％、最

も高いところで 71％となっているが、概ね 0％台から 30％台となっており、一部団体を除

き都道府県では自庁処理の傾向が高いと考えられる。 

 

図表 2-1-8①：外注処理費と電算関係費(都道府県) 

 

図表 2-1-8②：電算関係費に占める外注費比率と人口規模（都道府県） 
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資料：「地方自治コンピュータ総覧」を基に作成
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⑤ 外部委託推進団体の特徴：財政規模と外注費比率 

 

 同じく１都４県内市区町村を対象として、財政規模と電算関係費、および電算関係費と

外注処理費の関係を分析した。 

 まず、一般会計歳入総額で示した財政規模に占める電算関係費の割合（電算関係費比率）

は市区町村で約１％程度、47都道府県で 0.1～0.6％であった。 

 財政規模を示す歳入総額と外注費比率の関係を見ると（下図表）、先の人口規模と外注費

比率のケースと同様の結果となっている。 

 基本的に財政規模の代替指標として人口規模を用いることもできるといえる。 

 

 

図表 2-1-9 外注費比率と歳入規模（１都４県市区町村） 
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資料：「地方自治コンピュータ総覧」を基に作成
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⑥ 外部委託推進度合いの相違 

 

 これまでの地方自治コンピュータ総覧のデータに基づいた外部委託状況の分析結果を、

外部委託推進度合いの団体間相違という視点で整理し直すと以下の通りである。 

 

ａ）この統計による民間運営委託（ＧＯＣＯ：Government Owns Contractor Operates）タ

イプのアウトソーシングは全体としてかなり進んでいる一方、民間サービス活用（ＣＯ

ＣＯ：Contractor Owns Contractor Operates）タイプは減少している。積極的な意味

でアウトソーシングが進んでいる団体と相対的に遅れている団体をどちらのタイプの

アウトソーシングとするかで全く異なった結論となりうる。 

 

ｂ）あえて民間計算センターなど民間サービス活用（ＣＯＣＯ）タイプをアウトソーシン

グ推進団体と理解すれば、推進団体は、財政的に自己導入コスト負担の重さを回避する

ためにアウトソーシングを行っており、中・大都市は財政余力があるためにその推進が

遅れているといえる。 

自治体属性で表現すれば人口規模・財政規模が小さい自治体ほどアウトソーシングを推

進している。 

 

ｃ）岐阜県内市町村は電算関係費に占める外注処理費比率が高く、その要因は、県内全市

町村が出資、設立している有力な広域組織が存在しているためである。 

官主導のみならず地元民間企業を含め、地域における有力なアウトソーサの有無が、自

治体のアウトソーシング推進度合いを左右しうる。 
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(2) アウトソーシング取り組み状況 

① 情報システム分野におけるアウトソーシングの実施状況 

 

 全国の自治体に対するアンケート調査結果によると、自治体の 692 団体（59.5％）がす

でにアウトソーシングを実施しており、「行っていないが、実施を検討している」を含める

とアウトソーシングに対して７割強が、前向きに考えている。 

 

図表 2-1-10 情報システム分野におけるアウトソーシングの実施状況 

 

② 分野別アウトソーシング実施状況 

 

 アウトソーシングを行っている団体及び実施を検討している団体において、アウトソー

シング対象別実施状況を見てみると、｢コンピュータの運用・保守｣が 656 団体（83.4％）、

｢システムの構築｣が 543 団体（69.0％）、システムの設計が 437 団体（55.5％）となってい

る。 

 

図表 2-1-11 情報システム分野におけるアウトソーシングの実施状況 
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(n=1201 うち未回答38) 

(n=851 うち未回答 64) 



電子自治体の実現に向けた地方公共団体のアウトソーシングに関する調査研究 
第 2 部 地方公共団体のアウトソーシングに関する研究 

 

 45 

③ 形態別アウトソーシング実施状況 

 

 情報システム分野におけるアウトソーシングを利用形態別に見てみると、「庁内の情報シ

ステム部門に人材を派遣してもらい、システムの運用・管理の一部または全部を委託」と

回答している団体が384 団体（49.5％）と最も多く、「庁保有のコンピュータを委託先に設

置し、システムの運用・管理を委託」（ハウジング）していると回答した団体が 117 団体

（15.1％）、そして「委託先のコンピュータを利用」（ホスティング）している団体が 174

団体（22.5％）である。すなわち眥全体の約６割のアウトソーシング実施団体のうち、半

数がホスティング、ハウジングに類したサービスを利用している。なお、前節で分析した、

自治体におけるコンピュータ外部委託形態の分類では、ホスティングのみが単独委託もし

くは共同委託に対応しており、ハウジングは自己導入に対応しているものと考えられる。 

 

図表 2-1-12 情報システム分野におけるアウトソーシングの利用形態 

 

④ データセンターの利用状況 

 

 外部データセンターの利用状況は、「すでに利用している」が 153 団体（13.8％）、「利用

していないが、利用を検討している」が 196 団体（17.7％）、合わせて 349 団体（31.5％）

と約３割が、前向きとの回答である。このように現在はまだ外部データセンター活用意向

はそれほど大きくない。 

 

図表 2-1-13 データセンターの利用状況 
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(n=1201 うち未回答426) 

(n=1201 うち未回答92) 
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⑤ データセンターの利用内容 

 

 データセンターの利用については、いわゆるハウジング・ホスティングサービスと、帳

票運用・配送やデータエントリなど従来型の受託電算業務とに二分でき、現時点では受託

電算業務型の利用団体数が多い。一方、ハウジング・ホスティングサービスのデータセン

ター利用については、汎用機だけではなくＣ／Ｓ機サーバの利用もすでに多くなっている。

現状約 1 割程度のデータセンター利用であるが、今後はハウジング・ホスティングサービ

ス利用が、増加するものと考えられる。 

 

図表 2-1-14 データセンターの利用内容（複数回答） 
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(3) アウトソーシング先進・後進団体の特徴と課題 

 

 ここでのアウトソーシングの先進団体とは、現時点でアウトソーシングを活用しており、

かつデータセンター又はＡＳＰサービスを利用しているもしくは今後利用予定している団

体とし、その他の団体を後進団体とした。 

 

① 人口規模別推進状況 

 

 人口規模別に自治体のアウトソーシング推進状況を見てみると、実施団体比率が全体平

均で 59.5％であるのに対し、人口１万人未満では６ポイント低い 53.5％となっている。平

均より低い人口区分は１万人未満だけであり、その他の区分は平均を上回ることから、人

口規模の小さな自治体のアウトソーシングが遅れているといえる。また、10～30 万人規模

が 79.0％と高い実施状況になっている点も特徴的である。 

 30 万人以上の大都市で再びアウトソーシング実施比率が低下するのは、自庁で対応可能

な要員体制を有しているためと考えられる。 

 これらは、小規模都市ほどアウトソーシング対象となるコンピュータシステムが少なく、

ソフト開発委託や運用委託が少ないためと考えられる。前述した地方自治コンピュータ総

覧の外部委託が外部計算センター利用を示し、小規模都市ほど外部委託比率が高い傾向を

示したのに対し、自己導入した上で各種外部サービスを活用する本アンケート調査でのア

ウトソーシングは異なる傾向を示している。 

 

図表 2-1-15 人口規模別アウトソーシング推進団体 
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(n=1176 うち未回答38) 

(n=532 うち未回答 22) 

(n=547 うち未回答 14) 

(n=64 うち未回答2) 

(n=33) 

※他、人口規模未回答 25 
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② 人口規模別アウトソーシング先進団体 

 

 人口規模別に先進団体と後進団体とを比較すると、全体で先進団体割合が 14.7％に対し、

人口 30 万人以上（30.3％）と１万人未満（15.4％）でアウトソーシング先進団体割合が全

体より上回る。 

 アウトソーシングという広い枠組みでとらえると、小規模な都市（人口１万人未満等）

と大規模な都市（人口 30 万人以上等）の２つの山があるといえる。 

 

図表 2-1-16 人口規模別アウトソーシング先進団体 
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③ 地域別アウトソーシング先進団体 

 

 アウトソーシングの先進団体を地域別に見てみると、中国地区が 21.1％で最も多く、次

いで北陸地区 18.4％である。一方、近畿地区で先進団体が少ないという傾向を示している。 

 

図表 2-1-17① 地域別アウトソーシング先進団体 

 

 

図表 2-1-17② 地域別アウトソーシング先進団体 
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④ 総合行政ネットワーク整備状況とアウトソーシング先進団体 

 

 総合行政ネットワーク整備状況をアウトソーシング先進団体と後進団体とで比較してみ

ると、現在既に検討し導入する予定が、先進団体では 42.7％、後進団体では 37.1％と進捗

度合いの違いがある。アウトソーシング先進団体は、総合行政ネットワークへの対応・検

討の面でも進んでいる。 

 

 

図表 2-1-18 総合行政ネットワーク整備状況とアウトソーシング先進団体 
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(n=1201 うち未回答331) 

(n=230 うち未回答 106) 

(n=971 うち未回答 225) 
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⑤ 電子予約システム導入予定とアウトソーシング先進団体 

 

 電子予約システムの導入予定についてアウトソーシング先進団体と後進団体とを比較し

てみると、先進団体では 6.8％が導入予定で、後進団体では 6.2％と大きく変わらない状況

であるが、検討中を含めると先進団体で 25.3％、後進団体で 19.2％と約 6ポイントの開き

がある。その他の住民サービス系のシステムでも同様の傾向であり、相対的にこれらの新

しいシステム導入への取組みが進んでいる。 

 

 

図表 2-1-19 電子予約システム導入予定とアウトソーシング先進団体 
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(n=1201 うち未回答157) 

(n=230 うち未回答 84) 

(n=971 うち未回答 73) 
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⑥ 税システム導入（再構築）予定とアウトソーシング先進団体 

 

 既にコンピュータ処理がなされている税システムにおいて、今後のシステム導入（含む

再構築）予定において、アウトソーシング先進団体，後進団体の比較を行った。その結果、

先進団体の 17.2％が導入予定、後進団体は 17.8％である。基幹系システムの再構築におい

ての取組みでは、アウトソーシング先進団体と後進団体での差はほとんどない状況にある。

この傾向は年金システム,住民記録システム，印鑑・戸籍システム等でも同様である。アウ

トソーシング先進団体と後進団体との相違は、これから取組みが活発となる住民サービス

系や共通基盤系のシステム導入の取組み意向に表れているといえよう。 

 

 

図表 2-1-20 税システム導入（再構築）予定とアウトソーシング先進団体 
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(n=1201 うち未回答671) 

(n=230 うち未回答 166) 

(n=971 うち未回答 505) 



電子自治体の実現に向けた地方公共団体のアウトソーシングに関する調査研究 
第 2 部 地方公共団体のアウトソーシングに関する研究 

 

 53 

⑦ 人口規模別データセンター利用内容 

 

 自治体のデータセンター利用内容を人口規模別に比較することにより、その特徴が明確

になる。 

 

図表 2-1-21 人口規模別データセンター利用内容（複数回答） 
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 ｢人口 30 万人以上｣の団体の特徴は、汎用コンピュータおよびＣ／Ｓシステムの｢ハウジ

ングサービス｣が多く、その代わりに｢ホスティングサービス｣が少ないことである｡ 
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(n=339 うち未回答 91) 

(n=136 うち未回答 33) 

(n=168 うち未回答 47) 

(n=21 うち未回答10) 

(n=14 うち未回答1) 

※他、人口規模未回答 10 
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⑧ 先進団体と財政 

 

 これまで見てきた通り、ここで設定したアウトソーシング先進団体は、ＬＧＷＡＮや住

民・企業向けサービスシステム、庁内業務システムの各側面における電子化も進んでいる

団体である。 

 アウトソーシングの推進状況（先進・後進）別に歳入規模と電算関係費をみてみると、

アウトソーシング先進団体は電算関係費比率が 1.11％と後進団体よりも顕著に高い。情報

化投資を積極的に実施している団体がアウトソーシング推進も積極的であることが確認で

きる。 

 言い換えれば、アウトソーシングの取り組みが相対的に遅れている自治体は、電子化推

進においても積極的でないといえる。 

 参考までに電子化の先進・後進団体別では電算関係費比率は同様に先進団体が微かに高

くなっている。 

 

 

図表 2-1-22① アウトソーシング推進状況と電算関係費比率 

  

 

 

 

 平成１３年度歳入（億円） 電算関係費用（億円） 比率
ｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞ先進団体（平均） 86.2 1.0 1.11%
ｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞ後進団体（平均） 85.3 0.9 1.04%

平成１４年度歳入（億円） 電算関係費用（億円） 比率
ｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞ先進団体（平均） 140.8 1.3 0.89%
ｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞ後進団体（平均） 137.5 1.2 0.87%

平成１３年度歳入（億円） 電算関係費用（億円） 比率
電子化先進団体（平均） 203.5 2.0 1.01%
電子化後進団体（平均） 114.4 1.0 0.86%

平成１４年度歳入（億円） 電算関係費用（億円） 比率
電子化先進団体（平均） 197.8 1.8 0.92%
電子化後進団体（平均） 112.2 1.0 0.87%
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 人口規模別に平成 13 年度の電算関係比率（今回のアンケート回答に基づく）をみると、

人口 10 万人以上と 10 万人未満では明らかに傾向が異なり、10万人以上の自治体は｢0.49％

以下｣という低い比率の団体が相対的に多い（62.9％、71.4％）。特に人口 10～30 万人の団

体では｢1.00％未満｣の団体が９割以上を占め最も電算関係費比率を抑えている人口規模区

分となっている。 

 

 

図表 2-1-22② 人口規模別電算関係費比率（平成１３年度歳入金額及び電算関係費より算出） 

 

 

 電算関係費比率、｢1.00％～1.50％未満｣および｢1.50％～2.00％未満｣が人口 1 万人未満

で 12.9％および 12.4％、人口 1～10 万人未満で 8.9％および 9.8％となっている。小規模

団体においても歳入に対する電算関係費は従来の｢1％前後｣から｢2％｣のレベルに移行しつ

つあるといえる。 

 一方、人口 30 万人以上の団体では｢2.00％～5.00％未満｣および｢5.00％以上｣というもの

がそれぞれ 7.1％ある。電子自治体推進の先進団体では高い電算関係費比率となる傾向をみ

てとることができる。 
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※他、人口規模未回答 25 
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(4) アウトソーシング取り組み事例 

① 宮城県 

 

宮城県では大型汎用コンピュータの自己調達を止め、外部アウトソーシングセンター

の大型汎用コンピュータを利用（オンライン１１業務・バッチ処理１０４業務）。 

これは外部センターの活用による効率的な運用と大幅な経費削減を図ると共に、高い

セキュリティーの確保と最新技術を導入する有効な手法としてアウトソーシングを採

用したものである。 

次の段階として大型汎用コンピュータで稼動していた基幹系オンラインシステムの

PC サーバへのダウンサイジング化（再構築）と庁内ＬＡＮ再構築（TCP/IP 対応）に着

手。平成 14 年度までに全ての基幹系オンラインシステムをダウンサインジング終了予

定である。併せて基幹系オンラインシステムの外部アウトソーシングも契約終了した。 

これはインターネットやＬＡＮ活用による情報共有、行政情報のデータベース化推進

を効率的に行い、システム運用経費の削減のために実施したものである。 

■効果 

・アウトソーシング効果としては、予算ベースで年間 1億 5000万円。他に、光熱費大

幅削減、マシンルームのスペース有効化 

 

図表 2-1-23 宮城県のアウトソーシング事例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｸﾞﾙｰﾌﾟｳｪｱ及び庁内用ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ運用開始 

宮城県高度情報化戦略推進本部設置 

平成12年度 

ホームページ開設 平成８年度 

大型汎用コンピュータ自己導入 昭和46年度 

庁内 LAN 構築（OSIプロトコル） 平成元年度 

新基幹系オンラインシステム稼動 

総合統計情報提供システム稼動 

情報公開用サーバ稼動 

平成13年度 

大型汎用ｺﾝﾋﾟｭｰﾀの外部委託ｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞ 

業務系・情報系のＬＡＮ再構築（TCP/IP） 

平成10年度 

行政情報化推進計画策定 平成９年度 

657，182 千円 外注処理費 

2，373，589 千円 電算関係費 

2，343，852 人 人口 

で平成１２平成12年4月現在
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② 川西市 

■経緯 

・昭和 43 年度に税務計算事務の電算委託開始 

・昭和 59 年度に委託方式による住民情報システム稼動 

・平成 6年度に住民情報システム自主運用（委託運用） 

■概要 

・委託方式による住民情報システム（電算機の運用操作、システムの開発修正、入力

データの作成、帳票作成処理、電算機、庁内ＬＡＮ、端末機等の保守管理） 

■効果 

・情報担当課職員、全国類似団体の 1/4 

・川西市の住民情報業務の経費は、阪神間類似団体平均の 43.6％ 

・一般会計に占める電算経費占有率、県内阪神播磨14 市の 63％ 

 

図表 2-1-24 川西市のアウトソーシング 

 

 

 

企画部行政管理担当(課相当）設置平成元年度

税務計算事務の電算委託開始昭和43年度

委託方式での住民情報システム稼動昭和59年度

川西ハイパーﾈｯﾄ開始（ＬＡＮ・ＷＡＮ・グルー
プウェア活用によるネットワークＯＡ）

平成10年度

ホームページ開設

ＣＡＴＶ行政チャンネル開設

平成９年度

汎用大型電子計算機自己導入

住民情報システム自主運用(委託運用）

生活保護システム稼動

平成６年度

全庁財務会計システム稼動平成５年度

庁内同軸ＬＡＮ設置

水道管路情報管理システム一部稼動

平成

情報化推進会議等設置平成

予算編成システム・図書館システム稼動平成２年度

企画部行政管理担当(課相当）設置平成元年度

税務計算事務の電算委託開始昭和43年度

委託方式での住民情報システム稼動昭和59年度

川西ハイパーﾈｯﾄ開始（ＬＡＮ・ＷＡＮ・グルー
プウェア活用によるネットワークＯＡ）

平成10年度

ホームページ開設

ＣＡＴＶ行政チャンネル開設

平成９年度

汎用大型電子計算機自己導入

住民情報システム自主運用(委託運用）

生活保護システム稼動

平成６年度

全庁財務会計システム稼動平成５年度

庁内同軸ＬＡＮ設置

水道管路情報管理システム一部稼動

平成４年度

情報化推進会議等設置平成３年度

予算編成システム・図書館システム稼動平成２年度

136,876千円外注処理費

414,145千円電算関係費

154,447人人口

136,876千円外注処理費

414,145千円電算関係費

154,447人人口

平成12年4月現在
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③ アイ・シー・エス（株）：官民 JV（岩手県） 

■概要 

・地元自治体および地元有力企業出資により設立された第３セクター。 

・県のアウトソーシングによる受託計算、システム開発で経営基盤を固め、市町村、

医療、流通分野を中心に安定的な業績。同業種県内１位の売上規模。 

■市町村分野の特徴 

・岩手県、宮城県、青森県の約８０市町村の受託実績 

・アウトソーシングの提供 

 →バッチ処理からオンライン処理、導入システムまで一貫した業務処理の安全、正

確、かつ円滑な運用受託 

・市町村業務全般にわたる専門ＳＥのシステムサポート 

 →豊富な経験と業務ノウハウ 

・マルチベンダーによる先進的システムの提供 

■その他 

・情報処理サービス業安全対策実施事務所認定（経済産業省） 

・ＩＳＯ9001 認証（品質保証） 

・システムインテグレータ登録認定（経済産業省） 

・プライバシーマーク認定（個人情報保護） 

 

図表 2-1-25 岩手県の官民出資情報サービス企業 

100.0 ％16.1 ％41.9 ％16.9 ％25.1 ％

計その他民間その他

自治体

岩手県・

同企業局

株　主

100.0 ％16.1 ％41.9 ％16.9 ％25.1 ％

計その他民間その他

自治体

岩手県・

同企業局

株　主

顧　客顧　客

アイシーエス

岩手県　　
関係機関

盛岡　　　
市役所

県内　　　
事務所

民間　　　
事務所

資本金　 35 百万円

売上高　 11,944 百万円

利益　　 302 百万円

(県内業種売上げ 1位）

職員数 (常）　599 名

・計12 団体 ・日立情報システムズ、日立製作所
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④ 岐阜県：全庁的戦略的アウトソーシング＆地域IT 産業振興 

■経緯 

・知事が南オーストラリア州の行政改革を視察した際に、アウトソーシングの事例を

聞き、検討 

目的は 

・これまで個別の業務毎に外注していたものを、関連する業務をまとめ、一括アウト

ソーシングすることによる大幅な事務の合理化とコストダウン 

・アウトソーシングした事業の手法・考え方の波及効果による他の一般事務の合理化・

効率化と職員の処理能力の向上及び行政のスリム化 

・県内情報関連産業の国際化及び競争力強化、県内産業の活性化 

■概要 

・105 システム（県費で扱う全て） 

・事業期間は平成 12年～平成 19 年（初年度事業者選定後、変更なし） 

総合評価一般競争入札による選定 

 

図表 2-1-26 岐阜県の戦略的アウトソーシング 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

375,587千円 外部委託費 

3,065,534千円 電算関係費 

2,109,147人 人口 

アウトソーシングの視察（米国行政府、EDS) 平成11年１月 

情報環境に関するアセスメント調査実施 平成11年６月 

南オーストラリア州視察 平成10年５月 

GAIB構想策定 平成７年４月 

新RENTAI 平成８年７月 

事務管理課（情報システム課の前身）設置 昭和43年 

RENTAI導入 平成２年12月 

情報関連業務戦略的アウトソーシング事業平成13年度～ 

経営管理部行政管理室設置 平成12年11月 

職員のインターネット利用環境整備 平成11年度 

1人1台パソコン・グループウェア開始 平成10年度 

で平成１２平成12年4月現在
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⑤ 藤沢市：IT-PFI プロジェクト 

■事業概要 

・ＰＦＩ法成立前であり、「ＰＦＩ的手法」としているが、実質的に国内のＩＴ関連Ｐ

ＦＩ事業の第１号 

・事業スケジュールは以下の通り。 

 1999 年 9月  実施方針公表、事業説明会開催 

   1999 年 10 月 第１次審査（３グループ合格） 

    →（各代表）三菱商事（株）、セントラルリース（株）、ＮＴＴ－Ｃ（株） 

   1999 年 12 月 優先交渉権者決定（ＮＴＴ－Ｃ） 

   2000 年 3 月  協定締結（契約締結は同年 9月） 

  （予定） 2002 年 4 月 供用開始 

■費用対効果 

・市負担総額（ﾗｲﾌｻｲｸﾙｺｽﾄ）は、直営で実施した場合、136 億円（当初予算）、PFI 事

業では 117億円。19億円（14％）の費用削減（ＶＦＭ）。 

 

図表 2-1-27 藤沢市ＩＴ－ＰＦＩプロジェクト 

 

藤沢市

ｼｽﾃﾑ構築・
維持管理
（消防）

ｼｽﾃﾑ運用
（情報系）

事業者
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ファシリテイィーズ

ＮＴＴ東日本

横浜情報処理センター

日本電気ｼｽﾃﾑ建設

注： BOT： Build Operate Transfer

　　　　→民間が民間資金で施設・ｼｽﾃﾑを整備・構築し、期間中、所有・維持管理・運用を行い。契約期間

終了後、施設・ｼｽﾃﾑを適正な状態にして行政側に無償譲渡する方式

対象事業：①防災センター施設（６Ｆ、延床 3,600㎡）整備

　　　　　　　②施設内システム構築
　　　　　　　　・防災情報システム（既存システム移設）
　　　　　　　　・消防緊急通信指令システム（同上、更新）
　　　　　　　　・基幹業務システム（同上、移設）
　　　　　　　③保守管理及び情報処理業務の一部
事業期間：20年
総事業費：117億円
事業方式：BOT方式

NTTｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ
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横浜情報処理センター

日本電気ｼｽﾃﾑ建設

注：

　　　　→
終了後、施設・ｼｽﾃﾑを適正な状態にして行政側に無償譲渡する方式

対象事業：①防災センター施設（６Ｆ、延床 ㎡）整備

　　　　　　　②施設内システム構築
　　　　　　　　・防災情報システム（既存システム移設）
　　　　　　　　・消防緊急通信指令システム（同上、更新）
　　　　　　　　・基幹業務システム（同上、移設）
　　　　　　　③保守管理及び情報処理業務の一部
事業期間： 年
総事業費： 億円
事業方式：

NTTｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ
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■課題 

・市は当初、補助事業を利用した情報システム整備の予定だったが、PFI 法成立以前の

段階で補助対象となるか否かが不透明で見切り発車の PFI（的）手法採用を決定。 

・最終的に、システム構築の事業主体が民間企業であることから補助対象外に。総事

業費に占める補助金割合が 3%程度であるため、PFI 方式採用による効率化効果が高

いと判断し PFI 導入。 

 →PFI 導入に対応した補助金体系整備の必要性・契約上、民間事業者の管理運営パ

フォーマンスが基準以下の場合、使用料支払の減額が可能であるが、市側のﾓﾆﾀ

ﾘﾝｸﾞ能力強化が必要。 

 

⑥ ビクトリア州（豪州）：住民サービス系システム・アウトソーシング 

■経緯 

・ビクトリア州が進める｢Victoria21｣の一環。｢ビクトリア 21｣は 2001 年までに州政府

の全サービスをオンラインで提供するというもの 

・ Electronic Service Delivery システムは、1997年 12 月稼動。 

■概要 

・住民登録や自動車登録、公共料金の支払いといった 26 種類に及ぶの住民サービスを

オンラインで提供 

・電話，キオスク端末や、インターネットを利用し一般家庭からの申請や公共料金の

オンライン決済が可能・ESDセンターの構築・運用は maxi multimedia 社にアウトソ

ーシング。 

・ESD センターと 7つの公共機関、金融決済機関である WestPac 銀行は専用線で、認証

局であるオーストラリア郵便公社とはインターネットで結ばれる 

■効果 

・パソコン、電話、キオスク端末を通じての、24 時間 365 日のサービス提供 

 

図表 2-1-28 ビクトリア州（豪州）のアウトソーシング 

 

 

 

 

 

 

アウトソーサー 

Maxi multimedia 社 

資料：http://nc.nikkeibp.co.jp/jp/articles/special/980302/3.html
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⑦ 参考：米国連邦政府 

ａ）エネルギー省のTELIS(Telecom Integrator Service) 

 

 米国エネルギー省は、通信部門の調達のアウトソーシングについて 1997 年４月に

Electronic Data Systems（EDS）社を中心とするグループと総事業費６億ドルで、５年間

のアウトソーシング契約を結んだ。これは、エネルギー省だけでなく、他の省庁も利用可

能な政府全体の通信、ネットワーク設備の調達を一括して委託するものである。TELIS では、

オンライン・カタログをインターネット上に開設して、１万 5000 品目以上の商品を各官庁

向けに販売した。これに参加している企業には、GTE，Lucent Technologies，Alcatel，

Ericsson など多くの通信機器メーカーの他、Hughes Global Service，Cabletron，Compaq

などの企業が含まれている。EDS と各官庁との調達契約は個別に結ばれている。EDS には運

営の大部分が任されており、同社の判断でサービスの一部を外部に下請けさせたり、他の

省庁への TELIS システムの売り込みも行っている。 

 

 TELIS は当初エネルギー省の一部の部門向けに設計されたシステムであったが、これが、

計画段階でエネルギー省の他部門も含めた全体へ、そして、他の省庁も含めた政府全体で

も利用可能なように拡張が行われてきた。これに伴い、全体予算も６億ドルまで増額され

てきた。TELISは、エネルギー省がオクラホマ州タルサにある水力発電管理部門向けのイン

ターネット・ファイヤ・ウォールの発注に利用するなど既に数件の実績がある。さらに、

社会保障総庁など他の省庁も利用を始めている。  

 

ｂ）一般調達庁（GSA）の仮想データセンター・サービス 

 

 1997 年 2 月、米国一般調達庁は、｢バーチャル・データセンター・サービス｣と呼ばれる

アウトソーシング契約を、SunGuard System，Unisys Corporation，Computer Science 

Corporation と結んだ。これは、商業用データ処理機器を保有することなく、データ処理を

上記専門事業者へ委託するもので、GSA が窓口になってユーザーとしての政府機関と上記の

３社のサービス会社を結びつける。契約期間は10年間，契約規模は 60億ドルである。 

具体的には、GSA は上記３者のアウトソーサーへデータベースを結合し、データ処理，デ

ータベースのメンテナンス，オペレーション管理を委託した。（ハードウェア，ソフトウェ

ア，システムのバックアップ，システムやアプリケーションソフトのサポート，移管作業

等を含む）このプロジェクトのために、全米 13 のデータセンターと欧州，アジア地域のセ

ンターが用意され、利用するセンターは各省庁が選定できるようになっている。ただし、

このサービスの利用実績はまだあまりない。 
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ｃ）NASA の ODIN 

 

 ODIN は、増大するデスクトップ・コンピュータの管理コストのために、米航空宇宙局

（NASA）が構築したシステムである。NASA は 1998年 6 月より、デスクトップ・コンピュー

タのソフトウェア，ハードウェアに加え、電話，無線，ビデオ機器などの調達やメンテナ

ンスを民間事業者に委託する事業を開始した。委託を受けたのは、Boeing Information 

Service 社，Computer Science 社を始めとする7社である。ODIN では NASA の全ての事務所

について、デスクトップ・コンピュータの調達にアウトソーシングを義務づけ、デスクト

ップ機器の導入からメンテナンスまで同一の業者が行うことによって、全てのオフィスで

標準化されたデスクトップ環境が導入されるようにした。NASA の本部や各センターは上記

の 7 社と個別に契約を結び、コンピュータ機器はリースでサポートサービスも含めて提供

される。なお、一般調達庁（GSA）も 1998 年 7 月、デスクトップ環境整備のためのアウト

ソーシング委託先 8 社を発表したが、このうち３社は NASA の委託先と同一となっている。

この GSA の契約は民間事業者に全てのデスクトップ関連事業を委託するもの。 

 

ｄ）米国におけるアウトソーシングの課題 

 

 米国政府部門でのアウトソーシングの浸透は、政府・議会や民間側からの強力な後押し

を鑑みると、必ずしも迅速に広まっているとはいえない。連邦政府の IT アウトソーシング

が進みにくい理由を列挙すると以下のようになる。 

①連邦政府の調達責任者は新しい方式を採用するうえでうまく行くことを見定めてから

でないと決断を下さない。意思決定には比較的時間がかかる。 

②政府の官僚は予算配分などにおいて仕事にかかる時間や購入した商品を重視する傾向

があり、サービスの質を重視するという考え方がまだ浸透していない。 

③アウトソーシングによって、公務員である連邦政府職員の技術者が余剰人員と成って

しまう恐れがあること。米国においても人事上の問題の解決は課題となっている。 

 こうしたことから、政府の多くの担当官はあまりに革新的な IT 化に対しては一歩引いた

態度をとっている。 

 しかし、IT の活用による行政改革は既に後もどりが許されない状況にきており、IT アウ

トソーシングの活用も有力な選択肢として、さらに浸透していくことと見られる。 

 

 

 

 

 

 



電子自治体の実現に向けた地方公共団体のアウトソーシングに関する調査研究 
第 2 部 地方公共団体のアウトソーシングに関する研究 

 

 64 

2-2 自治体におけるアウトソーシングの課題 

(1) アウトソーシングの課題 

① 一般的なアウトソーシングの課題 

 

 図表 2-2-1 の民間企業におけるアウトソーシング課題に見られる通り、アウトソーシン

グに関しては数多くの課題も指摘されている。戦略的アウトソーシングとして要員移転が

伴う場合の人事管理上の障害を除くと以下の課題に大別される。 

 ユーザ側にとっては総じてアウトソーシング化に伴う「サービス品質への不安」が第一

にあげられているといえる。 

 

ａ）対応の柔軟性低下（ユーザ側） 

 

従来、ホストコンピューターを自社所有している時には、緊急のデータ出力は即時に行

うことができた。しかし、アウトソーシングによってホストコンピューターがアウトソー

サ側に移ることで、このような緊急要件での操作、打出しには時間がかかり、柔軟な対応

が困難となる。 

 

ｂ）セキュリティへの懸念（ユーザ側） 

 

特に、人事情報等の社外への移転は、現状の日本では企業情報保護の観点から懸念は否

定しきれない。しかしながら、ヒアリング調査を行ったユーザー企業においては、いずれ

もこの懸念は保持しているものの、「企業情報は社内にあるから安全というものではない、

あるいは契約上、機密保護が誓約されている以上、もしも情報漏れが生じた場合、契約に

即した対応がとれることで、かえってすっきりした。」との意見が大勢をしめた。 

 

ｃ）引継ぎ時のトラブル（ユーザ側・アウトソーサ側双方） 

 

これまで自社独自の仕様で行ってきたシステム運営を外部に委託する場合、アウトソー

サ側の仕様に変更するか、従来のシステム運営を外部に委託する場合、アウトソーサ側の

仕様に変更するか、従来の仕様を踏襲するかの判断のための期間、及びその仕様変更に当

たっての習熟期間を十分に確保しなければ、アウトソーサあるいはクライアント側で問題

が発生する可能性が高い。実際､そのような事例によって、ユーザー側の担当者の負担が、

以前よりも増加したケースがみられる。 
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ｄ）オペレータ業務の質確保（アウトソーサ側） 

 

ユーザー企業が内製化していた場合は、委託であろうとも専従のオペレーターを確保す

ることが可能であった。ところが、アウトソーシングを利用することにより、アウトソー

サ側のオペレーターは、あるユーザー企業 1 社の業務に専従しているわけではなく、複数

のユーザー企業の業務を担当することとなる。その結果、アウトソーシングの利用以前よ

りも業務の質の低下を引き起こす恐れがある。 

 

ｅ）専門性活用期待のずれ（アウトソーサ側） 

 

ユーザー企業の側は、アウトソーシングにより専門業者による業務への提案を期待する

ことが多い。しかしながら、オペレーション業務のアウトソーシングを受託したアウトソ

ーサ企業の側は、その契約に明記された業務にのみ専従し、新たな業務改善に関する提案

などはなされないことが多い。その面で、ユーザー企業の側が当初期待していた、専門知

識の外部からの活用と言うメリットが活かされないケースが考えられる。 
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ユーザー 
対象 
業務 

当初の狙い システム部員の処遇 発生した問題 

ＮＫＫ 開発 
保守 
運用 

システム子会社の外
販事業強化 

システム子会社のエヌ・ケー・エク
サを日本ＩＢＭの関連会社にし、Ｎ
ＫＫのシステムの開発、運用の実
務を担当 

開発、保守、運用にＳＬＡ方式の契約を導入する
予定だが、1 年間の移行期間内に完成するのは
難しい 

NTN 開発 
保守 
運用 

システム企画機能の
強化、社内人事ロー
テーション問題の解決 

80 人のシステム部門の半数をユー
ザー部門に再配置 

システム・ダウンが発生した際のユーザーへの対
応が以前よりも悪化した 

寿屋 開発 
保守 
運用 

開発期間の短縮、運
用コストの削減 

約 70 人のシステム子会社社員の
うち､30 人をユーザー部門に再配
置、10 人をアウトソーシング先の
協力会社に転籍、13～14 人が退
職。19 人がシステム子会社に残留
し、システム企画、新規事業に従
事 

開発、運用業務の引継ぎ業務のため、約 1 年に
わたってシステム子会社の社員が忙殺され、新
規事業への取組みが遅れた 

三洋信販 企画 
開発 
保守 
運用 

経営資源を本業に集
中。システムコスト全
般の削減 

40 人弱のシステム部員のうち、20
人を営業店や本部に再配置、数人
を日本ＩＢＭの関連会社に転籍。さ
らに、残った 9 人のうち 7 人を再配
置し、システム企画部門に二人を
残す 

アウトソーシング契約に収まらない追加開発コス
トが発生した。ユーザー部門が日本ＩＢＭに開発
を直接依頼するため、要件が明確でなく開発に
時間がかかるなどの問題が発生 

シャティ 保守 
運用 

震災対策の強化。シ
ステムの企画／開発
業務に集中 

システム子会社の運用担当者 9 人
を、店舗システムのユーザーサポ
ート業務に再配置 

運用コスト削減にはつながっていない。次回の契
約更改でコスト削減を交渉予定 

商船三井 運用 運用コストの削減、シ
ステム子会社は外販
事業に注力 

システム子会社の運用担当者のう
ち7人が日本ＩＢＭの協力会社に転
籍し、7 人は退職 

オープンシステムへの移行などにより、メインフレ
ームの運用コストは下がっているはずなのに、ア
ウトソーシング料金契約の改訂交渉に日本ＩＢＭ
がなかなか応じない 

すかいらーく 企画 
開発 
保守 
運用 

先進技術の取り込
み、経営戦略とシステ
ムの密接な連携 

特に変化なし システム再構築の過程で、すかいらーくとフュー
チャーの間で対象とする業務範囲などに不一致
が生じ、プロジェクトの進ちょくが滞った 

住友金属工
業 

開発 
保守 
運用 

システム／コスト全般
の削減。システム子
会社のスキル向上 

日本ＩＢＭと共同出資で「アイエス
情報システム」を設立。システム子
会社の 4 社で住友金属向けの業
務を担当していた社員 400 人を出
向させる。 

住友金属本体のシステム部門と、アイエス情報
システムの間の人事交流が実施しにくくなる可能
性がある 

ダイセル化
学工業 

運用 運用コストの削減。業
務とシステムの密接
な連携 

50 人のシステム部員の半数をユー
ザー部門へ再配置する予定だっ
た。 

システム部員をユーザー部門に再配置する予定
だったが、ユーザー部門側の受け入れ体制が整
わなかった。電子商取引など新規開発案件が急
増したこともあって、システム部門の縮小は実現
していない 

東京都民銀
行 

開発 
保守 
運用 

システム・コスト全般
の削減、経営資源を
本業に集中 

関連会社を含めて 110 人いたシス
テム担当者を50 人に削減。本部や
営業店などに再配置し、部門シス
テムの運用に当たらせる。50 人の
システム部員はシステム企画業務
に専念 

システム利用ルールの設定など運用、管理業務
の一部が社内に残り、システム企画に専念でき
ない 

日産自動車 保守 
運用 

保守・運用コストの削
減、システムの新規
開発案件に集中 

システム子会社ニックの 900 人の
社員を日本ＩＢＭ、日本テレコムな
どに転籍予定 

システム子会社社員の転籍に際し、日産本体へ
の異動を望む社員の説得に時間がかかる 

ファンケル 開発 
保守 
運用 

開発、運用コストの削
減、開発期間の短
縮、システム部員の
再配置 

25 人のシステム部員のうち、19 人
をユーザー部門に再配置し、部門
システムの企画にあたらせる。6 人
はシステム企画と基幹系以外のシ
ステム保守、運用を担当 

システム企画担当者の技術知識や見積もり能力
などが、長期的に低下することを懸念 

プロミス 運用 運用コストの削減、シ
ステムの企画、開発
業務に集中 

20 人の運用担当者は開発業務な
どに再配置。40 人の外注は契約を
解除 

運用コストのさらなる削減のため運用担当者の
人数見直しを日本ＩＢＭに求めたが様子見の段
階。開発要員の提供を受けることで相殺する 

北海道銀行 開発 
保守 
運用 

開発、運用コストの削
減。社内の人事ロー
テーション問題の解決 

システム部員 60 人をＮＴＴデータに
出向させ、うち 44 人が転籍。北海
道銀行には 10 人のシステム企画
担当者が残る・ 

システム部員がＮＴＴデータの関連会社に転籍後
も北海道銀行のシステムを担当し、仕事の幅が
広がっていない 

前田建設工
業 

開発 
保守 
運用 

開発、運用のコスト削
減、システム部門は
外販事業に注力 

システム部員 70 人の半数以上を
ユーザー部門に再配置し、部門シ
ステムの企画に当たらせる 

当初はアプリケーションの開発、保守業務を担当
するベンダーの社員を前田建設に常駐させたた
め、思ったほどコストを削減できなかった 

ワタミフード
サービス 

企画 
開発 
保守 
運用 

開発期間の短縮、新
技術を利用した戦略
システムの構築 

5 人のシステム部門を解散し、ユー
ザー部門に再配置 

企画段階の要件定義で機能を盛込みすぎ、完成
したシステムをユーザーが使いこなせなかった 

図表 2-2-1 民間企業におけるアウトソーシング課題の事例 

資料：日経コンピュータ(2000.10.23) 
注 1）ＳＬＡ：サービス・レベル・アグリーメント 
注 2）ハードウェアの運用だけを対象とし、アプリケーションの運用、保守は含まない 
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② 自治体におけるアウトソーシングの課題 

 

 前項で検討した民間企業におけるアウトソーシングの課題に対して、自治体におけるア

ウトソーシングは民間と共通する課題と相違する課題が混在している。 

 民間企業におけるアウトソーシングの課題は以下のような項目であった。 

 

ａ）対応の柔軟性低下（ユーザ側） 

ｂ）セキュリティへの懸念（ユーザ側） 

ｃ）引継ぎ時のトラブル（ユーザ側・アウトソーサ側双方） 

ｄ）オペレータ業務の質確保（アウトソーサ側） 

ｅ）専門性活用期待のずれ（アウトソーサ側） 

 

 一方、自治体におけるアウトソーシングの課題としては図表 2-2-2 の通りである。 

 課題の項目としては、ａ）自治体職員スキルの空洞化（受託側に主導権が移行、業者変

更が困難）、ｂ）職員の移籍が不可能、ｃ）契約途中でのプロジェクトの中止、ｄ）データ、

個人情報の漏洩、ｅ）組合からの反発、ｆ）一般競争入札の弊害、ｇ）単年度予算制度、

ｈ）契約の複雑化、ｉ）選挙・議会の承認、に大別することができる。 

 

今回のアンケート調査によると、自治体がアウトソーシングを行わない理由のなかで、

｢情報の秘匿性への不安」を指摘する回答が多く、これは前項における全般的な民間企

業のアウトソーシング課題と一致している。 

 

 

 

図表 2-2-2 アウトソーシングを行わない理由（複数回答） 

29

103

102

81

37

0 20 40 60 80 100 120

システム運用の専門要員を自庁内でかかえているため

情報の秘匿性が守られるか不安であるため

十分庁内で対応しており特に問題を感じないため

アウトソーシングの対象となるコンピュータシステムがないため

その他

(n=296 うち未回答 5) 
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図表 2-2-3 自治体におけるアウトソーシングの課題 

項目 課題の内容 

職員のスキルの空洞化、

受託側に主導権が移行、

業者変更が困難 

全面的なアウトソーシングになればなるほど、行政機関が保持するスキルが低下する危険性

が高くなる。詳細なスキルの空洞化はある程度やむを得ないが、受託側に主導権を握られ、

業務の進行状況を監視できなくなると障害生じる可能性がある。また、アウトソーシングした

業務がブラックボックス化し、業者の変更が事実上不可能になる恐れがある。アウトソーシン

グ導入後の情報システム部門の本来業務には、スキルの空洞化を防ぎ、主導権を維持する

ための対策をとることが含まれなくてはいけない。 

職員の移籍が不可能 諸外国の先進的なアウトソーシングでは、職員の移籍がおこる。しかし、日本においては民間

分野でも雇用慣行のため職員の移籍は困難であり、公務員の場合は、公務員法で身分が保

証されているので職員の移籍はより困難である。職員の移籍が実行できないために、アウト

ソーシングの効果を十分活用できないといった恐れがある。 

契約途中での 
プロジェクト中止 

様々な外部環境の変化がおこり、アウトソーシング事業の見直しが必要になっても、契約上

変更や中止が困難な場合がある。契約の際には、様々なリスクを明示し、委託側と受託側が

いかにリスクを分担するかを決めておく必要がある。また、情報技術の進歩等を鑑み、契約

期間をどの程度長期なものにするのか検討が必要である（受託側は長期的な契約を望む）。 

データ、個人情報の漏洩 公務員には、公務員法によって守秘義務が課せられるが、受託側の職員には法律上の守秘

義務はない。情報化社会の進展とともに個人情報の価値が高まり、行政機関から個人情報

が漏洩する例が多くなった。国の行政機関では法律によって、また全国で40％強の地方公共

団体においては、条例によって個人情報が保護されているが、民間分野で個人情報を保護

する法律は、現在検討中である。現状では、受託先を選定する際に、プライバシーマークの

取得等企業の個人情報保護に対する取組み姿勢をチェックする、もしくは契約等で対策を講

じるしかない。 

組合からの反発 日本の行政機関のアウトソーシングにおいて、職員の移籍を含むアウトソーシングが展開さ

れた例はないが、アウトソーシングの展開によって、行政機関の職員数の減少につながるの

で組合は通常慎重な姿勢をとる。ある調査によると、民間委託が実施できなかった理由で一

番多いのは、組合、職員の反対である。全日本自治団体労働組合が発表した「99 現業統一

闘争の要求と重点課題」では、現業部門では直営を維持し、民間委託の阻止と減少している

職員数の欠員の補充が最大の闘争課題とされている。アウトソーシングの実施の際は、なぜ

アウトソーシングが有効であるかをいかに職員及び組合に説明できるかが、情報システム部

門の役割となる。 

一般競争入札の弊害 行政機関が、民間から物資やサービスを調達する場合には、一般競争入札に付するのが原

則である。アウトソーシングの場合は、コスト削減は目的の一つではあるが、絶対的なもので

はない。委託側と受託側がアウトソーシングの目的を共有し、受託側もマネージメント責任を

持ちつつ、その目的達成に向けてのソリューションとしてアウトソーシングを推進する場合に

は、入札価格で業者を決定する一般競争入札では、その利点が活かされない恐れがある。 

単年度予算制度 行政機関の単年度予算制度下では、２年目以降のアウトソーシング予算を保障することはで

きない。受託側にとっては、契約の継続が保障されないと収支の見通しが立たなくなり、大き

な不安材料である。この不安によって、受託側が入札価格を高めに設定することもあり得る。 

契約の複雑化 コスト削減が目的で、入札価格で受託業者を決定する従来の外注とは違い、アウトソーシン

グではどのような基準で受託業者を選ぶか、また契約においていかに目標を設定するのが

複雑になる。戦略的アウトソーシングが進展している米国では、契約の複雑化が進み、アウト

ソーシングのコスト増の要因となっている。行政機関が単独で対応するのは困難で、アウトソ

ーシングの企画段階で、外部コンサルタントや法律事務所等の活用が検討課題である。 

選挙、議会の承認 アウトソーシングの展開が決定されても、議会で予算が通らないと実現しないという点は、受

託側にとって懸念材料である。ある民間委託に対する議会の反応に関するアンケート調査に

よると、３割が民間委託に積極的に賛成しているものの、どちらでもないといった態度も３割

強である。地方公共団体の首長がトップダウン式にアウトソーシングを推進した場合、トップ

のリーダーシップによってアウトソーシングは進めやすくなるが、選挙で首長が入れ替わった

際に、方針が転換されてアウトソーシングの展開に支障をきたす可能性がある。 

資料：行政情報システム研究所「新たな行政情報化におけるアウトソーシングの活用に関

する調査研究報告書」に基づき作成
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③ アウトソーシング後進団体における阻害要因 

 

 現在、アウトソーシング後進団体におけるアウトソーシングを行わない理由については

「情報の秘匿性が守られるか不安」、「庁内対応で十分」、「対象システムがない」が多い。

情報の秘匿性への不安は民間を含め、アウトソーシング一般の課題でもあり、自治体全体

にあてはまるものである。 

 人口規模別にアウトソーシングを行わない理由を見てみると、最もアウトソーシング推

進が少ない人口規模１万人未満では「専門要員がいるため」が少なく、他の３要因がほぼ

同等であるのは上記アウトソーシング後進団体の回答を裏づけている。 

 「専門要員がいるため」の差が顕著に表われているのは 10～30 万人で最も情報システム

部門要員の処遇に問題を抱えていると考えられる。 

 

図表 2-2-4① アウトソーシング後進団体における「アウトソーシングを行わない理由」 

（複数回答） 

 

図 2-2-4② 人口規模別「アウトソーシングを行わない理由」（複数回答） 
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④ アウトソーシング先進団体の課題認識 

 

 アウトソーシング先進団体の自由記入欄の記述を整理すると、その課題認識は、共同化・

データセンター、ＡＳＰ、国への要望、県への要望、民間企業への要望、に大別すること

ができる。 

 アウトソーシング関連では、データセンターにおける経営上の信頼性、情報の機密性、

アウトソーサへの丸投げ（職員の情報リテラシー）などである。 

 ＡＳＰ関連は期待感は高いものの具体的な課題までは認識されていないようである。 
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図表 2-2-5 アウトソーシング先進団体の課題認識 

カテゴリー アウトソーシング先進団体の意見 

 

共同化の取組みに

おける課題 

 

●各自治体ごとに使用しているメーカーなどに差異があり、アプリケ

ーション使用にあたって、自庁システム改修などに費用が生じる。 

●市町村合併をふまえた取組み（の必要性）。 

●システムの変更要望があっても各町の事務執行形態に差があるため

共同歩調がとりにくい。 

●インフラ整備のための財政的援助を増額 

●周辺自治体の情報化格差。事務の標準化。 

 

データセンターに

対する課題 

 

●存続の信頼性（経営を途中で止めたりしないという保証、保障） 

●情報の機密性について不安がある。 

●インフラ整備のための財政的援助を増額 

●一旦導入すると特定の業者が情報をすべて握ってしまい更新時に価

格競争によるコストダウンが図れない。また、情報の独占が行われて

しまう。職員の情報リテラシーが低いと改善できない。 

ＡＳＰ活用の課題 ●ベンダーにとらわれない地域のための提案をしてほしい。 

 

電子自治体推進に

おいて国への要望 

 

●財源支援をしてほしい●規制のない財政援助●財政的支援の拡充 

●有利な補助金。ランニングコストの補助があれば。 

●財源の確保。特に通信分野におけるインフラ整備が主要都市部でし

か行われておらず、整備に対する補助等はあるが、後の維持コストが

補てんされないため小規模な自治体は情報化推進が難しい。 

汎用 ASP 化システムを開発することにより自治体の導入コスト縮減。

光ファイバー網の開放。 

●高速回線のインフラ整備において民間所業者が不採算地域として整

備、着手しない（恐れがある）地域への国による整備及び民間へのサ

ポート体制。省庁の縦割りそのままのIT 化ではなく、国において統合

化した後地方に整備させてほしい。 

 

電子自治体推進に

おいて県への要望 

 

●県の担当者も幾つも業務を兼務しており、人数的に余裕がないこと

も原因しているとは思われるが、文書中心で国の指針、情報について

分かりずらい。会議、説明会などを開催して、しっかり説明を。 

●規制のない財政援助 ●広域での推進を図るためのインフラ整備、

リーダーシップ。●全県的な情報化推進について強いリーダーシップ

の発揮。●町レベルで実現が難しい、IDC や ASP の運営や運営支援を。 

電子自治体推進に

おいて民間企業へ

の要望 

●個別のシステムではなく統合的なシステムの提案をしてほしい 

●情報提供。システムの ASP化。 

●早急な高速回線網の整備。 
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⑤ 自治体におけるアウトソーシングの阻害要因 

 

 これまでに浮かび上がってきた様々な課題も自治体職員のアウトソーシングを含む情報

リテラシーの向上の必要性に帰着すると考えられる。この点を前提に特に以下の事項に注

力することが重要である。 

 そして次節以降ではそれらの問題に対する基本的な考え方の整理を行った。各団体の意

識向上と自助努力はもちろん、国や県などにおけるガイドラインや教材の作成、研修の充

実などによって自治体をサポートすることも求められている。 

 

ａ）ＩＴ投資の費用対効果に対する意識 

 

 自治体においてアウトソーシングの課題としてあげられているものについてはその根底

にある阻害要因を考察する必要がある。 

 自治体のアウトソーシング推進状況の分析（本章 2-1）によって相対的に人口規模の大き

な自治体ほどアウトソーシングが進んでおらず、小規模な自治体ほどアウトソーシングが

推進されているのが現状である。前項のアンケート調査結果を見ても、アウトソーシング

を行わない理由として要員に余裕があったり、特に問題を感じない、対象となるコンピュ

ータシステムがない、との回答は多い。 

 これらは今まで比較的財政に余裕があり、コスト低減に取り組む必要がなかったため、

アウトソーシングを実施していないと考えることができる。小規模な自治体ほど従来から

危機感が強く、情報システム投資の費用対効果に敏感であったともいえる。 

 このようにアウトソーシングが相対的に遅れている自治体では情報システム投資の費用

対効果を、アウトソーシングという選択肢を含め、十分に検討してこなかったことが背景

要因の１つと考えられる。電子自治体実現という政策課題を与えられ、新たな費用負担の

可能性が生じたことにより、最近になってアウトソーシングが関心を集め始めたといえる。

この要因に対する対応の方向性はアウトソーシングの効果や費用対効果の算定方法につい

て情報システム部門はもちろん、広く自治体職員の理解を深めることである。 

 

ｂ）サービス品質確保ノウハウの欠如 

 

 一方、サービス品質への不安は、自治体が住民情報を取り扱うことから当然の課題であ

るが、絶対にアウトソーシングできないものの方が少なく、これも取り組み姿勢に関わる

所が大きい。 

 より自治体がＩＴ投資の費用対効果にシビアになれば、積極的にアウトソーシングを活

用していく努力が求められるようになる。今後、民間企業におけるアウトソーシングの取

り組みの方向性と同様に、ＳＬＡ（サービスレベルアグリーメント）やパフォーマンス契
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約などのサービス品質確保のためのノウハウの欠如がアウトソーシング推進上の阻害要因

として顕在化すると考えられる。 

 

ｃ）硬直的なＩＴ調達体制と制度 

 

 アウトソーシングによってより大きな効果を得るためには民間アウトソーサとパートナ

ー関係となり、お互いの専門性を生かして両者の目標（サービス品質向上やコスト削減な

ど）を最大化することが必要である。岐阜県における戦略的アウトソーシングや藤沢市に

おけるＩＴ－ＰＦＩなどの先進的な取り組みはこれらのＩＴ調達方法の改善のための先駆

的事例である。 

 一方、電子政府プロジェクト関連での安価受注問題を機に政府ではＩＴ関連調達制度の

改善に着手したが、自治体でも全く同様の取り組みが求められている。自治体におけるＩ

Ｔ調達体制および制度が硬直的であると、前述した費用対効果の意識が高まっても不十分

な効果しか得られなくなる可能性がある。そのため、様々なアウトソーシング手法に対応

できない硬直的なＩＴ調達体制・制度がアウトソーシング活用の障害となってくる。 

 民間における様々なアウトソーシング手法を取り入れていく研究と創意工夫、そして実

際の調達方法改善の試行錯誤がこの障害を解消していくために必要となる。 
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(2) アウトソーシングの期待効果の明確化 

① アウトソーシング効果の事例 

 

相対的に取り組みの遅れた自治体におけるアウトソーシングを推進し、自治体によるア

ウトソーシング活用をより高度化するためにはまず、アウトソーシングの効果を明確化し、

採用意欲を高める必要がある。また、ＴＣＯの考え方に基づく費用対効果の算定も不可欠

であり、この節と次節でこれらを取り上げている。 

 まず、ＩＴ分野におけるアウトソーシングの効果は、実際にアウトソーシングを実施し

てきた企業によるアウトソーシングの見直し事例を分析することによって、より実態に近

づくことが可能である。 

 図表 2-2-6 は国内企業の情報システム子会社を通したアウトソーシングの見直し事例を

整理したものである。アウトソーシングの見直しによる期待効果と狙いは、保守・運用コ

ストを中心とする費用低減とその他の経営上の戦略的目標である。 

 保守・運用コストは総じて 5～20％程度の低減効果を得たというケースが多い。一方、戦

略的目標は様々であり、システム子会社の外販事業強化、システム企画機能強化、社内人

事ローテーション問題の解決、開発期間短縮、経営資源の本業集中、震災対策強化、先端

技術の取り込み、システム子会社のスキル向上、等である。 

 

 一般的なアウトソーシングの効果として指摘されることの多いのは以下の項目である。 

 

ａ）人材のシフトアップ 

ｂ）情報処理コスト上昇のセーブ 

ｃ）トータルサポートの実現 

ｄ）既存システムのクリーン化 

ｅ）万全の機密保護対策 

ｆ）早期稼働 

ｇ）サービス時間の拡大 

ｈ）電算室スペースの有効活用 

ｉ）安全性の向上 

 

 図表 2-2-4 に見られるその他の特徴としては、アウトソーシング契約期間が５～10 年間

程度で長期間であること、アウトソーシング先を１社にまとめる場合が主流とはいえ、複

数に分散するケースも一部に見られることなどを指摘することができる。 

 

 

 



電子自治体の実現に向けた地方公共団体のアウトソーシングに関する調査研究 
第 2 部 地方公共団体のアウトソーシングに関する研究 

75 

 

 

 

ユーザー 対象 
業務 

契約開始 
時期 

契約 
期間 

アウトソーシ
ング先 

当初の狙い 現在までに得た成果 

ＮＫＫ 開発 
保守 
運用 

2000 年 9 月 10 年間 日本ＩＢＭ システム子会社の
外販事業強化 

2000 年 9 月にエヌ・ケー・エクサの株式
を日本ＩＢＭに 80 億円で売却した 

NTN 開発 
保守 
運用 

1995 年 8 月。
2000 年 8月契
約更改 

５年間 運用：ＩＢＭ 
開発・保守：
独立系ソフト
会社 

システム企画機能
の強化、社内人事ロ
ーテーション問題の
解決 

運用コストを７％削減。システム・ダウン
の頻度も 10 分の１に削減。システム部
門は業務改革や情報管理で経営に貢
献 

寿屋 開発 
保守 
運用 

1999 年 1 月 ６年間 富士通ＦＩＰ 開発期間の短縮、
運用コストの削減 

運用コストを５～１０％削減 

三洋信販 企画 
開発 
保守 
運用 

1992 年 3 月 10 年間 日本ＩＢＭ 経営資源を本業に
集中。システムコス
ト全般の削減 

システムで処理する業務量の増加に比
べて、保守・運用コストの増加を抑える
ことが出来た 

シャティ 保守 
運用 

1999 年 1 月 ５年間 富士通 震災対策の強化。シ
ステムの企画／開
発業務に集中 

システム子会社が開発業務に専念でき
る体制ができ、電子商取引など戦略的
なシステムを構築できた 

商船三井 運用 1999 年 1 月 ８年間 日本ＩＢＭ 運用コストの削減、
システム子会社は
外販事業に注力 

年間 5 億円の運用コストを1 割削減 

すかいらーく 企画 
開発 
保守 
運用 

1997 年 8 月 特に 
定めず 

企画：ﾌｭｰﾁｬｰ
ｼｽﾃﾑﾞ、開発：
日通工、運
用：電通国際
情報ｼｽﾃﾑ 

先進技術の取り込
み、経営戦略とシス
テムの密接な連携 

詳細な業務データを収集できるように
なり、経営の意思決定支援が可能にな
った 

住友金属工
業 

開発 
保守 
運用 

2000 年 10 月 10 年間 日本ＩＢＭ システム／コスト全
般の削減。システム
子会社のスキル向
上 

保守・運用コストを年間 150 億円から
100 億円に削減予定 

ダイセル化
学工業 

運用 1997 年 2 月｡
1999 年 2 月に
契約更改 

2 年間 ＣＳＫ 運用コストの削減。
業務とシステムの密
接な連携 

運用コストを1 割以上削減 

東京都民銀
行 

開発 
保守 
運用 

2000 年 5 月 8 年間 ＮＴＴデータ
（地銀共同シ
ステム
「STARACE」
を利用） 

システム・コスト全般
の削減、経営資源を
本業に集中 

年間 50 億円のシステム・コストを8億̃9
億円削減。運用の品質が安定した。 

日産自動車 保守 
運用 

2000 年 10 月 10 年間 システムは日
本ＩＢＭ、ネット
ワークは日本
テレコム 

保守・運用コストの
削減、システムの新
規開発案件に集中 

運用コストを17%削減する（予定） 

ファンケル 開発 
保守 
運用 

開発､保守は
2000 年 4 月｡運
用は同 7 月 

5 年間 日本ＩＢＭ 開発、運用コストの
削減、開発期間の
短縮、システム部員
の再配置 

開発、運用コストを5 年間で 12 億円削
減する（予定） 

プロミス 運用 1998 年 4 月 10 年間 日本ＩＢＭ 運用コストの削減、
システムの企画、開
発業務に集中 

運用コストを19%削減（予定） 

北海道銀行 開発 
保守 
運用 

1998 年 5 月 10 年間 ＮＴＴデータ 開発、運用コストの
削減。社内の人事ロ
ーテーション問題の
解決 

保守、運用コストを10年間で 20 億円削
減する 

前田建設工
業 

開発 
保守 
運用 

開発､保守は
1992 年､運用
は 1997 年 5
月 

運用は
5 年間､
開発･
保守は
特に定
めず 

開発・保守は
ビジネスブレ
イン太田昭
和、運用はＣ
ＳＫ 

開発、運用のコスト
削減、システム部門
は外販事業に注力 

運用コストを3 割削減。外販事業を強
化し 2000 年度にはノーツなどのシステ
ムで 2 億円の売上見込む 

ワタミフード
サービス 

企画 
開発 
保守 
運用 

1997 年 1 月 6 年間 富士通 開発期間の短縮、
新技術を利用した戦
略システムの構築 

店舗数の増加に合わせてアウトソーシ
ング料金を支払うため、売上に占める
システム投資の割合を平準化できた 

図表 2-2-6 アウトソーシング見直し効果の事例 

資料：日経コンピュータ(2000.10.23) 
注 1）ＳＬＡ：サービス・レベル・アグリーメント 
注 2）ハードウェアの運用だけを対象とし、アプリケーションの運用、保守は含まない 
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② アウトソーシング効果のイメージ 

 

 アウトソーシングの効果は、情報システムの設計、開発、運用、保守といったシステム

ライフサイクルの各段階における費用を直接的に低減しながら、開発期間の短縮、システ

ム企画機能強化、本業への資源集中などの定性的、質的な効果も合わせて追求するのが一

般的といえる。 

 アウトソーシング効果のイメージを、システム運用全般を外部委託する形態を例にとり

あげて整理したのが下の図表2-2-5 である。 

 自社の情報システム要員の８割以上を占めていた運用業務負担をアウトソーシング活用

によって全体の２割強まで縮小し、情報システムの計画要員や本業部門に人的資源をシフ

トするという効果を例示している。 

 自治体においても直接的な費用低減と同時に人員のより効果的な再配置など質的な効果

も期待できる。 

 

図表 2-2-7 アウトソーシング効果の例 

 

 

資料：富士通 

商品企画／営業部門 ２３％

企画／計画 ４％

開発 １４％

（メンテナンス中心）

システム管理 １０％

業務運用　 ３０％

オペレータ ３０％

設備管理 １２％
設備管理 ４％

オペレータ ５％

業務運用 ９％

システム管理 ５％

開発 ４０％

企画／計画 １４％

（新規業務ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ）

[ アウトソーシング前] [ アウトソーシング後]
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③ アウトソーシングの定量的効果 

 

ａ）試算例 

 

 定量的に試算が容易なアウトソーシング効果は直接的な費用（アウトソーシングを実施

しない場合とした場合の比較）の削減効果である。平均的製造業と平均的非製造業につい

て具体的な試算を行ったケースが図表2-2-6 である。 

 アウトソーシング形態は、自社内に設置・管理していたホストコンピュータをアウトソ

ーサ側のデータセンタへその運用・保守（オペレーション）を一括委託に切り替える場合

（ハウジング）を想定している。さらに下段では設計、開発、運用、バックアップといっ

たシステムライフサイクルを全般的に委託する場合である。 

 この試算によると運用委託では約 15％、システムライフサイクル全般の委託では約 25％

の費用低減効果を見込むことができる。 

 

図表 2-2-8 定量的効果の国内試算例 

 

 

資料：通商産業省「ｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞのコスト削減効果分析調査」（H10.3）に基づき作成 

 

 

 

87.3％

7.4％

45.8％

－

10.3％

23.7％

ｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞ

16.8％

100.0％

7.4％

－

56.4％

14.2％

22.0％

内製化

非製造業平均的企業

83.2％

7.4％

45.9％

－

14.2％

15.6％

ｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞ

総括その他効果製造業平均的企業

内製化

・ホストコンピュータ設置スペース消滅
によるマシンルーム費用低減、消滅

・内部職員低減に伴う福利厚生費低減

・コスト平準化、変動費化

・オペレータ管理業務軽減

・スペース有効利用

・本業へのパワーシフト

・専門性の活用

29.7％人件費

10.3％開発・設計費

52.6％運用費

－ｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞ料

約15％12.7％効果

100.0％計

7.4％その他

コスト削減効果：一般的試算結果（オペレーション機能のみ）

87.3％

7.4％

45.8％

－

10.3％

23.7％

ｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞ

16.8％

100.0％

7.4％

－

56.4％

14.2％

22.0％

内製化

非製造業平均的企業

83.2％

7.4％

45.9％

－

14.2％

15.6％

ｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞ

総括その他効果製造業平均的企業

内製化

・ホストコンピュータ設置スペース消滅
によるマシンルーム費用低減、消滅

・内部職員低減に伴う福利厚生費低減

・コスト平準化、変動費化

・オペレータ管理業務軽減

・スペース有効利用

・本業へのパワーシフト

・専門性の活用

29.7％人件費

10.3％開発・設計費

52.6％運用費

－ｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞ料

約15％12.7％効果

100.0％計

7.4％その他

コスト削減効果：一般的試算結果（オペレーション機能のみ）

75.8％

－

65.5％

－

2.9％

7.4％

ｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞ

28.1％

100.0％

7.4％

－

56.4％

14.2％

22.0％

内製化

非製造業平均的企業

71.9％

－

65.2％

－

2.7％

4.0％

ｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞ

総括その他効果製造業平均的企業

内製化

同上

29.7％人件費

10.3％開発・設計費

52.6％運用費

－ｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞ料

約25％24.2％効果

100.0％計

7.4％その他

コスト削減効果：一般的試算結果（設計以降の全機能：設計、運用、バックアップ）

75.8％

－

65.5％

－

2.9％

7.4％

ｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞ

28.1％

100.0％

7.4％

－

56.4％

14.2％

22.0％

内製化

非製造業平均的企業

71.9％

－

65.2％

－

2.7％

4.0％

ｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞ

総括その他効果製造業平均的企業

内製化

同上

29.7％人件費

10.3％開発・設計費

52.6％運用費

－ｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞ料

約25％24.2％効果

100.0％計

7.4％その他

コスト削減効果：一般的試算結果（設計以降の全機能：設計、運用、バックアップ）
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ｂ）アウトソーシングによる抜本的効果 

 

 ＩＴ分野における技術革新の成果を取り込みながらアウトソーシングを活用することに

よって、さらに抜本的な効果が得られることを、一般的に試算することは困難である。各

企業にとっての戦略的な効果を定量化することになるためで、比較可能な形で単純に費用

低減として示すことができないためである。 

事例としては新技術の導入に伴い、情報システム業務の抜本的見直しを行うことで数

十％の費用低減を達成するものも多い。また、改善効果の共有を図るインセンティブを付

与した戦略的アウトソーシングでは、抜本的な見直し提案自体をアウトソーサに競わせる

ものであり、より大きな直接的費用低減の可能性があるといえる。 

 

 

ｃ）アウトソーシング効果の実現 

 

 アウトソーシングによる費用低減効果はそれまでのシステム運用要員の再配置が前提と

なることが多いため、企業全体の人件費低減は米国のように要員自体の削減やアウトソー

サへの移転を行うことができない限り、長期的に実現する効果であるといえる。 

 また、業務や作業だけでなく、ＩＴ資産をアウトソーサに売却する場合に限り、キャッ

シュフローや資産効率（ＲＯＡ等）向上効果を短期的に実現することができる。 

このように組織のスリム化を目的とする「プッシュ・アウト型」アウトソーシングでは

スピードを重視する米国型経営においてより抜本的なアウトソーシング効果を享受しやす

く、日米のアウトソーシングに関連する商慣習のちがいを十分に考慮する必要がある。 

 

 

ｄ）ＡＳＰサービスの費用対効果 

 

 図表 2-2-9①の通り、ＡＳＰ導入は自社導入に比べ初期費用、運用費用、その他費用の各

項目で不要となるものが多く、ハードウェアやネットワークに加えてアプリケーションま

で外部資源を活用することの可能性の高さを推測できる。 

 現実にはそれらを負担するアウトソーサ（ＡＳＰ：アプリケーションサービスプロバイ

ダ）の対応（市場顧客の想定、事業・投下資金回収計画、そして料金設定方法）によって

ユーザにとってのＡＳＰサービス活用効果が左右される。 
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図表 2-2-9① 自社導入とＡＳＰ導入のコスト項目比較 

資料：日経システムプロバイダ別冊「ＡＳＰサービス・ガイド2001」を基に作成 

 

 現在は国内はもちろん海外においても試行錯誤が行われている状況であるが、提供され

るＡＳＰサービスは少なくとも初期費用を大きく削減可能な料金設定となっている（図表

2-2-9②、③）。 

 サービスに必要なハードウェアやネットワーク、そしてアプリケーション購入（開発）

といった初期費用を潜在な多数のＡＳＰサービスユーザ（顧客）で共有する効果といえる。 

 

図表 2-2-9② ＡＳＰ導入効果試算例：その１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
出典：日立ホームページ（http://www.apinetland.ne.jp/product/comparison/index.htm）

グループウェアを自社導入した場合とASPサービスで利用した場合の費用比較。

【前提条件】
ユーザ数 ：１年目 200人、2～3年目 250人、4～5年目 300人
運用工数 ：１年目 0.5人／月、2～3年目 0.8人／月、4～5年目 1人／月

自社導入コスト ＡＳＰ導入コスト

●初期費用
　サーバー購入費
　ソフト開発費(パッケージ・ソフト購入）

　セットアップ費
　通信環境整備費

●運用コスト
　運用教育費
　システム開発費(機能強化など）

　サーバー増設費
　ハード/ソフト・メンテナンス費

　システム運用管理人件費
　設置スペース(家賃）

　電気代、通信費

●その他コスト
　システム要員の教育費
　機器・ソフトなどの資産の保険
　通信環境・サービスの変化に伴うシス
　テム対応費用　

●初期費用
　通信環境整備費
　運用教育費
　(ＡＳＰ導入初期費用）

●運用コスト
　システム開発費(機能強化など）

　電気代
　通信費

●ＡＳＰ利用料金
　（月額利用料合計）

●その他コストなし
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図表 2-2-9③ ＡＳＰ導入効果試算例：その２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｅ）共同アウトソーシング（シェアードサービス）の効果 

 

 ＩＴの企業競争力に及ぼす影響が増大する一方、様々なＩＴ投資負担の軽減への取り組

み努力がなされている。その中で企業グループや同業種企業群でアウトソーシングを活用

した情報システムの共同開発・共同運用も活発化している。福岡銀行と広島銀行は基幹系

情報システムを共同開発するプロジェクトを立ち上げ、その後、福岡シティ銀行も参加。

システム稼動後は一括アウトソーシングする予定であり、単独開発・運用に比べ年間費用

を 35％程度、低減できるとの試算をしている。 

 このように共同アウトソーシングではより単純化すると少なくとも初期費用を参加ユー

ザ数で折半するコスト低減効果が期待できる（初期費用÷ユーザ数）。そして１ユーザ当り

の運用費用も前出図表 2-2-8 で示したアウトソーシングによる集中化効果等（15～25％）

を享受できることになる。ＡＳＰサービスのようにアウトソーシング・サービスの充実を

受動的に待つのではなく、ユーザ側が能動的に同様の効果を追求する取り組みは電子自治

体の推進・実現上も参考となる。 

 

図表 2-2-10 金融機関の共同アウトソーシング例 

 

 

 

 

 

 

 

資料：日経情報ストラテジー(2002 年 3 月)を基に作成 

①基幹系情報システム 
の共同開発 

②共同プロジェクト 
に参加 

③システム稼動後、新規開発や 
運用・管理をアウトソーシング 

福岡銀行 広島銀行 

福岡シティ銀行 

その他の銀行 
の参加可能性 

年間費用を 
35％程度低減 

資料：日経システムプロバイダ別冊「ＡＳＰサービス・ガイド2001」を基にＦＲＩ作成　　　

　　　　　　　　

９万カナダドル

１万5000カナダドル

QLO.comサービス

の年間利用料

コンサルテーション

セキュリティ

サービス接続料
インターネット・　　
アクセス

Exchangeサーバー

トレーニング
コンサルテーション

セキュリティ

情報システム分析
要員

リモート・アクセス

サービス接続料

WindowsNTサーバー
ソフト

ハード

83％減

ＱＯＬ.comの料金はユー

ザー１人あたり月額
11.95カナダドル。例は
25ユーザーの場合

ＡＳＰサービス利用による初年度コスト比較（小規模オフィス対象サービス例）

自社 QLO.comサービス

資料：日経システムプロバイダ別冊「ＡＳＰサービスガイド 2001」を基に作成 
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④ 自治体におけるアウトソーシング効果 

 

 前述の民間企業におけるアウトソーシング効果に対して、自治体におけるアウトソーシ

ングには共通している効果と相違する効果が混在している。 

 民間企業におけるアウトソーシング効果は以下のような項目であった。 

 

ａ）人材のシフトアップ  ｂ）情報処理コスト上昇のセーブ 

ｃ）トータルサポートの実現  ｄ）既存システムのクリーン化 ｅ）機密保護対策 

ｆ）早期稼動  ｇ）サービス時間の拡大 ｈ）電算室スペースの有効活用 

ｉ）安全性の向上 

 

 一方、自治体におけるアウトソーシングの効果としては図表 2-2-11 の通りである。 

直接的効果として、ａ）経費削減、ｂ）庁舎スペースの有効活用、ｃ）人事上の障害の

解消や最新技術の活用、ｄ）職員の本来業務への集中、ｅ）災害対策、ｆ）セキュリティ

の確保、ｇ）運用時間帯の延長、ｈ）固定費の変動費化、ｉ）行政機関への不信感の排除、

の９点である。 

 また、間接的効果としては、ａ）人材の流動性の確保、ｂ）専門性の活用による高度化・

効率化、ｃ）本業へのパワーシフト、の３点である。 

 自治体における情報化の進展度合いは都市規模等により大きく異なっているが、短期的

効果が十分に得られる領域の情報化はすでにほとんどの自治体で実施されてきている。従

って今後の自治体におけるアウトソーシングの効果は、コスト削除を含む戦略的目標にシ

フトしつつあり、活用する自治体の手腕に左右される部分が増大すると考えられる。 
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図表 2-2-11 自治体におけるアウトソーシング効果 

 

直接的効果  

項目 効果の内容 

経費削減 例えば、通商産業省の調査によると、地方公共団体、特に市町村におけるアウトソ

ーシングによるコスト削減効果は、内製化の場合と比較して約 20％削減できる。

（1997年、「平成９年度内外価格動向等調査 アウトソーシングのコスト削減効果分

析調査」） 

庁舎スペースの有効活用 行政機関はオフィス賃貸料を払っていないため、この概念はなじみがないが、シス

テム機器を外に出せば、その分のスペースを他の事業のために使うことができる。

北海道では、大幅な機構改革に合わせ、庁舎面積の有効活用を図るため、マシン室

を外部に移設することを検討したことがきっかけで、アウトソーシングの導入が決

まった。（1999年、「地方公共団体における情報システムの運用管理の効率化に関す

る調査研究」） 

人事上の障害の解消、 

最新技術の活用 

行政機関における人材育成方針が、スペシャリストよりゼネラリストの育成が中心

なため、最新の情報技術の取得が難しいといった人事上の障害を、受託側の最新技

術を有する人材を活用することによって解決できる。アウトソーシングを導入する

ことによって、行政機関の情報システム担当職員の役割は変わっていく。 

職員の本来業務への集中 アウトソーシングの導入を検討し、その領域を決定する前提として、情報システム

担当職員の本来業務とは何か、ということを決めることが不可欠である。職員はそ

の本来業務に集中し、その他の業務は受託側に任せることによって業務の効率化が

図れる。また、アウトソーシングによって余った要員を、必要としている他部署に

配置転換できる。 

災害対策 財政難のため、行政機関の庁舎を最新のものにすることは困難であるが、災害対策

を講じた受託側のセンターを活用することにより、災害対策を推進できる。通商産

業省は、情報処理サービス業を行なう事業者のうち、情報システムに関して安全対

策が実施されている施設を、「情報処理サービス業情報システム安全対策実施認定

事業所」として認定している。 

セキュリティの確保 外来者が行き来する庁舎ではなく、入退出管理がしっかりした受託側のセンターを

活用することにより、セキュリティの確保がより確実になる。 

運用時間帯の延長 24 時間、365日対応が可能になり、サービスの向上につなげることができる。 

固定費の変動費化 アウトソーシングの導入により、行われたサービスの一単位当りの支払方式に変更

できる。 

行政機関への不信感の排除 近年の政府の不祥事、汚職等により、行政機関への不信感が高まりつつある。行政

機関がいかに国民の信頼感を取り戻すかということは重要な課題であるが、その際

に行政改革の推進が一つの解決策となりうる。一方でアウトソーシングは行政改革

の手段と認識されており、積極的なアウトソーシングは市民の信頼を高める。 

間接的効果  

項目 効果の内容 

人材の流動性確保 ＳＥなどの専門職は一人前になるまでに多くの年月を要するため、職員として採用

した場合に円滑な異動の妨げになることが考えられる。アウトソーシングによって

外部の人材を活用することで職員の流動性が確保されるとともに、ホストコンピュ

ータの夜間運用などに伴う不規則勤務にも弾力的な対応が可能になる。 
専門性の活用による 
高度化・効率化 

専門業者に委託することによって、他の民間企業や自治体からの受託業務を通じて

得た専門的な知識や高度なノウハウ、技術を活用し、行政サービスの質の向上や業

務の効率化を図ることができる。 
本業へのパワーシフト 
 

庁舎におけるＯＡ機器の整備、ネットワーク化、電子文書による情報公開など行政

情報化の推進に伴って、情報管理主管課においては情報処理以外の業務量が増大し

ている。情報処理業務についてはアウトソーシングを活用することによって、全庁

的な情報政策の企画･立案など、より政策的な業務に集中することができる。 
 資料：通商産業省「アウトソーシングのコスト削減効果分析調査」を基に作成 
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⑤ 国内市町村における定量的効果試算例 

 

 前述民間企業の試算と同様の考え方で国内市町村がシステム運用業務を一括アウトソー

シングした場合の効果を試算したものが図表 2-2-12 である。運用を自前で行う場合（内製

化）の費用 100％に対し、アウトソーシングの場合は 78.5％、すなわち 12.5％の費用低減

効果が見込まれるとしている。 

 

図表 2-2-12 国内市町村運用アウトソーシング効果試算例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥ 共同化の効果 

 

 今回の自治体向けアンケート調査結果によると、単独導入に対する共同化によるコスト

削減効果は、開発費用に関しては「20～39％程度」が最も多く、次いで「40～59％程度」

である。保守・運用費用においては「10～19％程度」が最も多く、「30～39％程度」と回答

する団体も多い。 

 一方、自治体の共同化に対する民間企業の評価は50％台が最も多い。 

 このように、共同化は開発費用、保守・運用費用の各段階において大きなコスト削減効

果を期待することができるといえる。 

 

内製化の場合 アウトソーシングの場合 

人件費 90,518 19.5％  50,338 10.8％ 

運用費 311,478 67.1％ ｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞ料金 251,781 54.3％ 

開発･設計費 52,580 11.3％  52,580 11.3％ 

その他 9,306 2.0％  9,306 2.0％ 

計 463,882 100.0％ 計 364,005 78.5％ 
 

  人件費 

内部職員 外部要因 

開発・ 

設計費 

運用費 その他 合計 

90,518 70,186 20,332 52,580 311,478 9,306 463,882 
 

 SE/ 

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾏ 

オペ 

レータ 

小計 管理要員 その他 合計 

所属職員 3,921 1,447 5,368 6,755  12,123 

派遣要員 805 2,740 3,545  382 3,927 

合計 4,726 4,187 8,913 6,755 382 16,050 
 資料：地方自治コンピュータ総覧

資料：ＦＲＩ試算

資料：地方自治コンピュータ総覧

職務別電算関係職員数(市町村、1997年)

職務別電算関係職員数(市町村、1997年)

職務別電算関係職員数(市町村、1997年)

(単位：人）

(単位：百万円）

(単位：百万円／年）

資料：図表２－２－８に同じ
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図表 2-2-13① 共同化によるコスト削減効果＜開発費用＞（単独導入に対する削減比） 

 

 

図表 2-2-13③ 共同化によるコスト削減効果＜開発費用＞（民間企業の回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 2-2-13② 共同化によるコスト削減効果＜保守・運用費用＞（単独導入に対する削減比）
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(3) 費用対効果の算定 

① 総合保有コスト（ＴＣＯ） 

 

 国内におけるアウトソーシングはユーザによるシステム自己導入を前提に、システム

運用等をアウトソーサにまかせるタイプが主流である。 

 しかし海外におけるアウトソーシングはハードウェアやソフトウェアを自己導入もし

くは購入・所有しない形態も想定している。「所有」から「利用」の流れである。この流

れはユーザ・ニーズとアウトソーサ側の成長意欲を両輪しており、アウトソーシング市

場充実の原動力である。 

 こうした「所有」から「利用」というアウトソーシングに対応した費用対効果分析の

考え方が総合保有コスト（ＴＣＯ：Total Cost of Ownership）である。 

 企業のＩＴ導入、保有、利用のライフサイクル全体にわたる費用を把握してアウトソ

ーシング等の意思決定を行うべきというモデルである。 

 その背景にはコンピュータのダウンサイジングに伴い、ハードウェア購入等の初期費

用に比べ導入後のサポート、管理費用の比重が高まったことがある。低価格化で購入し

やすくなった反面、購入後の維持・利用費用等を無視できないようになり、ライフサイ

クル全体で費用対効果を分析する必要が生じたといえる。 

 また、システムの自己導入は実際の支出として反映される費用のほかに、ユーザーサ

ポートによる機会損失や研修などのエンドユーザ費用など金額換算しにくい、目に見え

ない費用（埋没コスト）が重要である。その埋没コストを含めた費用対効果を算定し、

アウトソーシング採用可否などの意思決定を行うことが望ましい。 

 今後、電子自治体推進・実現にあたってはアウトソーシングの活用有無にかかわらず

システム導入による総合保有コスト（ＴＣＯ）を算定し、意思決定材料とすることがア

カンタビリティの視点も含め、重要となってきている。 

 

図表 2-2-14① アウトソーシングのための費用比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：NTTデータ編集『ITフルアウトソーシングハンドブック』（2000.11）

目に見えないコスト目に見えないコスト

目に見えるコスト目に見えるコスト

アウトソーシング料金アウトソーシング料金

アウトソーシング前 アウトソーシング後
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図表 2-2-14② ＴＣＯの考え方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 2-2-14③ 情報システムにおけるＴＣＯの構成要素 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：日本経済新聞を基に作成 

 

ＴＣＯ（total　cost　of　ownership）

＝総合的な保有コスト

「企業が情報技術（IT）を取得し、保有し、

利用することに係るコストを、そのライフ
サイクル全体を通して把握するための
モデル」

・ハード・ソフトの購入費用
・外部委託費用
・情報システム部門の人件費

実際に発生しているコスト

・ユーザーサポートによる機会損失
・エンドユーザコスト（研修など）
・システム障害等の各種損失

埋没コスト

「企業が情報技術（IT）を取得し、保有し、

利用することに係るコストを、そのライフ
サイクル全体を通して把握するための
モデル」

・ハード・ソフトの購入費用
・外部委託費用
・情報システム部門の人件費

実際に発生しているコスト

・ユーザーサポートによる機会損失
・エンドユーザコスト（研修など）
・システム障害等の各種損失

埋没コスト

初期費用（資産取得）に比べ、

大きな運用費用

テクニカルサポート
１３％

l同僚のサポート

lセルフサポート

lトラブルの時の

　試行錯誤

l研修

lエンドユーザ開発

など

l同僚のサポート

lセルフサポート

lトラブルの時の

　試行錯誤

l研修

lエンドユーザ開発

など

l導入・移行・アップ
グレード

lヘルプデスク・サポー
ト要員

lエンドユーザー教
育・購買

など

l導入・移行・アップ
グレード

lヘルプデスク・サポー
ト要員

lエンドユーザー教
育・購買

など

lネットワーク・シス
テム管理など
lアウトソーシング
費用

など

lネットワーク・シス
テム管理など
lアウトソーシング
費用

など

管理
１５％

資産
２１％

lハードウェア

lソフトウェア

l資産・月次コスト
（リースなど）

など

lハードウェア

lソフトウェア

l資産・月次コスト
（リースなど）

など

エンドユーザーの運用
５１％

見えないコスト

初期費用（資産取得）に比べ、

大きな運用費用

テクニカルサポート
１３％

l同僚のサポート

lセルフサポート

lトラブルの時の

　試行錯誤

l研修

lエンドユーザ開発

など

l同僚のサポート

lセルフサポート

lトラブルの時の

　試行錯誤

l研修

lエンドユーザ開発

など

l導入・移行・アップ
グレード

lヘルプデスク・サポー
ト要員

lエンドユーザー教
育・購買

など

l導入・移行・アップ
グレード

lヘルプデスク・サポー
ト要員

lエンドユーザー教
育・購買

など

lネットワーク・シス
テム管理など
lアウトソーシング
費用

など

lネットワーク・シス
テム管理など
lアウトソーシング
費用

など

管理
１５％

資産
２１％

lハードウェア

lソフトウェア

l資産・月次コスト
（リースなど）

など

lハードウェア

lソフトウェア

l資産・月次コスト
（リースなど）

など

エンドユーザーの運用
５１％

見えないコスト

資料：http://www.csk-solution.gr.jp/tco/及び山田靖二監修『図解入門塾すぐわかる！ASP』（2000.10）

管理コスト

・計画･実行管理　　　　　　　　　　　・システム運用管理　　
・ネットワーク管理　　　　　　　　　　・資産･資源管理
・セキュリティ管理

・ハードウェア

・ソフトウェア

・業務アプリケーション開発

エンドユーザコスト

・ピア・サポート
・トレーニング（正規・非正規）
・ＦＵＴＺ

システムの障害・停止等に
よる各種の損失

運用･保守コスト

・ソフト／バージョンアップ費用
・ハード増設／拡張費用
・職員人件費
・外部委託費
・通信費等

・ユーザ支援
・ヘルプデスク

イニシャルコスト ランニングコスト

顕
在
コ
ス
ト

情報システムにおけるTCOの構成要素

埋
没
コ
ス
ト
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② 費用と効果の算定対象範囲 

 

 一方、ＩＴ活用の範囲が組織全体に広がり、企業の競争力そのものを左右するようにな

ってきているため、ＩＴ導入およびアウトソーシング活用のための費用対効果分析もより

柔軟に実施する必要がある。 

 費用については直接的な対象となるＩＴ主管部門の費用にとどまらず、関連組織のＩＴ

費用、さらには組織全体の全費用の低減・効率化を検討対象とする場合もある。また、組

織全体の業績（成果／アウトカム）に対する適切な効果測定の方がＩＴ投資の費用対効果

を考える上ではより建設的である。 

 このようにＴＣＯに基づくＩＴ導入およびアウトソーシングの費用対効果の測定はその

プロジェクト毎に異なり、複雑化することは避けられないが、中・大規模プロジェクトに

おいては不可欠なプロセスといえる。 

 

図表 2-2-15 プロジェクト毎に異なる費用対効果の算定対象範囲 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

組織活動全体

ＩＴ関連組織活動

ＩＴ主管部門活動

総
イ
ン
プ
ッ
ト
（総
投
入
費
用
）

　
　
　
ア
ウ
ト
カ
ム
（成
果
）

インプット②
＋

インプット①

ＩＴ関連インプット

＝

アウトプット②
＋

アウトプット①
(活動結果）

ＩＴ関連アウトプット

＝

組織の業績
（ｱｳﾄｶﾑ/組織成果）

組織の業績
（ｱｳﾄｶﾑ/組織成果）

組織の業績
（ｱｳﾄｶﾑ/組織成果）

ＩＴ関連ｱｳﾄﾌﾟｯﾄ
（活動結果）

総投入費用
（総ｲﾝﾌﾟｯﾄ）

ＩＴ関連ｲﾝﾌﾟｯﾄ
（費用等）

ＩＴ関連ｱｳﾄﾌﾟｯﾄ
（活動結果）

ＩＴ関連ｲﾝﾌﾟｯﾄ
（費用等）

＝ ×

最大化 最大化 「有効な」活動 「効率的な」活動

【組織全体の目標】 【ＩＴ関連組織の活動目標】

組
織
の
業
績
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③ 自治体における総合保有コスト（ＴＣＯ） 

 

 民間企業におけるＩＴ投資の費用対効果算定は開発・購入等の初期導入費用に加え、シ

ステムライフサイクル全体にわたる維持費用、さらには実際の現金支出は発生しないが組

織の機会損失である埋没費用までを総合して考えるようになってきている。 

 いわば自己導入、自己所有に伴う全体費用を算定するものであり、総合保有費用（ＴＣ

Ｏ：Total Cost of Ownnership）と呼ばれている。 

 このＴＣＯを算定することでアウトソーシング採用可否などの意思決定が可能となるの

は自治体においても同様である。 

 

④ 行政機関における費用対効果：「価値重視」 

 

 海外における行政機関のＩＴ関連調達は、「価格重視」一辺倒から、「価格と品質等の重

視」へ力点がシフトしている。図表 2-2-16 の通り、米国では「ベスト・バリュー(Best Value)

方式」として、日本における総合評価方式を加点方式にした調達方法を採用している。価

値(Value)＝品質(Quality)÷価格(Price)であり、価格だけでなく品質までも考慮するとい

う意味合いで「ベスト・バリュー」という概念を導入しており、価値(Value)重視は多くの

海外行政機関に共通している。いわば「高い価値」が高い費用対効果を意味しているので

ある。 

 さらに英国ではＶｆＭ（バリュー・フォー・マネー：Value for Money）というより精緻

な概念を導入したことは良く知られている。英国におけるＶＦＭはＰＦＩ等の公共調達分

野に限らず、公共部門の活動評価のための総合的なパフォーマンス（費用対効果）評価の

基本概念である。「大切な国民（市民）のお金（税金）なのだから、より価値ある使い方を

考えよう」という思想が根底に流れている。 

 ＶｆＭはＰＦＩを含むアウトソーシング全般の費用対効果測定上も活用される。特定ア

ウトソーシング・プロジェクトのＶｆＭ最大化を目標としながら、実際に民間から調達す

るＩＴサービス（含む資産）を「アウトプット」として特定し、そのアウトプットを最も

効率的に達成しうる提案、企業を競争的に選定するという調達プロセスが採用されている。

そのアウトソーシングにあたっては、埋没費用（ＰＦＩではリスク調整値）を含むＴＣＯ

で意思決定を行う。さらにその意思決定によるアウトソーシング・プロセスが実際に行わ

れているかの管理システムも明確に用意されており、アウトプット仕様書（アウトソーシ

ングではＳＬＡ）、パフォーマンス・モニタリング・システム（英国ではＩＳＯ９０００／

品質保証システムをベース）、それに基づく支払システム（インセンティブ）から構成され

ている。 
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図表 2-2-16① 米国連邦政府におけるＩＴ調達の動向 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 2-2-16② 英国ＶＦＭの考え方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 米国連邦政府においても、長年の間調達の主流は「価格重視」という姿勢であった。しかしながら、
1990 年代初頭から「価格のみを重視した調達は、最先端技術、品質、デリバリー、フォローアップ、
中小企業・マイノリティー優遇政策などの面で、調達者である政府にとって必ずしも最大の利益をも
たらさない」という認識のもと、情報システムの調達選定には Best Value 方式（注１）が用いられるよ
うになった。 
 Best Value 方式は、価格とそれ以外の要素につき、予め見積仕様書の中で項目と配点が明示され、
それらの合計点が最終評価となる方式である。我が国の例を引けば、総合評価方式を加点式に変更し
たものと言える。ただし、この場合の「価格」は、調達の内容によって変動し、広くはライフサイク
ル全体に亘る場合もある。この方式では、価格以外の要素は、定量的に評価可能な要素と定性的な評
価要素に分けられ、各々に対して様々な評価方式が取られている。「標準的に設定すべき項目」という
ものは設定されておらず、プロジェクトの性質により調達担当官が定めているのが実態である。ただ、
価格に対する評価配点は相対的に低く、評価項目の中では最も配点が低くなっている。なお、価格に
関しては、「非現実的な価格を提示したプロポーザルは却下する」旨が見積仕様書内で明言されており、
極端な低価格落札は排除することが事前に明示されている。（中略） 
 以上のように、米国では情報システムの調達にあたっては、調達者が投資に見合った最大の利益を
得られるような方式を採用し、その実現のために人的側面での強化が行われている。 

以上

・ 英国のＩＴ調達においても同様な趣旨の方式が取られている。英国の場合はValue for Money 方式と呼ばれている。英
国の場合、ライフサイクルコストがより前面に打ち出されている。 

資料：ソフトウェア開発・調達プロセス改善評議会「情報システムに係る政府調達の見直しについて

～ソフトウェアの特質を踏まえた政府調達制度の改善に向けて～」（平成13 年 12 月） 

VFM　=

PFIの手法

= ×
アウトカム（成果） アウトカム アウトプット

インプットアウトプット（機能）インプット（人員・予算）

‖

‖

市民満足度

税金

事業ニーズの特定

市場サウンディング

有効性 効率性

‖ ‖

アウトプットの特定

代替案評価

企業競争・創意工夫

VFMテスト

コスト

PSC

リスク調整値

従来方式の

総事業コスト

（参考プロジェクト）

（RP）

民間が提案

する公共
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支払い額

VFMの発生

PFI方式従来方式

品質管理プログラム

　と作 業 実 施 報 告 書

品質管理プログラム

　と作 業 実 施 報 告 書

紛 争 ・問題処理の

仕 組 み

紛 争 ・問題処理の

仕 組 み

アウトプッ
ト仕 様 書

支払いメカ
ニズム

パフォーマンス・モニタ
リング・システム

実現したサービ
ス水準に対して

対価を支払う

提供されたサービス
水準を把握する

行政が必要とするサー
ビス内容を規定する
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(4) サービス品質確保等の手法 

① ＳＬＡ 

 

 アウトソーシングを適切に活用していくために欧米ではＳＬＡ（サービスレベルアグリ

ーメント）によってアウトソーシング・サービスの内容や品質を明確にする。 

 アウトソーシングの費用対効果を追求するためにはアウトソーシング料金に含まれるサ

ービスを詳細に検討し、不必要なサービスを契約から取り除く必要がある。必要なサービ

スもどの程度のサービスを要求するかによって料金水準に反映される訳であるから、定量

的にサービスレベルを規定するのがＳＬＡである。 

 ＳＬＡはアウトソーシングの基本契約とセットの「仕様書」である。日本における多く

の外部委託契約はＳＬＡに比べ、定性的かつあいまいな表現の記述となっている。 

 費用対効果の高いアウトソーシングを実施するためには、不必要なサービスまで購入し

ないようにすることが不可欠であり、そのためには具体的かつ定量的にサービス内容・品

質（レベル）を規定するＳＬＡを導入・改善していく必要がある。 

 

 

 

図表 2-2-17 ＳＬＡ（サービスレベルアグリーメント） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

従来提示していた内容や品質 ＳＬＡで定める内容や品質

•　定性的であいまいな記述
•　ベンダー側の一方的な対応を規定

•「障害発生時には担当のエンジ
ニアがただちに対応作業を開始
する」
•「障害発生時には、サーバーの
代替機を迅速に手配する」

•　サービスの内容や品質をより具　
　体的に定量的に記述
•　ユーザー側の視点
•　結果保証型

•「毎月のネットワーク稼動率を99.9%
以上とする」
•「サーバ障害が発生した場合の復
旧時間は１時間以内とする」
•「問合せの電話に対して４コール以
内に対応する」
•「障害発生後、１５分以内に顧客担
当者に通知する」

資料：ＮＴＴデータ編著「ＩＴフルアウトソーシングハンドブック」（2000.11）
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② パフォーマンス契約  

 

 ＳＬＡはまず、アウトソーシングを行う際に不必要なサービスまで購入しないようにす

る役割を果たすが、サービス内容と品質（レベル）を具体的・定量的に記述することから

顧客（ユーザ）のパフォーマンス（活動成果や業績）を改善・向上する、言い換えればサ

ービス品質を落さず、業務効率化や費用低減を図る貴重な経営管理ツールとなる。 

 あるサービスのレベルの高低は、アウトソーサ側のサービス原価を通してアウトソーシ

ング料金に反映されるが、顧客（ユーザ）側もしくは顧客とアウトソーサの両者の業務プ

ロセスを見直すことにより、原価を増加させずにサービスレベルを向上させることも可能

である。さらに、パフォーマンス向上の利益の一部をアウトソーサに還元する仕組み（イ

ンセンティブ）を導入することによって、サービスレベル等のパフォーマンス向上策をア

ウトソーサ側から提案させることも可能となる。当初、設定したサービスレベルをアウト

ソーサが提供できなかった場合にアウトソーシング料金を減額する逆のインセンティブも

同様である。 

 戦略的アウトソーシングは顧客の重要な目標に関してパフォーマンス契約を締結し、ア

ウトソーサにインセンティブを与え、長期的に両者の利益を最大化することを意図したも

のであり、いわば顧客とアウトソーサが利益とリスクを共有するアウトソーシング形態で

ある。 

 このようにパフォーマンス契約は、利益とリスクの共有度合い（アウトソーサへの移転

度合い）、契約料金に占めるパフォーマンス支払の比重によって多様かつ柔軟なアウトソー

シングの選択肢を提供するものである。欧米におけるアウトソーシング発展のポイントで

あり、アウトソーサがほとんどリスクを負わないアウトソーシングが主流の日本との決定

的な相違点である。 

 

図表 2-2-18 パフォーマンス契約 

 

※主として仕様書（SLA/ｻｰﾋﾞｽﾚﾍﾞﾙｱｸﾞﾘｰﾒﾝﾄ）に反映
高 ペナルティあり
↑

成功報酬型
（高ｲﾝｾﾝﾃｨﾌﾞ型） ペナルティなし

・標準型に加え、品質保証の詳細を規定
（標準化された品質保証基準）

目標共有型（ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟ型）

・標準型に加え、品質目標の詳細を規定
・品質目標基準達成のための継続的改善努力義務

標準型契約

・ｻｰﾋﾞｽの範囲、内容、役割分担、
責任と権限の詳細を規定

↓ ・上記の規定によりｻｰﾋﾞｽ品質を保証
低

大　← →　小

パ
フ
ォ
ー

マ
ン
ス
の
比
重

ユーザ側の管理責任・リスク
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 (5) 戦略的なアウトソーシング活用 

① アウトソーシング対象範囲の包括化 

 

 ＩＴ分野における技術革新スピードの速さを背景に、より専門的な業務をアウトソーシ

ングしていく流れが定着すると、複雑化・高度化するアウトソーシングの管理負担自体が

高まり、顧客側にとってアウトソーシング契約を特定のアウトソーサに集中して管理する

誘因となった。 

 また一方で、情報システムの企画・設計・開発、そして保守・運用というシステムライ

フサイクルの各段階でその都度、アウトソーサに作業を委託する従来のアウトソーシング

の非効率さも目立つようになってきた。特に情報システムの良否と費用対効果はシステム

ライフサイクル全体で評価するのが望ましく、情報システムから得られる効用とライフサ

イクルコストで情報システム投資およびアウトソーシングを管理するという方法論が普及

した。 

 このように一般論としてアウトソーシングは対象サービス（システム）、システムライフ

サイクル全般に対象範囲を包括化するほど高い費用対効果が得られるとされるようになっ

てきている。 

 

図表 2-2-19① アウトソーシング対象の包括化：その１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【Ⅰ.システムライフサイクルの包括化】

【Ⅱ.対象システムの包括化】

【Ⅲ.契約期間の包括（長期契約）化】

①
部門Ａ

② ③ ④ ①
部門Ｂ

② ①
部門Ｃ

対象システム（部門）

シ
ス
テ
ム
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル

企画

設計

開発

運用
・

保守

Ｉ

Ⅱ

単年度

５年

１０年

【Ⅰ.システムライフサイクルの包括化】

【Ⅱ.対象システムの包括化】
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 このようなシステムライフサイクル、対象システム等の包括委託化はそのまま戦略的ア

ウトソーシングを意味する訳ではない。少なくとも前述したＳＬＡのない包括委託化は単

なる全面委託であり、「丸投げ」である。サービス内容と品質（レベル）を特定していなけ

れば本当に必要なサービスを必要なレベルだけアウトソーシングしているか否か把握でき

ず、顧客は管理できないアウトソーシングに依存することになる。 

 また、包括委託化はその業務の管理責任が完全に顧客側に所在する、各種作業の全面委

託の形態ではアウトソーサ側に顧客の業務プロセス改善・提案を積極的に行うインセンテ

ィブを与えることができない。適切なインセンティブ要素を組み込んだパフォーマンス契

約とすることではじめて包括化によるアウトソーシング効果を最大化することができる。 

 このような取り組みによって顧客とアウトソーサの業務分担、ＩＴ投資・資産所有、Ｉ

Ｔ要員配置などを見直すＢＰＲ（ビジネスプロセスリエンジニアリング）にアウトソーシ

ングを活かすことが可能となる。 

 

 

図表 2-2-19② アウトソーシング対象の包括化：その２ 
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② 資産と業務の売却・共有 

 

 アウトソーシング手法が企業の事業構造と業務プロセスを抜本的に見直し、競争力強化

を図る手段として欧米で発達した経緯からも分かるように、歴史が長く、豊富（過剰）な

資産を抱える大企業のスリム化が主要な目的の１つである。 

 情報システム業務の中で本当に必要なサービス、サービスレベルを認識し、業務や資産・

要員の再配置にアウトソーサを活用するのが狭義の戦略的アウトソーシングである。ＩＴ

資産の売却・共有は企業のバランスシートおよび資産効率（ＲＯＡ等）を短期的かつ直接

的に改善する。また、要員の再配置も長期契約の中で企業側と職員側双方に配慮した形態・

プロセスを柔軟に採用する余地を高めている。 

 また、それまで顧客の業務として行っていた活動全体（含むＩＴ資産・ＩＴ要員）を非

コア業務としてアウトソーサに移転する選択肢も見えてくる。活動全体のアウトソーシン

グはＢＰＯ（ビジネス・プロセス・アウトソーシング）と呼ばれるものである。 

 

図表 2-2-20 ＩＴ資産・資源・業務の売却・共有 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

センター施設等

ネットワーク

ハードウェア

ソフトウェア

（ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ）

ユーザ側要員

業務（事業）運営

センター施設等

ネットワーク

ハードウェア

ソフトウェア

（ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ）

ユーザ側要員

業務（事業）運営
業務（プロセスおよびそのシステム）の移転

出向・転籍等

ＩＴ資産移転

ＩＴ資産移転

ﾊｰﾄﾞ､ﾈｯﾄ､ｲﾝﾌﾗのｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞ

ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ
ｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞ

ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ
ｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞ
（含む要員）

ﾋﾞｼﾞﾈｽﾌﾟﾛｾｽ
ｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞ

（ＢＰＯ）

ユーザー側

所有・管理資源

アウトソーサ側および共同出資会社
（共同出資会社：ＪＶ/ジョイントベンチャー型）
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③ プッシュ・アウト型とバイ・イン型 

 

 大企業組織のＢＰＲの一環としてスリム化の実施がアウトソーシング手法の発展を促進

したが、こうしたアウトソーシング・ニーズが優良なアウトソーサを育成し、充実したア

ウトソーシング市場を形成することとなった。 

 アウトソーシング市場の充実に伴い、ベンチャーなどの新興企業や他業種からのＥビジ

ネス参入を容易にするアウトソーシング・サービスの供給が行われる市場環境が米国をは

じめとする海外で整備されている。 

 前者の、スリム化を意識したアウトソーシングは「プッシュ・アウト型アウトソーシン

グ」、後者は「バイ・イン型アウトソーシング」と呼ばれる。米国ではすでに「バイ・イン

型」のアウトソーシングが一般化しているのに対し、日本では「プッシュ・アウト型」の

進展段階のまま、ＩＤＣサービスなどの「バイ・イン型」アウトソーシングとして活用・

導入が本格化しつつある状況といえる。 

 電子自治体推進・実現という視点では、すでに情報システム化が進展している大都市で

は「プッシュ・アウト型」と「バイ・イン型」の両方、十分な情報システム化がなされて

いない中で取り組みを求められている中小都市では「バイ・イン型」のアウトソーシング

が検討対象となる。 

 

 

図表 2-2-21 アウトソーシング：プッシュアウト型とバイイン型 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＩＴの戦略的活用
（ＢＰＲ）

ＩＴの戦略的活用
（ＢＰＲ）

コストセンター
としての
ＩＴ部門

コストセンター
としての
ＩＴ部門

ｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ提供ｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ提供

社内社内

コア業務コア業務

非コア業務非コア業務

市場市場

ｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ活用ｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ活用

プッシュアウト型

Ｅビジネス参入

ＩＴ投資ニーズ

Ｅビジネス参入

ＩＴ投資ニーズ

バイ・イン型

ＩＴ投資ニーズ
持たざる経営

ＩＴ投資ニーズ
持たざる経営

社内社内

(例：大手企業） (例：中小企業）〔受給両面での成長〕

資料：株式会社富士通総研（2001）
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④ アウトソーシングの対象範囲 

 

 アウトソーシング・サービスはアプリケーションの設計・開発委託、同じく保守・運用

委託などシステムライフサイクル毎の個別作業のアウトソーシング・サービスから始まり、

運用の包括委託、設計・開発から運用までの包括委託、さらにはＩＴ資産やＩＴ要員を含

む活動全体にその対象範囲を拡大する傾向にある。 

 

図表 2-2-22 アウトソーシング対象範囲の拡大 

対象範囲 個別段階 運用包括化段階 活動全体段階 

土地・建物 

設備 

  

ＩＴ要員 教育／研修サービス 

戦略的 
ｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞ 

（広義） 

業務運営  ﾋﾞｼﾞﾈｽﾌﾟﾛｾｽｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞ 

企画 

設計／開発 システムインテグレーションサービス 

保守 ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ保守 

ﾘｽｸ・資産共有段階 
同上 

（狭義） 

運用管理 ﾏﾈｰｼﾞﾄﾞｻｰﾋﾞｽ 

 

ア

プ

リ

運

用 

運

営 運用／保守 ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸｻｰﾋﾞｽ  運用包括 

ネットワーク ﾈｯﾄﾜｰｸｻｰﾋﾞｽ   

ソフトウェア環境  

ハードウェア機器 ｼｽﾃﾑｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ 

ｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞ 

・ＩＴ資産譲渡 
（買収） 

・ＩＴ要員譲渡 
（移籍） 

・新会社設立 

 

 

⑤ プロフィットセンター化 

 

 前出図表 2-2-21 では、企業がＩＴ活用を進める過程で従来はコストセンターとしての位

置づけであった社内情報システム部門や情報システム子会社が、新しいＩＴノウハウおよ

び資源を活用して、社外への販売・サービス提供、さらには新規事業化する事例が多く見

られる。自社データセンターを事業化したり、先端的な業務ノウハウをアプリケーション・

サービス化するなどである。既存企業内部のＩＴ資源を活用してアウトソーシング・サー

ビス提供事業者となるプロフィットセンター化の傾向が特徴的である。 

 電子自治体推進・実現の視点では、豊富（過剰）な内部ＩＴ資源を有する大都市がデー

タセンターサービスなどハード、アプリケーション提供などソフトの両面でサービス提供

者としての役割を果たす可能性を示唆している。 

 また、中小都市が戦略的に同様な取り組みを行う機会も広がっている。 
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図表 2-2-23 情報システム部門のプロフィットセンター化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥ シェアードサービス 

 

  親会社情報システム部門や間接部門全体を切り離し､グループ全体の業務を集約する

サービス会社を設立して分社化・共同化の効果を追求する手法。 

  複数ユーザが共同で戦略的アウトソーシングを行う形態であり､市町村合併や広域行

政､システム統合などの課題を持つ自治体での活用が期待される。 

 

図表 2-2-24 シェアードサービス 

 

                              

コストセンター

社
内
情
報
シ
ス
テ
ム
部
門

情
報
シ
ス
テ
ム
子
会
社

ＩＴアウトソーサとのジョイントベンチャー（ＪＶ）が有望備考 ＩＴアウトソーサとのジョイントベンチャー（ＪＶ）が有望備考

コ
ア
業
務

ソフト

ハード

ネット

センター

ＩＴ部門サ
ー
ビ
ス
提
供

コ
ス
ト
負
担

外
部
顧
客

ソフト

ハード

ネット

センター

ＩＴ部門サ
ー
ビ
ス
提
供

コ
ス
ト
負
担

コ
ア
業
務

サ
ー
ビ
ス
提
供

対
価

ソフト

ハード

ネット

センター

新
事
業コ

ア
業
務

顧客A

顧客Ｂ

顧客Ｃ

サービス外販による
コスト負担低減 プロフィットセンター化

ソフト

ハード

ネット

センター

新
事
業親

会
社

顧客A

顧客Ｂ

顧客Ｃ

子会社

ソフト

ハード

ネット

センター

子会社サ
ー
ビ
ス
提
供

対
価

外
部
顧
客

親
会
社

ソフト

ハード

ネット

センター

子会社サ
ー
ビ
ス
提
供

対
価

親
会
社

 

他の
企業グループ
参加

親会社

人事等の間接部門
グループ内
間接業務
サービス会社　
(グループ外も)

子会社Ａ 子会社Ｂ 間接業務の委託子会社Ａ 子会社Ｂ 間接業務の委託

分離・設立

間接業務の委託
[特定の企業グループ]



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２部 地方公共団体のアウトソーシングに関する研究 

 

第３章 ネット型サービス（ＡＳＰ等）産業の動向 
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第３章 ネット型サービス（ＡＳＰ等）産業の動向 

 

3-1 ネット型サービス（ＡＳＰ等）の現状 

(1) 海外における市場動向 

① ＩＤＣ市場 

 

ＩＤＣビジネスは、個別の事業会社が自社内でのサーバや関連ソフトの管理を実施するこ

とがコスト高になってきていることから、アメリカでは 1998 年頃から成長し始めている事

業形態である。ＩＤＣビジネスは、大規模な Web サーバを持ち、複数企業のサイトの構築

から管理までを受託する。 

世界のＩＤＣ市場規模は、2003 年に 176 億ドルと、1999 年（18億ドル）の約 10倍にな

ると予測されている。しかし、予測値は調査会社によって大きく異なっており、また、Ｉ

ＤＣの定義がまだ明確にはなっていないという状況である。 

 

図表 3-1-1 海外ＩＤＣ市場予測：その１ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

資料：日経システムプロバイダ（2000.12.22） 

 

ＩＤＣの基本サービスはホスティングだと考えられるが、ホスティングは概してコロケー

ションと管理サービス（Managed Hosting Service）に分けられる。コロケーションの市場

規模は 99 年の 21 億ドルから2004 年には 93 億ドルに、管理サービスに関しては345 億ド

ルから 692億ドルに伸長すると考えられている。前述したコロケーションの市場規模の比

率拡大は、卸売り（Wholesale）業態の伸長によると考えられる。管理サービスを提供する

ＩＤＣや自社設備をもたないバーチャルＩＤＣなどにハイエンドのインフラを販売するも

のである。 
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図表 3-1-2 海外ＩＤＣ市場予測：その２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：Gartner Dataquest 2000.10 

 

② ＡＳＰ市場 

 

ＡＳＰの市場規模は、2005年に 240億円と、2000年（9億 8,600 万ドル）の 24 倍になる

と予測されている。年平均成長 89％で伸びる計算である。 

ＡＳＰがターゲットとする地域は米国が 90％と最も多い。ついで西欧の 46％となっている。 

 

図表 3-1-3 海外ＡＳＰ市場予測 

 

 

 

 

 

 

資料：日経システムプロバイダ(2001.8.3) 

 

 資料：日経システムプロバイダ(2001.8.3) （原典：米ＩＤＣ(2001.6)） 

コロケーション：21億ドル

管理サービス：345億ドル

コロケーション：93億ドル

管理サービス：692億ドル

1999 2004

6% 13%

366億ドル 785億ドル

コロケーション：21億ドル

管理サービス：345億ドル

コロケーション：93億ドル

管理サービス：692億ドル

1999 2004

6% 13%

366億ドル 785億ドル
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③ 主要アウトソーサ（サービス事業者）の概要 

 

米国における主要ＩＤＣ事業者の売上高と当期純利益代表的企業の収益動向を見てみる

と下記のようになり、各社とも収益が投資に追いつかずに赤字がどんどん膨らむ収益構造

となっている。 

 

図表 3-1-4 海外主要ＩＤＣ事業者 

 

注１：各社財務データはYahoo America Finance から（ただし、PSINet はアニュアルレポートより）  

注２：各四半期の最終日は 3/31、6/30、9/30、12/31（ただし、Navisite は 4/30、7/31、10/31、1/31） 

 

 

米国では、現在 480 社のＡＳＰ企業が存在し、さらに毎日新たな企業が登場。しかし、2001

年末までにそのうち60％のＡＳＰ企業が姿を消し、2004 年の段階では、企業向けのフルサ

ービスを提供するＡＳＰ事業者として生き残れるのは、480 社のうちわずか 20 社、部分的

な業務特化タイプのソリューションサービスを提供するＡＳＰ事業者として生き残れるの

も約 2割の 100 社以下とガートナーグループは予測している。(2001 年 5 月) 

会 社 名 項 目
2 0 0 ０年

第 １四 半 期
2 0 0 ０年

第 ２四 半 期
2 0 0 ０年

第 ３四 半 期
2 0 0 ０年

第 ４四 半 期
2 0 0 1 年

第 １四 半 期
売上高 15.8 18.0 21.0 21.5 20.2

当期純利益 -11.0 -12.9 -14.2 -14.5 -15.2
売上高 24.6 33.5 45.0 32.6 27.1

当期純利益 -76.9 -130.0 -131.4 -1514.1 -70.0
売上高 5.5 9.2 12.4 14.1 14.4

当期純利益 -5.1 -8.7 -12.5 -13.1 -14.5
売上高 25.8 42.2 46.5 53.5 53.1

当期純利益 -25.9 -34.4 -41.2 -41.6 -44.2
売上高 11.3 16.1 24.1 31.6 32.8

当期純利益 -92.7 -100.2 -113.0 -142.5 -1191.5
売上高 132.5 179.6 229.6 275.1 348.7

当期純利益 -68.0 -51.3 -69.5 -77.2 -649.6
売上高 17.9 21.4 25.9 26.2 26.8

当期純利益 -47.1 -30.1 -28.4 -73.3 -32.0
売上高 14.2 20.5 26.0 27.2 26.2

当期純利益 -16.4 -19.5 -23.1 -31.9 -29.3
売上高 222.9 248.0 352.5 - -

当期純利益 -168.0 -142.9 -636.0 - -

App l i ed  Theory

  Cr i t ica l  Path

 Data  Return

 D ig i x

PS INe t

 D ig i ta l  I s l and

 Exodus

Glob ix

Nav is i te
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図表 3-1-5 海外主要ＡＳＰ事業者 

 

ＡＳＰはそれぞれサービスが異なるため、多様な課金モデルが存在するが、基本的には月

額 1ユーザー当たりの課金方法が主流となっている。理由としては、一般的にソフトウェ

ア・ベンダーが 1 ユーザー当たりの課金方法を使っていることがまずあげられるが、ほと

んどのＡＳＰ事業者が請求書発行のために動的なトランザクションまたは他の計測方法に

よりトラッキングする設備を持っていないということもある。また、顧客側は、予測でき

ないトランザクション課金でなく、 1 ユーザー当たりの課金のような予測できるプライシ

ングを好むと考えられているからである。ただし、ＡＳＰ事業者や他のサービス・プロバ

イダに対してトラック、管理、課金を支援するプラットホームを提供している事業者も現

れている。 Xevo、Abridean、iCan SP がこれにあたる。それによってＡＳＰ事業者が、日

次ベースで利用時間、トランザクション、キャパシティ等のトラックやレポートすること

を可能にし、直ぐに請求書を発行できるようにしている。 

ベンダー名 売上高 市場シェア(%)
 Usinternetworking 110.0 7.70
 Qwest Cyber Solutions 100.0 7.00
  Interliant 52.0 3.60
 PeopleSoft 40.0 2.80

 Corio 33.5 2.30
 eOnline 25.0 1.70
 Breakway Solutions 20.0 1.40
 Agilera 20.0 1.40

 Surebridge 17.0 1.20
 Telecomput ing11.0 0.80
 その他 1001.5 70.10
 合計 1430.0 100.00

米国のASP市場：ベンダー別売上高とシェア
　　　　　　　　　　　　　　　(単位：百万ドル）

資料：Gartner Dataquest(May 2001)

Usinternetworkingの売上高と当期純利益
　　　　　　　　　　　　(単位：千ドル）

Interliantの売上高と当期純利益
　　　　　　　　　　　　(単位：千ドル）

資料：USinternetworkingのアニュアルレポートより

資料：Interliantのアニュアルレポートより

1998年 1999年 2000年
売上高 4,122 35,513 109,544
当期純利益 -32,453 -103,318 -174,960
キャッシュフロー 43,802 112,302 56,962

1997年 1998年 1999年 2000年
売上高 - 4,905 47,114 158,070
当期純利益 -158 -10,732 -53,932 -151,229
キャッシュフロー 941 10,223 32,879 39,039

ベンダー名 売上高 市場シェア(%)
 Usinternetworking 110.0 7.70
 Qwest Cyber Solutions 100.0 7.00
  Interliant 52.0 3.60
 PeopleSoft 40.0 2.80

 Corio 33.5 2.30
 eOnline 25.0 1.70
 Breakway Solutions 20.0 1.40
 Agilera 20.0 1.40

 Surebridge 17.0 1.20
 Telecomput ing11.0 0.80
 その他 1001.5 70.10
 合計 1430.0 100.00

米国のASP市場：ベンダー別売上高とシェア
　　　　　　　　　　　　　　　(単位：百万ドル）

資料：Gartner Dataquest(May 2001)

Usinternetworkingの売上高と当期純利益
　　　　　　　　　　　　(単位：千ドル）

Interliantの売上高と当期純利益
　　　　　　　　　　　　(単位：千ドル）

資料：USinternetworkingのアニュアルレポートより

資料：Interliantのアニュアルレポートより

1998年 1999年 2000年
売上高 4,122 35,513 109,544
当期純利益 -32,453 -103,318 -174,960
キャッシュフロー 43,802 112,302 56,962

1997年 1998年 1999年 2000年
売上高 - 4,905 47,114 158,070
当期純利益 -158 -10,732 -53,932 -151,229
キャッシュフロー 941 10,223 32,879 39,039

資料：Gartner Dataquest (May 2001) 資料：Interliant アニュアルレポートより

資料：Usinternetworking アニュアルレポートより 
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(2) 国内における市場動向 

① ＩＤＣ市場 

 

日本のＩＤＣ市場は、2000年に 5,125 億円であるが年平均 16.9％で伸長し、2005 年には

1兆 1,000 万円を超えると予測されている。これは、ブロードバンドや eビジネスの進展に

伴い、データ量が増加するためと考えられる。2000年のＩＤＣ市場のうち 67％を併置型ホ

スティング（ハウジング）が占める。管理型インフラ・ホスティングは 3.8％である。これ

は、日本においては、IT 資産を自社で所有する傾向が強いためと考えられる。 

 

図表 3-1-6 国内ＩＤＣ市場予測 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

併置型ホスティング：コロケーション。サーバは顧客が所有しラックスペースを提供する。 

管理型インフラ・ホスティング：インフラおよびインフラの管理を提供する。 

IT サービス：アウトソーシングとネットワーク管理を提供する。 

512,500

1,100,000

出所：IDC Japan（2001.8）
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512,500

1,100,000

出所：IDC Japan（2001.8）
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② ＡＳＰ市場 

 

2000 年のＡＳＰ市場規模は 158 億円、年平均 76.7％で成長し、2005年には 2,724 億円に

なると予測されている。その内訳としては、業種特化系が過半を占める形で大きく成長す

ること、ＥＣ系がそれに次ぐ市場規模であること、などである。 

 

図表 3-1-7 国内ＡＳＰ市場予測 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：ＩＤＣ Ｊａｐａｎ  

■バックオフィス系ＡＳＰ： ERP や財務・会計、人事・給与などの業務アプリケーション・サービス  

■フロントオフィス系ＡＳＰ： SFA（営業支援）や顧客サービス、データベース・マーケティングなどを含   

む CRM 関連サービス  

■EC 系ＡＳＰ： 購買・調達や電子商取引市場などのサービスを含む、B to B の電子商取引ソリューション。  

■業種特化系ＡＳＰ： 業種特化型アプリケーション・サービス  

■コラボレーション系ＡＳＰ： グループウェアや電子メールなど、コラボレーション系アプリケーション・

サービス 
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③ 主要アウトソーサ概要 

 

従来、特に外資系ＩＤＣは、高速･大容量の通信回線と耐震や防災システムを完備した高

信頼度の施設と温度調整機能やアクセス監視システム、そしてセキュリティ機能を持った

サーバを 24 時間 365 日確実に運用管理するといったハウジングを中核にしたサービスを提

供していた。しかしながら、競争激化により他社とのサービスの差別化が求められるよう

になったため、インフラ提供型、運用管理サービス付加型、高付加価値提供型といったよ

うにスタンスを明確にすると同時に、他のシステム・プロバイダーなどと連携し差別化を

図っている。 

 

図表 3-1-8 ＩＤＣ事業者の分類 

  

 

『日経システムプロバイダ』（9月 14日号）によると、日本のハウジング・サービスの相

場はラック当たり月額 20～25 万円、また、米国の相場（8 月に調査）は、ニューヨーク市

で月額 1,500 ドル（1 ドル＝120 円換算で 18 万円）及びサンフランシスコとシカゴで月額

1200 ドル（14.4 万円）だという。 

また、米国のコロケーションの1ラック当たり平均月額料金は、昨年 9月時点で 870 ドル

（10.4 万円）になり、ハウジングとコロケーションの差額である 4 万円～8 万円は、モニ

タリングなどの基本的な管理コストに相当するものと考えられる。さらに、日本の運用サ

ービス付帯ハウジングの相場は、日本ＩＤＣによると、約 100 万円だという。運用付ハウ

ジングから通常のハウジングの差額は、55～60 万円で、この費用は、マネージド・ホステ

ィングなどの高度な運用コストに相当するものと考えられる。 

業務特化型 アバヴネットジャパン
エクソダスコミュニケーションズ
等

●金融、小売など特定業種向けのサービ
スをシステム・プロバイダとの協業で開
発・提供
●大規模ユーザーを中心に個別システム
を展開

コンポーネント獲得型 UUネットジャパン
グローバルセンタージャパン
等

●各サービス分野のそれぞれに、 得意とす
るシステム・プロバイダと提携し、サービスを
メニュー化
●一般に、各分野に1社のシステム･プロバ
イダと独占的に契約
●中小規模のＥＣサイトなどがターゲット

アプリケーション
パートナ獲得型

インテル
ケーブル・アンド・ワイヤレスＩＤＣ
PSIネット等

●iＤＣ自身が、Ｗｅｂアプリケーショ
ン･サーバなどのプラットホームと、運
用監視やセキュリティなどのサービスを
提供し、システム･プロバイダは、その
上で動作するアプリケーションだけを用
意
●事前検証済みの環境を使用するため、
ユーザに高いサービス･レベルを保証
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図表 3-1-9 主要ＩＤＣ事業者 

資料：株式会社インプレス「インターネットデータセンター２」より作成 

 

企業名 サービス開始時期 床面積（ｍ２） 総トラック数 ピアリング数
料金

(１トラック当たり月額)
アットネットワークジャパン 2000年7月 1,320 約４００ 非公開 20万円

アバヴネットジャパン 2000年6月

820／3,000（２０
０１年に第２セン
ター建設予定) 457(2000年9月末)

トラフィック従量制(９
５％プライシングルー

ル適用）
インテルオンラインサービス 2000年6月 非公開 非公開 複数のバックボーン 個別見積

エクソダスコミュニケーションズ 2000年4月 14,620
専用･公衆網を含め

３００以上 個別見積
グローバルセンター･ジャパン 2000年4月 3,000 非公開 30万円

グローバルワン 2001年初頭 230
海外:３００以上
国内：８０以上 18万円

デジタルアイランドジャパン 2000年5月 1,530 非公開 33万円
ピーエスアイネット 1999年10月 4,000 1100 非公開 30万円
ワールドコム(UUNET) 1998年10月 15,000 非公開 15万円

レベルスリー・コミュニケーションズ 2000年秋 6,000
北欧・欧州・アジア

の約100社 17万円
インターネットイニシアティブ 1997年4月 70,000 非公開 30万円
NTT-ME 2000年9月 6,500 非公開 18万円

NTTコミュニケーションズ 1999年7月 40,000

NTTコミュニケー
ションズが提供する

全回線サービス 非公開
NTTスマートコネクト 1998年6月 5,000 非公開 25万円
KDDI 1990年 非公開 非公開 非公開 15万円

ケーブル・アンド・ワイヤレスIDC 1997年11月 20,000
国内外の主要
ISP100社以上 20万円

ジェンズ（JENS) 2000年6月 3,200 61 24万円
NTTデータ 2000年10月 10,000(予定) 非公開 30万円
大塚商会 2000年8月 6,600 28万円
京セラコミュニケーションシステム 1999年9月 2,250 300 非公開 24.5万円
CRC総合研究所 2000年12月 5,300 10社(開設当初) 非公開
ティアイエス 2000年10月 33,130 非公開 18万円
日本ユニシス 1990年4月 10,000 非公開 42.6万円
日本電気 2000年4月 25,300 約70 20万円
日立製作所 2000年9月 20,000 非公開 17万円
富士通 2000年4月 28,000 非公開 18万円

アット東京 2000年9月
140,000

（2003年予定) 非公開 20万円
大日本印刷 2000年9月 500
セコムトラストネット 2000年12月 非公開 非公開 2 60万円
中部コミュニケーション 2000年10月 1200 非公開 17万円

海
外
事
業
者
系

通
信
事
業
者
系

シ
ス
テ
ム
プ
ロ
バ
イ

ダ
ー

系

異
業
種
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(3) ネット型サービス等の動向 

① 代表的なサービス概要 

 

自社データセンターの運用・保守を委託する形態ではなく、外部民間事業者のデータセ

ンターサービスを活用する場合、代表的なサービスは図表 3-1-10 の通り、ホスティング、

ハウジング、ＡＳＰの３種類である。 

 これら３種類のサービスはデータ設置場所がアウトソーサ（サービス事業者）のデータ

センタであることが共通している。 

ホスティングとＡＳＰではハードウェアの所有主体がアウトソーサ側にあり、ハウジン

グではハードウェアはユーザ所有である。 

 ホスティング、ハウジングはどちらもユーザ自身のソフトウェアであり、ＡＳＰがソフ

トウェアをもアウトソーサから供給してもらう形態であることが決定的に相違する点であ

る。アプリケーションの使用形態も同様にＡＳＰは他の２サービスと大きく異なる。ホス

ティングとハウジングは共に１対１（1 to 1）であるのに対し、ＡＳＰは１対多（1 to many

もしくは、1 to N）である。そのため、ＡＳＰではアプリケーションの自由度が低いとい
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② ユーティリテイ・サービス化 

 

e-sourcing は、新しいアウトソーシング・ビジネス・モデルであるが、新しい「コンピ

ューティング・モデル」としても発想されている、「共有化」された IT インフラおよびア

プリケーションを「ユーティリティ」化したうえで、1つのアウトソーシング・サービスと

して提供・管理するという発想と言える。 したがって、e-sourcing では、インフラとアプ

リケーションが統合されていることが不可欠であり、顧客はビジネス・プロセス全体をア

ウトソーシングする構図となる。「効用」を購入するという点で、料金体系は従量制課金と

なるのである。 

e-sourcing ビジョンは、ウェブ・ホスティング市場の現状から生まれてきたと考えられ

る。eコマース・サイトのホスティングの際に、顧客が必要とするリソースに対してアウト

ソーサが完全なサプライ・チェーンを提供できることがビジネスの成果を生むことにつな

がると考えているようである。アウトソーサーが完全なサプライ・チェーンを提供できれ

ば、顧客は業務全体の設計、構築、管理でホスティング・プロバイダを頼り、ビジネス・

ルールの変化に応じて環境を変更することも容易なのである。 

 

図表 3-1-11 ユーティリティ・サービスの考え方の例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：日経ｼｽﾃﾑﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞ（2001.6.8） 
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③ 従来のアウトソーシングとの相違 

 

e-sourcing モデルの決定的な違いは、ビジネス・プロセス・アウトソーシングを包括し

ていることである。そのため、顧客に対し、IT サービスと企業目標との関係性を理解でき

るようにし、IT リソースが十分に活用されていないことや、リソースの量や質を事前に予

測することが困難であることを顧客に認識させる。「変動要素の多い」領域では、ユーティ

リティ販売・従量課金、リソース共有化によるコスト・ダウン、短期間での契約内容見直

しといった方式がベターなのである。 

 

図表 3-1-12 ユーティリティ・サービスとアウトソーシング 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 3-1-13 ユーティリティ化の対象 

 

 

 

 

 

出所：米国eWEEKの記事（http://www.zdnet.co.jp/enterprise/0108/09/01080903_03.html　）を元にFRI作成

長期契約：
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短期契約：

顧客はビジネス・ニーズに応じて、リソースの利用量
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内容を短期間で更新することが容易である。このこと
は、システムの負荷を予想しにくいeビジネスには向
いているといえる。
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顧客がデータセンターを利用し、設置スペースや回
線を共有することがあるが、サーバーおよびストレー
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コスト、及び顧客のコストの削減につながる。

総合価格方式：
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ユーティリティ販売・従量課金方式：

各リソースの単位当たりコストに基づいて、顧客のリ
ソース使用量ベースで課金される方式である。例え
ば、ストレージ・オンデマンドであれば、明らかにギ
ガバイトが単位になるし、サーバー管理であれば、
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資料：NTT データ編著『IT フルアウトソーシングハンドブック』（2000.11）

出所：米国 eWEEK の記事（http://www.zdnet.co.jp/enterprise/0108/09/01080903_03.html ）をもとに作成  
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ユーティリティ化の対象は、基本的にインフラ（Core Infrastructure Service）や管理・

運用サービス（Management Service）といったＩＤＣの提供メニューすべてをカバーして

いる。 

 

④ ＩＤＣサービスの分類 

 

一般的にＩＤＣのサービス・レイヤーは、インフラ提供型、フルライン型、ハイエンド型

に分類される。 

インフラ提供型は、基本的に、施設、回線とネットワーク機器、ネットワーク管理サービ

ス、サーバの一次保守に留まるところが多い。プラットフォーム提供やシステム運用管理

サービスに関しては、システムインテグレータなどと提携してパートナ企業が提供する。

米国ではアバヴネットやレベル 3、日本では NTTPCコミュニケーションズが該当する。 

運用管理サービス付加型は、インフラ提供型のサービスにプラットフォーム提供、ソフト

ウェアのインストールサービス、システム運用管理サービスなどである。米国ではテレパ

レスやデジタルアイランド、日本ではNTT-ME などが該当する。 

高付加価値サービス提供型は、フルライン型に加えて、Eビジネス支援機能や Eビジネス

アプリケーションまでを提供する。米国では IBM やディジェックス、日本では富士通や NTT

データがこの分類になる。 

 

図表 3-1-14 ＩＤＣサービス分類：その１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：「ＩＤＣ&ＡＳＰ導入ガイド」及び各企業HPをもとに作成 
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サーバのトータル運用管理、高度なセキュリ
ティ機能の提供、詳細なトラフィック／アクセス
管理など

4 サーバやルータの管理
IDC保有のサーバやネットワーク機器の保守・
運用管理

3
ネットワークの運用管
理

IDC設備としてのIPネットワークの保守・運用管
理

2 インターネット接続
高速で高品質なインターネット接続サービス提
供、海外IP接続、広帯域バックボーンの提供

1
インフラ（設備／スペー
ス）

頑強でセキュリティの高い設備やスペースの
提供、24時間365日運用、インターネットへの
接続回線をはじめあらゆるセンタ構築を二重
化、立地
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2001 年 7 月末現在、日本の商業ベースのＩＤＣ事業者は 80 社ある。その内訳は、「イン

フラ提供型」が 7 社、「フルライン型」が 20 社、「ハイエンド型」が 53 社。フルライン型

は「運用管理サービス付加型」、ハイエンド型は「高付加価値サービス提供型」にあたる。 

 

図表 3-1-15 ＩＤＣサービス分類：その２ 

資料：図表 4-2-14 と同じ 

⑤ ＡＳＰサービスの分類 

 

一般的に、ＡＳＰのサービスは、バックオフィス系、フロントオフィス系、EC 系、業務

特化系、コラボレーション系に分類される今後は、業種特化系ＡＳＰが成長されると期待

されている。建築、医療、小売、飲食業などのこれまでシステム化の遅れていた業界や多

くの拠点を持つ業態、新制度が導入された分野、複数企業によるコラボレーションを必要

とする分野において導入が進むと考えられる。 

 

図表 3-1-16 ＡＳＰサービス分類：その１ 

 

 

 

 

 

 
バ ックオフィス系

ERPや財務・会計、人
事・給与などの業務アプ
リケーションのサービス

フロントオフィス系

SFA(営業支援）や顧客
サービス、データベース・
マーケティングなどを含む

CRM関連のサービス

EC系

B2Bの電子商取引ソリュー
ション。購買・調達やEC市
場などのサービスを含む

業 種 特 化 系

特定の業種向けにサー
ビスを提供するASP

コラボレーション系

グループウェアや電子メー
ルなど、社内や部内などで
情報を共有するためのASP

 

ハ
イ
エ
ン
ド
型

フ
ル
ラ
イ
ン
型

イ
ン
フ
ラ
型

【ハイエンド型】
・富士通
・NTTデータ
・NTTコミュニケーションズ
・東京電力
・日本IBM
・NEC情報サービス
・NEC
・日立製作所
・松下電工インフォメーション
システムズ
・東芝
・住商情報システム
・富士通FIP　など

【フルライン型】
・NTT-ME
・NTTスマート
・京セラコミュニケーション
システム
・KDDI
・中部テレコミュニケーション
・日本テレコム
・ユーユーネットジャパン
・中国電力　など

【インフラ型】
・NTTPCコミュニケーションズ
・アバヴネット
・レベル3　など

【高付加価値サービス提供型】
・IBM
・ディジェックス
・ジェニュイティ
・PSINet
・エクソダス
など

【運用管理サービス付加型】
・テレパレス
・デジタルアイランド
・ナビサイト
・データリターン
・グロービックス
など

【インフラ提供型】
・アバヴネット
・レベル3
・イクイニックス
など

＜米国＞ ＜日本＞
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米国のＡＳＰ事業者が提供するサービスを見ると、財務・会計、人事、顧客管理、給与、

購買・調達、営業支援業務などのバックオフィス系やフロントオフィス系のアプリケーシ

ョンが多い。 

企業別にサービス分類すると、売上の高いＡＳＰ事業者は、比較的幅広いサービスを網羅

している。特定サービスに特化しているＡＳＰ事業者も数多く存在するが、一般的に売上

規模は小さいものとなっている。 

 

図表 3-1-17 ＡＳＰサービス分類：その２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：売上高順はＩＤＣ社による 2000年度予測を参考 

 

⑥ ネット型サービス（ＩＤＣサービス）市場の見通し 

 

インターネットの普及、オフィス・家庭のデジタル化の進展によるｅビジネスの拡大に伴

いネット型サービス（ＩＤＣサービス）の外部環境の変化が進展している。利用者サイド

から見ると、システムの「高度化」や「情報処理量の増加」によるエンジニアの確保難や

事業拡大に伴うシステム拡張のための初期投資、人件費、運営コスト等の高コスト化を招

いており、アウトソーシングニーズの高まりを見せている。 

一方のネット型サービス提供者から見ると、このような利用者ニーズの高まりに対して市

場の「成長」や「裾野の拡大」を見越し、ＩＤＣへの積極投資を行い、早期にユーザの「囲

い込み」を行おうとしている。 

このような状況の中、今後当面は需要、供給ともに増加基調が継続すると思われる。一方

で、相次ぐ新規参入や設備増強により、供給が需要の顕在化を上回っていくと考えられる。

市場立ち上がりが急速でもあり、現在、相場の形成途中でもあるため、将来の付加価値サ

ービス提供をにらみ、価格を引き下げて早期に優良顧客を囲い込むという供給サイドの戦

略的要因により料金単価の下降傾向を示すと思われる。ＩＤＣ事業者では単価下降に伴う

収益圧迫に対応するため、長期計画に基づく事業展開、設備の「相互 OEM 供給」によるリ

業種特
化系

A PRHRPP IMPM MSFACSeCeXeMDCMUMICE IS
1 USinternetworking ○○○○○○○○ ○○○○ ○
2 TriZetto ○ ○
3 Oracle.com ○○○○○○○○ ○○○ ○ ○
4 Interliant ○○○ ○ ○○ ○ ○
5 Qwest Cyber.Solutions○○○○○○ ○ ○○○ ○○ ○
6 Corio ○○○○○○○○ ○○○○ ○ ○○ ○
7 BlueStar Solution ○○○○○○○○ ○○○ ○
8 IBM Global Service ○○○○○○○○ ○○○○ ○○ ○
9 Surebridge ○○○○○○○○ ○○○○ ○ ○
10 EDS ○○○○○○○○ ○○ ○ ○ ○
11 Interpath ○○○ ○ ○○ ○ ○ ○
12 PeopleSoft ○○○○○○○○ ○○○○ ○ ○

売上
高順
位

企業名
バックオフィス系

フロント
オフィス系

EC系
コラボレーション

系

 

A Accounting
PR Payroll
HR Human resources
PP Purchasing/Procurement
IM Inventory management
PM Process manufacturing
M Marketing
SFA Sales force automation
CS Customer service
eC eCommerce
eX eMarketplace
eM eMail
DCM Document and content management
UM Unified messaging
ICE Integrated collaborative environment
IS Industry specific
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スク軽減などの取り組みや、単なる「場所貸し」だけではなく、差別化としてソフト提供

を展望していくものと思われる。 

 

図表 3-1-18 ネット型サービス（ＩＤＣサービス）市場の今後の見通し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：三和銀行経済月報（平成１３年４月）等を基に作成 

 

インターネットの普及 

電子政府の展望 オフィス・家庭のデジタル化 e ビジネスの拡大 

市場の「成長」 

市場の「裾野の拡大」 

↓ 

・早期にユーザの「囲い込み」 

・単なる「場所貸し」ではなくソフト提供を展望 

・ノウハウの蓄積 

・ＳＩなどにとっては、必要不可欠なサービス

メニュー 

[ＩＤＣ事業者の期待] [ユーザ側のニーズ] 

システムの「高度化」 

システム「情報処理量の増加」 

↓ 

・高コスト化（初期投資、人件費、   

運営コスト） 

・エンジニアの確保難 

・事業拡大に伴うシステム拡張ニーズ 

ｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞﾆｰｽﾞの高まり ＩＤＣへの積極投資 

[今後の見通し等] 

◎当面は需要、供給ともに増加基調が継続する 

◎一方で、相次ぐ新規参入や設備増強により、供給が需要の顕在化を上回っている模様 

◎ただし、ＩＤＣ事業者では長期計画に基づく事業展開、設備の「相互 OEM 供給」によるリスク

軽減などの取り組み 

◎下記要因による料金単価の下降傾向（施設、接続面） 

・将来の付加価値サービス提供をにらみ、価格を引き下げて早期に優良顧客を囲い込むという供

給サイドの戦略的要因 

・市場立ち上がりが急速なため、現在、相場の形成途中 

[外部環境] 
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⑦ 外部ＩＤＣ活用上の課題と今後の見通し 

 

 本章のネット型サービスの現状分析にある通り、サービス・ニーズの高まりに対応して

多くのＩＤＣ参入事業者が現われている。こうした市場環境下において各種のサービス事

業者においてはＩＤＣを自前で所有するか、外部ＩＤＣを活用（アウトソーシング）する

かの選択肢を持つことができるようになってきている。 

 外部ＩＤＣ活用のデメリットは前項同様に「サービス品質への不安」である。一方、1000

ｍ2規模で約 15億円と言われるＩＤＣ整備費用負担の重さがアウトソーシング・ニーズの根

底にある。市場におけるＩＤＣ供給圧力および料金水準低下が個々のＩＤＣ事業計画上の

投資回収期間を長期化させ、さらにアウトソーシング活用を促進する、というサイクルに

入っていると考えられる。 

 

 

図表 3-1-19 外部ＩＤＣ活用のメリット・デメリット 

メリット デメリット 

・ データセンター事業者が過剰で設備インフラ
自体に付加価値がない 

・ 耐震設備などに数億円投資しても回収に３年
以上かかるようではリスクが大きすぎる 

・ バックボーン回線を太くするなど追加投資が
必要になる 

・ ＮＴＴなど大手のデータセンターを使ったほう
がむしろユーザーは信用してくれる 

・ ＶＰＮ（仮想私設網）やファイアウオール関連
のノウハウがないので、たとえ設備があって
も運用分野の協業を考えなければならない 

・ 価格やデータセンターとユーザー間の専用線
料金に応じて、複数のデータセンターを使い
分ける方がリーズナブル 

・ 保守技術者の出入りが制限されるので、障害
時の復旧作業などサービス品質に自信が持
てない 

・ 外部のデータセンターを使ったホスティング・
サービスではサービス品質の差異化が難しく
ユーザーを囲い込めない 

・ データセンター設備を持っていないとユーザ
ーからのＥＣ（電子商取引）案件の引き合いが
減るのではないか 

・ 社屋から離れた場所にデータセンターがある
と障害対応が迅速にできない 

・ データセンター設備をユーザーに見せて営業
のプレゼンテーションに活用したい 

 

 

電子自治体の推進・実現上も各自治体にとって同様の選択肢が存在しているといえる。し

かしながら自治体の場合には、サービス事業者としてデータセンタを活用する訳ではない

ため、データセンタへの投資に対するコスト意識が民間事業者ほどシビアでなくなる危険

性がある。 

 

 

 

 

 

 

資料：日経システムプロバイダ（2000.8.18）を基に作成 
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⑧ ＡＳＰサービス活用上の課題 

 

 ＡＳＰサービス活用上のユーザ側の問題点は、基本的にカスタマイズなしにサービス事

業者の提供するアプリケーションを利用する難しさであり、ＡＳＰサービスの最大のメリ

ットと表裏一体である。 

 むしろ日本においてはコアビジネスでない領域についても標準化が遅れている現状を考

えれば積極的にＡＳＰサービスを活用していく姿勢が求められている。 

 活用パターンとしては新規システム化領域ＡＳＰ活用、既存システム再構築時ＡＳＰ活

用、既存システムのＷｅｂ化などがある。 

 自社業務を差別化すべき領域と標準化してシステム共有していくべき領域とを識別して

いくことがＡＳＰ活用のポイントといえる。 

 

 

図表 3-1-20① ＡＳＰサービス活用パターン別のメリット・デメリット 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 3-1-20② ＡＳＰ活用領域の識別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自社で現在使っているシステムと
ほぼ同じシステムをWeb対応で作り、
それをASPとして利用する方法だが、

これはあまり現実的ではない。

なぜなら、ASPではなくアウトソー

シングと同じなってしまうからである。

勘定系システムあるいは基幹系
システムと呼ばれる企業の最も基本
となるシステムが対象となる。

この場合、あまり既存のシステム
にこだわりすぎると、導入は失敗す
ることがあるので注意。自社のシス
テムに一番マッチするサービスを提
供しているASPを利用することが大

切。

選択肢の筆頭に上ってくるのは、
ERPパッケージ等をサービスメニュー
として提供しているASPといえる。

導入がスムーズに行える方法。

財務会計や、人事といったシステ
ムは多くの企業でコンピュータ化が
進められているが、これら基幹系の
分野をいきなりASPに移行するとい

うのではなく、情報共有のための情
報系システムから導入を始めると比
較的スムーズに移行が進められる。

また、ブラウザという仕組みにな
れるという視点からも、問題は少な
い。

　　③自社システムをWeb対応して　
　利用するケース

　　②システム再構築に合わせて　　
　ASPを利用する

①新しいシステムをASPで利用する

自社で現在使っているシステムと
ほぼ同じシステムをWeb対応で作り、
それをASPとして利用する方法だが、

これはあまり現実的ではない。

なぜなら、ASPではなくアウトソー

シングと同じなってしまうからである。

勘定系システムあるいは基幹系
システムと呼ばれる企業の最も基本
となるシステムが対象となる。

この場合、あまり既存のシステム
にこだわりすぎると、導入は失敗す
ることがあるので注意。自社のシス
テムに一番マッチするサービスを提
供しているASPを利用することが大

切。

選択肢の筆頭に上ってくるのは、
ERPパッケージ等をサービスメニュー
として提供しているASPといえる。

導入がスムーズに行える方法。

財務会計や、人事といったシステ
ムは多くの企業でコンピュータ化が
進められているが、これら基幹系の
分野をいきなりASPに移行するとい

うのではなく、情報共有のための情
報系システムから導入を始めると比
較的スムーズに移行が進められる。

また、ブラウザという仕組みにな
れるという視点からも、問題は少な
い。

　　③自社システムをWeb対応して　
　利用するケース

　　②システム再構築に合わせて　　
　ASPを利用する

①新しいシステムをASPで利用する

資料：山田靖二監修『図解入門塾すぐわかる！ASP』（2000.10）

共有エリア

給与計算：諸手当廃止、

処理の単純化

共有エリア移行

ポテンシャル・エリア

給与計算：企業独自諸手当

共有すると

差別化しにくい

会計：月次決算

所有エリア

会計：日次決算

共有エリア

給与計算：諸手当廃止、

処理の単純化

共有エリア移行

ポテンシャル・エリア

給与計算：企業独自諸手当

共有すると

差別化しにくい

会計：月次決算

所有エリア

会計：日次決算

差
別
化
ニ
ー
ズ

（高）

（低）

汎用性

（コスト削減効果）

（高）（低）

資料：峰島孝之編著『ASPネットソーシング時代のIT戦 略』（2000.7）
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3-2 地域・自治体におけるＡＳＰ等への取り組み 

(1) 地域・自治体におけるＡＳＰ等への取り組み事例 

 

 電子自治体の実現という新たな共通目標の出現は、自治体における情報システム分野で

のアウトソーシングへの取り組みに大きく影響を与えている。 

 財政状況からＩＴ投資に消極的な自治体や余裕のない小規模都市ではより効率的に電子

自治体実現を図るためにＡＳＰ等を含むアウトソーシングを重要な検討の選択肢と考え、

民間事業者もそれらの自治体のニーズに対応してアウトソーシングサービスメニューを充

実させている。 

 実際に電子自治体に向けた情報化の内容はどれも参考事例のない新しいシステムなので

民間事業者が提案するシステムの機能を自治体担当者が判断しにくく、結局、コスト低減

効果のある選択肢の評価が高まっているという側面もある。 

 

 一方、電子自治体実現を画期的な住民サービス向上や地域産業振興の好機として促え、

積極的な取り組みを行っている先進団体においてもアウトソーシングが重要なキーワード

となっている。 

 まず第一に、ＡＳＰ等を含むアウトソーシング活用によって効率的に電子自治体実現が

達成可能であることがあげられる。アウトソーシングによって低減した費用をさらに再投

資することができる。今後、ＩＴ化に積極的な自治体ほどアウトソーシングを積極的に活

用していき、アウトソーシング活用の巧拙の差が明確化していく可能性がある。特にＡＳ

Ｐモデル採用の効果は高いと考えられ、事例として米国の３つの自治体（マウンテン・ビ

ュー市、コニャーズ市、エル・パソ市）を取り上げている。これらはＡＳＰ活用により住

民サービス水準を効率的に向上させた例である。 

 次に情報化によって住民との新しい関係づくりを積極的に行っている自治体ほど地域に

おける情報化関連産業の振興に熱心であり、自治体の情報化に伴うアウトソーシングを地

域ＩＴ産業振興に活用する姿勢が強いことである。岐阜県における全庁的なシステム再構

築と地域ＩＴ産業振興を目的としたアウトソーシングはその典型である。また岡山市地域

情報水道構想等により情報先進都市を目指す岡山市は自治体向けアウトソーシングサービ

ス会社「リットシティ」の設立を主導、出資もしている。 

 

 また、従来までは住民サービスの電子化などで進んでいるとは言えない自治体における

先進的な取り組みも見られるようになってきている。電子自治体実現に伴って必要となる

ＩＤＣサービスやＡＳＰサービスを提供する民間事業者を自治体が地域に誘致するもので

ある。地域ＩＴ産業振興の先進モデルを目指すと同時に住民にとっても高水準の電子自治

体を、最も費用対効果の高い手法で実現する可能性がある。 

 後述する喜多方市におけるＡ＆Ｉシステム誘致による地方ＩＤＣ、ＡＳＰ産業の振興策
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やＣＤＣソリューションズなどの事例が相当する。 

 

 

図表 3-2-1 自治体向けアウトソーシングサービス例 

資料：日経システムプロバイダ(2001.2.16) 

図表 3-2-2 自治体向けＡＳＰサービス例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：日経システムプロバイダ(2001.2.16) 

 

 電子自治体に必要なシステムやサービス（ＡＳＰ等）を特定の自治体が他の自治体に提

供するという新しい動きもある。住民にとってのＩＴ投資負担を抑制するための共同化の

一形態であり、後述のタスマニア州の例が相当する。

会社名 製品名 アウトソーシング・サービスの内容 ターゲットと2001年度の販売目標
アイネス WebRings システムの運用や大量バッチ処

理、ヘルプデスクなど。全国８ヶ所
にアウトソーシング・センターを設置

人口10万～20万人規模の地方自治
体。
3年間に50団体

MRP
センター

自治体版
ERPシステム

基幹系アプリケーションから個人認
証・セキュリティまでをASPサービス
として提供。システムの運用は提携
する各地域のシステム・プロバイダ
が担当する

小規模の地方自治体。
2001年度は10団体と実地検証し実導
入を目指す。
2003年度までに200団体

日立情報
システムズ

e-ADWORLD 住民記録システムをASPサービスと
して提供し、Ｗｅｂサイトでの申請や
届け出を可能にする。システム構
築・運用などのサポートや、顧客に
よっては電子自治体サービスの企

人口30万人以下の中･小規模の地方
自治体。
2005年度までに500団体。
500億円

参考（都道府県レベルが対象）
ＮＴＴデータADVANCE RISM

(分散型総合行政
情報システム）な
ど

電子自治体の企画・立案から個別
システムの統合までを提案。電子
調達や施設予約など部分的にＡＳ
Ｐサービスも用意

都道府県や政令指定都市など、
大規模な地方自治体が中心。
具体的な導入目標はない。
実地検証した電子自治体の先行事例
を作る

会社名 ＡＳＰ化できると見る分野 ＡＳＰの営業方針や市場の見込み
エー・アンド・アイ
システム（Ａ＆Ｉ）

内部情報系など、ほとんどの業
務。住民情報系も規制緩和次
第ではＡＳＰ化する

サード・パーティのパッケージを用いたASPを提案中

両備システムズ 給与計算、財務会計、グループ
ウェア、電子文書管理

2001年2月時点で商談を始めているのは給与計算とグ
ループウェア。給与計算は人口5万人以下の自治体に
提案し、2002年度中に15団体の獲得を目指す

富士通ビジネス
システムズ（ＦＪＢ）

グループウェア（WebOffice）、
施設予約

既に、ある自治体において、介護事業者とケアプラン作
成に必要な情報の共有のために導入した事例がある。

アイネス 住民記録、税、保険関連
（WebRings）

人口3万人以下の自治体には可能性があると見ている

ＮＥＣ 文書管理、図書館システム、施
設予約など

中小の自治体向けに可能性があると見ている

日本総合研究所 （未定） 住民情報系のデータを自治体が外部にあずけてよいと
考えるかどうかなど、すう勢を見極めながら検討を進め

日立情報システム
ズ

施設予約、情報公開関連 新規導入システムが候補。
住民情報や税関係は有望

富士通 財務会計や文書管理など人事
給与以外の内部情報系、各種
広域サービス関連

町村クラスにはニーズがあるとみている

営
業
活

検

営
業
中 

検
討
中 
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① エー・アンド・アイ・システム（株）：喜多方市（福島県） 

 

福島県喜多方市においては、基幹系業務処理を外部ＩＤＣへ一括した業務処理委託を行

うことにより、電子自治体の実現と民間ＩＤＣ事業者誘致による地域産業振興を同時に図

る画期的な取組みを開始している。高度なセキュリティ対策を装備した施設での安全かつ

安定した業務サービスの利用し、総合行政ネットワーク対応および全国住民基本台帳ネッ

トワーク対応や、住民向け行政情報サービス基盤の構築するものである。 

提供を予定しているサービスは、住民規模に応じた料金体系（ＡＳＰ型従量制）の活用

により、低料金での利用を志向している。 

 

期待される効果としては、外部ＩＤＣによる一括した業務処理委託、ならびにＡＳＰに

よる共通業務の横展開等による抜本的な経費負担軽減が達成できるとしている。 

また、業務機能標準化による法改正等への迅速な対応とシステム改修コスト低減も無視

できない効果である。 

 

 

図表 3-2-3 喜多方市における民間ＩＤＣ事業者誘致 

  

        

民間企業自治体

中小ベンダー
Ａ

大手ベンダー
Ｂ

喜多方市
地元企業

地域ＩＤＣ ベンダーＣ

喜多方市 Ｄ市 Ｅ町
地元
企業Ｆ

地元
企業Ｇ

ｼﾞｮｲﾝﾄﾍﾞﾝﾁｬｰﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
によるﾃﾞｰﾀｾﾝﾀｰ建設

総合行政情報ｼｽﾃﾑ･ﾊﾟｯｹｰｼﾞ
の協業

給与計算など
基幹業務ｼｽﾃﾑの
一括業務受託



電子自治体の実現に向けた地方公共団体のアウトソーシングに関する調査研究 
第２部 地方公共団体のアウトソーシングに関する研究 

 118 

② （株）リット・シティ：官民 JV（岡山市） 

 

岡山市ではインターネットの高度活用のため、通信料金を気にせず、あたかも水道の水

のように利用できる高速・大容量光ファイバーによる情報通信ネットワークを官民で役割

分担し推進し、情報先進都市「リットシティ」を目指している。 

その特徴としては、官民パートナーシップ事業推進の中核事業体として、「株式会社リッ

トシティ」を設立。リットシティは従来型の地域振興や地域情報化のためのいわゆる第三

セクター方式の会社と一線を画す、市内外民間企業と岡山市のコンソーシアムによる IT ベ

ンチャー企業である。同社はあくまでも民間主導の経営であり、全国自治体へ積極的に事

業展開し、自治体 IT化の先導役として貢献することを目指している。 

事業内容（含む予定）としては、認証基盤構築、共通基盤技術開発、申請／届出手続き

の先導的取り組み、政府調達手続きの電子化、地方公共団体情報化の先導するための実証

実験、などである。 

 

図表 3-2-4 岡山市による民間主導の官民共同出資ＩＴベンチャー 

 

 

地元民間企業３１社岡山市

株主　：　リットシティ本部に出資するシステムプロバイダ等

(株）リットシティ

「フランチャイザ」

(株）リットシティ

「フランチャイジー」

顧　　客

岡山市 他の市町村

・出資

・ＩＴｺｰﾃﾞｨﾈｰ

ﾀなどの人材

を提供

資本金　４６０百万円

設立　平成１３年５月

先進シス
テムの実
験･構築

ノウハウ
吸収

ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ･ｼｽﾃﾑ
設計、ASP など各

種ＩＴサービス提供

ﾌﾗﾝﾁｬｲｽﾞ契約した、
又はﾘｯﾄｼﾃｨに出資し

たｼｽﾃﾑﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞ

ノウハウ
提供

対価
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バーニー市
協議会

Latrobe
Waratah-
Wynyard

West Coast
Circular

Head Council

システム
ベンダ

コンサルテーション
アプリケーションの提供

他の市へ商業ベースで
アプリケーション提供

③ タスマニア州バーニー市（豪州）：ASP モデル導入・ASP 事業運営 

 

自治体資産を他の自治体と共有することから始められたプロジェクトである。提供形態

はＡＳＰモデルを採用。オーストラリアの中でもタスマニア州のような小規模な自治体に

とって、増大する電子化の費用を単独で負担するのが困難であることが背景にある。 

ベンダー側も顧客である自治体として独自導入が難しい小規模なものが多いため、この

方式を採用した。 

 

バーニー市は、ベンダーより提供されたシステムをタスマニア州内への他の自治体へ供

給する権利を得て、他の４自治体へ自らＡＳＰ（ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ･ｻｰﾋﾞｽ･ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞ）としてサー

ビス提供。提供するサービスは、財務管理、資産管理、建設許可申請、（上位者への）業務

報告、地理情報システムなどである。 

期待される効果としては、インフラコスト削減、人件費および教育訓練費削減、通信ネ

ットワークの共同利用、電子化およびコミュニティ・ポータル構築コストの分担等、など

である。 

 

図表 3-2-5 タスマニア州バーニー市（豪州）によるＡＳＰ事業化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：富士通株式会社の資料等を基に作成
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④ シー・ディ・シー（ＣＤＣ）ソリューションズ 

 

独立系情報サービス企業のアライアンス「ＩＴＡ」は約３年前より行政 ERP についての

共同事業構想を検討してきた。E-Japan 構想を機にＩＴＡメンバー等の５社で、地域が情報

化の恩恵を活用できるように、コミュニティデータセンターを地域ごとに設立し、地域コ

ミュニティの電子化支援事業を立ち上げたものである。行政 ERP の開発・普及についても、

CDC ソリューションズの主要事業のひとつとして位置づけられている。 

 

【地域企業との連携】 

・コミュニティデータセンターの設立・運営は地域の SI 企業との提携、または、共同事

業化を中核に進め、一部地域では直営方式で実施する。 

・CDC ソリューションズは事業コンセプトの策定，事業プランニングを行い、また、地域

の運営会社とは共同でマーケティング，プロモーション、システムの構築を行う。さ

らに、運用・保守の段階では地域運営会社が運営の主体となる。 

 

【サービス概要】 

・CDC ソリューションズ自身のサービスとしては、地方自治体に対する現行システムの評

価、経営改革・経営情報化支援・調達業務支援などについてのコンサルテーションと、

それを受けてのコミュニティデータセンターを活用した解決策の提案を行う。 

・CDC 設立前の地域パートナーに対しては、CDC 事業の戦略提案，設立計画・事業計画の

策定，設立協議会の運営支援などを行う。 

・CDC の稼動にあたっては、自治体向けアプリケーションの提供，電子認証基盤，セキュ

リティ基盤などシステム基盤の提供を行う。 

・CDC の運用・保守に際しては、移行・コンバージョン作業、法改正に対応したメンテナ

ンス、ネットワーク管理，システム管理，業務運用管理，安全基準対応障害対策，ヘ

ルプデスクサービスを提供する。 

 

【コミュニティデータセンター（CDC）】 

・コミュニティデータセンターは、前述のように地域企業と共同で設立する。平成 14 年

度上期までは事業化準備段階であり、基盤ソフトウェアや業務アプリケーションの開

発に取り組む。平成14 年度下期より営業活動を開始する。 

・１地域当たり人口30 万人～50 万人程度（5～10市町村で利用）を目処と考えて設立を

考えている。また、2005 年度までに全国 30 ヶ所に設立する予定である。 

・CDC は自治体の業務を支援し、自治体向けの各種アプリケーションを提供し、共同処理，

共同受付，データの共有，共同管理などを行う。 

・CDC で使用する基盤ソフトや業務アプリケーションについては、自社開発の他、他者が
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所有するソフトの活用も検討している。 

・CDC は 24 時間 365 日の運用に対応し、いつでも情報検索，電子申請，共用施設などの

サービスにアクセスできる基盤を提供する。 

・CDC の概念イメージでは、CDC はインターネットを通じて地方自治体や地域住民，企業

がアクセスでき、総合行政ネットワーク（LGWAN）とも接続される。 

 

【CDC のメリット】 

・地域コミュニティについては、コミュニティ個々の活性化・再構築や、コミュニティ

間の連携が図れる。 

・住民に対する利便性が向上する。さらに、医療・教育の分野への発展が見込まれる。 

・地場産業を維持発展させ、地域に必要な機関を存続させることができる。 

・地元企業の活性化、人材の育成が可能である。 

・システム資産を共有，有効活用することと、および、最新の技術をいつでも利用する

ことが可能になる。 

・セキュリティ基盤やシステム運用管理基盤，個人・組織認証基盤などのインフラ的シ

ステムを利用することが出来る。 

・24 時間 365 日のサービス運用やヘルプデスクの利用が可能になる。必要な業務アプリ

ケーションを利用することができる。 

 

資料：同社設立趣旨書等に基づき作成 
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⑤ マウンテン・ビュー（Mountain View）市（米国） 

 

ａ）自治体の概要 

 

 マウンテン・ビュー市はサンフランシスコの南方40 マイルに位置し、カリフォルニア州

サンタクララ郡に属している。75,000 人の住民のうち多くがシリコンバレーの先端 IT 企業

に勤務している土地柄である。同市には、カリフォルニア州の最も成長速度が速い企業の

うち５社が本社を構えているという。 

 

ｂ）導入したＡＳＰの概要 

 

 市当局は、このようなハイテク企業に勤務する市民が、市に対してもネットワークを通

じたインタラクティブなサービス提供を求めるようになることを予測していた。このため、

市のサービスをオンライン化する一環として、本システムの導入を決めた。 

 マウンテン・ビュー市が導入したシステムは、居住者，施工者，公益事業社などが、簡

易な建設工事，電気工事，機械工事などを行う場合の許認可の申請・支払・取得業務をウ

ェブ上でオンラインで行うものである。 

 本システムは 2001年 9 月に稼動した。また、同市はこれに先だって、1999 年には、本シ

ステムと連動するバックエンド側のシステム CommunityDevelopmentPartner を導入してい

る。 

 

ｃ）ＡＳＰ導入の経緯 

 マウンテン・ビュー市が導入したＡＳＰによる許認可システムは、もとは、サニーベー

ル市が自身のためにマイクロソフト社との共同により開発したものである。これに先だっ

て、シリコン・バレーではシリコン・バレー・ネットワーク（SVN）という NPOが地域の団

体と市民によってつくられていた。この SVN に加盟する 25 を超える自治体で、すぐに利用

可能な簡易な許認可システム｢Smart Permit｣の要件を検討し、共同開発を行うことが検討

され、そのための要件書もつくられた。しかし、共同開発は実現せず、サニーベール市が

独自にその要件書に従って構築したのが、このシステムの原型である。 

 マウンテン・ビュー市はこのサニーベールのシステムを評価し、このシステムの購入を

同市に持ちかけた。そして、両市はマイクロソフト社などの協力も得て、ウェブ版の電子

許認可システムを構築した。 

 さらに、サニーベール市はこのシステムを他の自治体へも販売することを計画し、電子

政府コンサルタント会社Berryman&Heigarの子会社 GovPartner社に対して7年間の独占使

用権を許可した。GovPartner 社はこのソフトの一部改良とＡＳＰ版の開発を行い、マウン

テンビュー市はそのシステムの最初の顧客となった。（サニーベール市のシステムはＡＳ
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Ｐ方式ではない。）なお、ソフトウェアの、メンテナンス，サポート，アップグレードにつ

いて、GovPartner 社はサニーベール市とマウンテン・ビュー市に対して無料で行うことが

取り決められている。 

 

図表 3-2-6 マウンテン・ビュー（米国）のＡＳＰによる許認可システム 

（E-Permitのサイト http://www.govtsystems.com/mtnview/index.ＡＳＰ ） 

 

ｄ）ベンダー及びシステム 

 

 マウンテン・ビューが GovPartner 社から導入しているシステムは、次の２つである。 

 ◆ CommunityDevelopmentPartner 

：地域開発用の自治体向けソフトウェア・スイート。 

 ◆ PermitPartner 

：オンラインによる許認可システム 

 

 このうちＡＳＰにより提供されるのは PermitPartner である。PermitPartner では、利用

者はマウンテン・ビュー市のウェブ・サイトからシームレスに直接許認可を得ることが出

来る一方で、電子政府の処理機能，メンテナンス，アップグレードなどはセキュリティが

確保された民間のデータセンターから提供される。このシステムを利用することで、市内
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居住者，業者，公益事業者などは、許認可の申請書を入力し、クレジットカードにより認

可費を支払い、実際の許認可を受けるという一連の作業をインターネット上で行うことが

できる。 

 また、PermitPartner は自治体内部管理用のシステム CommunityDevelopmentPartner と連

携しており、民間人・民間企業によりオンラインで入力された情報は、自動的に内部シス

テムに反映され、職員はこれに対応して業務を管理できるようになっている。 

これらのシステムは、導入に際してマウンテン・ビュー市の開発，レビュー，許認可のプ

ロセスに合うようにカスタマイズされている。 

 

ｅ）導入の成果 

 

 本システムを利用した民間の事業者によるとその評価は前向きなものであった。彼らは

より多くの時間を本業に割き、市役所や市安全課のための管理的な業務を減らすことがで

きたという。これにより、マウンテン・ビュー市は、ターン・アラウンド・タイムを削減

し、計画のチェック，トラッキング・プロセスの管理を改善した。 

 

ｆ）参考サイト 

 

Mountain View 市 http://www.ci.mtnview.ca.us/ 

E-Permit のサイト http://www.govtsystems.com/mtnview/index.ＡＳＰ 
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⑥ コニャーズ（Conyers）市（米国） 

 

ａ）自治体の概要 

 

 コニャーズ市は、人口 8,000 の小規模な市である。アトランタ市の東50km に位置し、人

口の 60％が毎日 30分の距離を車で通勤している。 

 

ｂ）概要 

 

 比較的小規模の自治体であるコニャーズ市が、過去に構築した静的かつ一方通行なウェ

ブのシステムを更新して、インタラクティブな電子政府のフロント／ミドルのアプリケー

ションを独自で構築するのは、財政的に困難であったため、ＡＳＰを導入することとした。 

 採用した分野としては、市民からのニーズが高い公共料金の支払いを始めとして、市民

からのリクエスト受付など、各種のサービスを増やしつつある。 

 

ｃ）ＡＳＰ導入の経緯 

 

 コニャーズ市は 1999 年より電子自治体化に取り組んできたが、独自に同市のウェブサイ

トを更新して、バックエンドのサービスと連動させることは、財源と技術人材の乏しい同

市にとって難しいという問題点があった。コニャーズ市はシステムインテグレータの VC3

社と長期契約を結び、VC3 社が同市の情報サービス部門の役割を担うこととした。また、上

下水道などの公益事業を所有する同市では、昼間の間は多くの市民が、市外へ通勤に出て

しまうため、より効率的な支払の手段が求められていた。そのため、コニャーズ市は市民

からのニーズが高い支払システムからＡＳＰの採用を開始した。さらに、街灯の故障から

雨水管のつまりなどまで、地域住民が遭遇した問題をオンラインで市当局に知らせるため

の、オンライン・ヘルプデスクも採用している。これにより、メンテナンス担当の職員は、

市民からの要求を追跡し、担当社のスケジュールを調整することができる。また、同市は

建設許可のオンライン申請や交通違反の反則金支払アプリケーションの利用も検討するな

ど、ＡＳＰで利用できるメニューを増やしつつある。以下でその他のサービスも含めて（５）

に列記している。 

 

ｄ）ベンダー及びシステム 

 

 システムを提供するのは GovHost.com 社。同社は VC3 社の一部門で、地方自治体を対象

としてソフト，ハードの提供を行っている。特に、中小規模の市があまり財政的な負担を

せずに、電子政府化を行えるようにするために、ホスティングによるアプリケーションの
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提供などを行っている。同社の主要なターゲットの自治体の規模は、人口 2000 人から

100,000 人である。 

 2000 年 4月の記事によればGovHost 社は 13のモジュールをＡＳＰで提供している。これ

らのアプリケーションには大別して、GovHost Payment Modules と GovHost Service Modules

という２つのモジュール群がある。前者は、名称の示すとおり各種の支払に使われるもの

で、公共料金，税，駐車料金，罰金などの支払を、カード会社経由や口座情報のチェック

を通じて行うモジュールなどを含んでいる。後者のGovHost Service Module は、市民から

市当局へのサービス・リクエストの受付け，市民への情報の通知，許認可の申請，事業認

可などのサービスを提供するモジュールが含まれている。 

 GovHost 社の各モジュールの価格は、500 ドルから 1,000 ドル程度で、自治体はそれぞれ

２，３のモジュールを選んで採用している。同様なシステムを購入する場合にはソフト／

ハードの購入で 80,000 ドルがかかるのに加え、年間のメンテナンスが 10,000 ドルかかる

だろうと、VC３社の社長 David Dunn 氏は述べている。 

 

 

図表 3-2-7 コニャーズ市（米国）のＡＳＰによる電子政府システム 

（コニャーズ市の E-サービス http://www.govhost.com/conyers-ga/） 
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ｅ）導入の成果 

 

 今日、コニャーズ市の市民はＡＳＰの導入のおかげで、市のウェブサイトから数々のサ

ービスを受けることができるようになった。市民が受けることのできるサービスには、次

のものが含まれる。 

 

・ごみの除去，道路の補修，電気・ガス・水道等の修理など市民サービスの依頼 

・週 7日間・24 時間のヘルプデスクサービスを通じた要請や質問などの登録 

・公共料金の確認と残高の支払 

・資産税の照会とオンラインでの支払 

・市議会や会議議事録のリアルタイムでの視聴・閲覧 

・市職員の募集情報閲覧 

・許認可の申請書作成 

・事業許可リストの確認 

・市条例の情報閲覧 

 

 このように、コニャーズ市は小規模な市でありながら、全米の中でも最も進んだ電子政

府のサービスを提供する自治体となっている。また、近い将来可能になるものとして、次

のものがある。 

 

・交通情報および事故情報 

・交通違反による召還情報の閲覧と支払 

 

 コニャーズ市は、こうしたオンラインサービスの利用料を負担することとし、利用者は

手数料を支払わなくても良くなっている。例えば、市民が交通事故報告書を受取りに市役

所に行った場合には 3 ドルがかかるが、これをオンラインで取得すると無料となる。した

がって、市民に対してはより安価なサービスが提供されることとなる。このことは、市民

にとって便利なだけでなく、市にとっても職員の作業を減らすことができて効率的である。 

 

ｆ）参考サイト 

 

コニャーズ市のＥ‐サービス http://www.govhost.com/conyers-ga/ 

GovHost 社 http://www.govhost.com/ 
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⑦ エル・パソ（El Paso）市（米国） 

 

ａ）自治体の概要 

 

テキサス州のエル・パソ市は、テキサス州の西端，メキシコとの国境に位置する人口約

60 万人の都市である。同市は、メキシコからの移民によって大きくなった都市である。Ａ

ＳＰは中小規模の自治体に対するサービスとして注目されてきたが、接続性やセキュリテ

ィ，システム間の統合などが確保され、こうした大都市や州政府なども、ＡＳＰを活用す

るようになってきている。 

 

図表 3-2-8 エル・パソ市（米国）のＡＳＰによる人事・財務システム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    （エル・パソ市 http://www.ci.el-paso.tx.us/） 

 

ｂ）導入したＡＳＰの概要 

 

 エル・パソ市では政府の新しい会計標準に準拠することと、旧来の使い勝手の悪いシス

テムの更新というニーズがあった。このため、2001 年 9 月より財務会計，人事，給与の分

野についてＡＳＰを導入している。 
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ｃ）ＡＳＰ導入の経緯 

 

 エル・パソ市は 1970 年代に導入したメインフレーム・システムで、人事管理や財務処理

などの業務を行ってきたが、構築後 30 年を過ぎたシステムでは、報告資料や他の情報を取

得するのが困難になっていた。全ての情報は、いったんエクセルにダウンロードしなくて

はならず、また、管理者の意思決定を支援するようなツールも提供されていなかった。 

 また、6,000 人の職員を抱えている同市は、賃金の支払のシステム化を行おうとしており、

さらに、新しい政府会計標準 GASB 34（Governmental Accounting Standards Board）につ

いての要求事項を満たすシステムを 2002 年までに必要としていた。それらに加え、同市は

過去において最新システムの運用・管理を行う技術系職員の採用と維持において困難に直

面していた。 

 1997 年エル・パソ市は、あるシステムベンダーを選定したが、市議会は費用面の高さか

らこれを拒否した。このため、市は２度目の入札を行い People Soft 社がこれを落札した。

People Soft 社がエル・パソ市に提供したのは、同社の所有する eCenter から提供される信

頼性の高いＡＳＰサービスであった。2001 年 9 月、エル・パソ市は新しい会計年度に際し

て People Soft 社の統合型人事，財務システムへ移行した。現在、人事システムへは、ウ

ェブのインタフェースを通じて市の職員が自由にアクセスできるようになっており、同じ

ことが財務システムについても 2002 年に実現される予定である。 

 システムの導入費用は、導入に伴うトレーニングとメンテナンス料を含めて約 300 万ド

ルということである。 

 

ｄ）ベンダー及びシステム 

 

 PeopleSoft 社は ERP のベンダーであり、主力の ERP ソフトをウェブ対応として、サービ

スをＡＳＰで提供する方向へ向かっている。eCenter は同社のＡＳＰ専門の事業部門であり、

バック・オフィス系（人事，会計）モジュールと，調達系（PeopleSoft eProcurement）の

ＡＳＰサービスを手始めとして、次いで，フロント・オフィス系（CRM，SCM）モジュール

や，販売系，データ・ウエアハウス系などの製品，それに PeopleSoft 製品を補完する他社

製ソフトも含めた，ＡＳＰサービスを始めている。ユーザーは Web クライアントを介して

同社のサイト eCenter にアクセスし、財務管理や調達、人事などのアプリケーションを利

用することが可能となっている。 

 PeopleSoft が提供するアプリケーションのうち、エル・パソ市が導入したのは、人事管

理用に PeopleSoft 8 、財務管理用に PeopleSoft 7.5 のソフトウェアである。これらの一

群のソフトウェアには、給与，一般台帳，購買，売掛・買掛，請求，資産管理などが含ま

れている。 
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ｅ）導入の成果 

 

 ＡＳＰの導入によって、エル・パソ市ではシステムの更新やメンテナンス費，システム

担当職員の採用などについて心配する必要がなくなったとされる。なお、エル・パソ市は

ソフトウェアの費用を月額で支払っているが、金額は不明である。 

 

ｆ）参考サイト 

 

エル・パソ市 http://www.ci.el-paso.tx.us/ 

 

⑧ 先進団体事例における取り組みの方向性 

 

 前項で取り上げた電子自治体先進団体のＡＳＰ等に関する取り組みは、その方向性とし

て以下の通り、整理できる。 

 

図表 3-2-9 先進団体事例における取り組みの方向性 

 マウンテン・ビュー市 コニャーズ市 エル・パソ市 

国 米国 米国 米国 

ステージ ＡＳＰ導入済 同左 同左 

分野 住民・企業窓口サービス 同左 庁内業務システム 

開発・調達

方法等 

隣接団体との共同開発・

導入 

ベンダー開発システムの

導入 

ベンダー開発システムの

導入 

狙い 住民サービス向上 住民サービス向上 行政費用削減 

    

 タスマニア州 喜多方市 岡山市 

国 豪州 日本 日本 

ステージ ＡＳＰ導入済 未定（計画中） 未定（計画中） 

分野 窓口サービス・庁内業務 窓口サービス・庁内業務 未定 

開発・調達

方法等 

隣接団体へＡＳＰサービ

ス提供（自己導入） 

民間は地元企業も含むコ

ンソーシアム（共同出資） 

（Ａ＆Ｉシステム社） 

市も出資するが、地元を

含む民間共同出資会社 

（リットシティ） 

狙い 

システム導入コスト低

減、システム共同化 

庁内業務一括委託による

民間ＩＤＣ誘致、地域Ｉ

Ｔ産業振興 

市主導で民間コンソーシ

アム組織＆地域ＩＴ産業

振興 
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すでにＩＤＣ、ＡＳＰサービス活用にいたっているのは海外４事例であり、日本国内で

はまだサービス活用でなく、地域ＩＴ産業振興と電子自治体の双方を達成、実現するため

の取り組みがスタートした段階である。 

米国事例をもう少し詳しく考察すると、３例とも 2001 年に導入されたことが示すように、

米国においても電子自治体化はまだ比較的新しい。また、マウンテン・ビュー市とコニャ

ーズ市の事例で採用された ASP は、中・小規模の都市をターゲットとしたシステムである

が、これらを提供するベンダーのように、電子自治体化を新たな有力市場としてベンチャ

ー企業が参入してきている。一方、エル・パソ市に見られるように、電子自治体システム

の費用負担は比較的大規模な都市においても小さいとは言いきれず、大都市においてもセ

キュリティやシステムの安定性を条件として ASP を導入する事例が出てきつつあるようで

ある。 

 

図表 3-2-10 米国の先進ＡＳＰの事例 

 マウンテン・ビュー市 

（Mountain View） 

コニャーズ市 

（Conyers） 

エル・パソ市 

（El Paso） 

州 カリフォルニア州 ジョージア州 テキサス州 

人口 71,000 人 8,000 人 600,000 人 

ASP が適用された

分野 

住民・企業向け窓口サ

ービス 

住民・企業向け窓口サ

ービス 

庁内業務システム 

対象業務アプリ 許認可業務 公共料金の支払 

市民向けヘルプデス

ク 他 

財務・会計 

人事 

給与  

稼動時期 2001 年 9 月 2001 年 1 月 2001 年 9 月 

導入費用 不明 不明 300 万ドル 

ベンダー名 GovPartner GovHost PeopleSoft 

ベンダー概要 自治体専門の ASP 自治体専門の ASP ERP ベンダー 

開発・導入 隣接するサニーベー

ル市のシステム開発

に協力 

ベンダーより導入 ベンダーより導入 

導入の目的 市民へのインタラク

ティブなサービスの

提供 

小規模な自治体が電

子化を進めること。と

くに、公共料金の支払

をオンライン化する

という住民ニーズに

応えること。 

旧式のシステムの更

新，新会計標準への対

応を安価に行うこと 

ASP 導入の成果 住民・企業へのサービ

ス向上 

市職員業務の効率化 

オンラインでの支払 

24 時間 7日間対応 

各種サービス 

市職員業務の効率化 

安価な新システムの

導入 

システム関連費用の

削減 

システム要員獲得・維

持コスト削減 
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(2) アンケート調査結果：自治体の取組み状況 

① ＡＳＰサービス活用の対象分野 

 

データセンターの積極的な利用意向は約３割、ＡＳＰサービス活用については約７％であ

った（｢第Ⅰ部 地方公共団体の実態調査｣参照）。具体的にＡＳＰサービス活用の対象分野

を見てみると、住民サービス系システムの分野においては、各システムともに大きな相違

はない。同様に、基盤システムも実際の活用はこれからであり、それぞれ５％弱が「検討

中」としている。一方、基幹系（庁内業務）システムを見てみると、財務システムや税シ

ステム、住民記録システムで約３％が「適用済」と回答している。 

 

図表 3-2-11① ＡＳＰサービス活用の対象分野：住民企業向け窓口サービス 

図表 3-2-11② ＡＳＰサービス活用の対象分野：共通基盤系 
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(n=1201 うち未回答518) 

(n=1201 うち未回答532) 

(n=1201 うち未回答538) 

(n=1201 うち未回答542) 

(n=1201 うち未回答547) 

(n=1201 うち未回答544) 

(n=1201 うち未回答536) 

(n=1201 うち未回答551) 

(n=1201 うち未回答1110) 

(n=1201 うち未回答551) 

(n=1201 うち未回答553) 

(n=1201 うち未回答550) 

(n=1201 うち未回答533) 

(n=1201 うち未回答550) 

(n=1201 うち未回答1107) 
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図表 3-2-11③ ＡＳＰサービス活用の対象分野：庁内業務システム 
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(n=1201 うち未回答570) 

(n=1201 うち未回答573) 

(n=1201 うち未回答571) 

(n=1201 うち未回答571) 

(n=1201 うち未回答577) 

(n=1201 うち未回答579) 

(n=1201 うち未回答570) 

(n=1201 うち未回答571) 

(n=1201 うち未回答568) 

(n=1201 うち未回答580) 

(n=1201 うち未回答1106) 
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② 人口規模別ＡＳＰサービス活用意向 

 

 すでに「ＡＳＰサービスを利用している」との回答は全体で 2.8％と現時点でＡＳＰを活

用する団体は極めて少数である。人口規模別に見ると、1 万人未満が 3.5％、1～10 万人未

満が 1.9％、10 万人～30 万人未満が 3.6%、30 万人以上で 6.5%となっており、中規模以上

での利用が先行している。 

 「活用予定」まで含めると、1 万人未満では 6．4％、1～10 万人未満では 8．4％、10～

30 万人未満では 7．2％と中規模以下の団体においてＡＳＰサービス活用に積極的である。 

 現状はまだ利用可能なＡＳＰサービスが限定的である上、今後の成り行きも見えない状

態では 10％に満たない「活用予定」にとどまっていることも、現在の自治体のＡＳＰ活用

意向を的確に反映していると考えられる。 

 

 

図表 3-2-12 人口規模別ＡＳＰ活用意向 
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合 計

人 口 １万 人 未 満

人 口 １万 人 ～ １０万 人 未 満

人 口 １０万 人 ～ ３０万 人 未 満

人 口 ３０万 人 以 上

ＡＳＰサービスを利用している ＡＳＰサービスの活用を検討し、活用する予定である

ＡＳＰサービスの活用を検討したが、活用する予定はない ＡＳＰサービスの活用を検討している

ＡＳＰサービスの活用を検討する予定がない

(n=1176 うち未回答 157) 

(n=532 うち未回答 77) 

(n=64 うち未回答 9) 

(n33 うち未回答 2) 

※他、人口規模未回答 25 

（n=547 うち未回答 69） 
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③ 地域別ＡＳＰサービス活用意向 

 

 ＡＳＰサービス活用意向を地域別に見ると、関東、近畿および九州・沖縄地区が積極的

である。近畿地区はすでに「利用」が 5.4％、「活用予定」が 3.6％にものぼっている。一

方の関東地区は「利用」が 3.3％、「活用予定」が 6.6％となっており、「活用予定」を含め

て関東や近畿、九州地区といった大都市圏がＡＳＰ活用に積極的である。 

 ＡＳＰサービス自体、自治体職員にとってまだなじみのない状況であり、民間事業者等

から相対的に新サービスの情報が得やすい大都市圏から順に認知、普及が進んでいる可能

性が高い。 

 

 

図表 3-2-13 地域別ＡＳＰ活用意向（N=1201：地域別回答比率） 

 

 

(n=1200 うち 
未回答 160） 

(n=233 うち 
未回答 28） 

(n=177 うち 
未回答 26） 

(n=98 うち 
未回答 8） 

(n=204 うち 
未回答 31） 

(n=127 うち 
未回答 16） 

(n=114 うち 
未回答 23） 

(n=58 うち 
未回答 7） 

(n=189 うち 
未回答 21） 

※下記地区別において他、地区別未回答１ 
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(3) アンケート調査結果：民間企業におけるＡＳＰビジネス等 

① 回答企業の属性 

 

 自治体向けのビジネスを実施している全国のＩＴ関連民間企業等を対象として、以下の

通り、アンケート調査を実施した。 

 回答企業の基本的な属性を従業員数別で見てみると、1,000 人以上の大企業が 28 社で全

体の 15.6％を占め、100～300 人が 24.6％、10～50人が 26.8％で従業員数区分では 10～300

人が多い。 

 一方、自治体を対象としたビジネスに関しては、回答企業の 88.0％が「すでに実施」し

ており、「今後、取り組む予定」11.4％を合計すると 99.4％が自治体向けビジネスに関係し

ているといえる。 

 

 

 

図表 3-2-14① アンケート回答企業の従業員数分布 

図表 3-2-14② 回答企業の自治体対象ビジネス取り組み状況 
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（n=179）

(n=179 うち未回答 21) 
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② 自治体対象ビジネス領域 

 

 回答企業の自治体対象ビジネス領域を、多い順に見てみると、「各種アプリケーションの

開発・提供」129 社、「各種情報機器の提供」116 社、「ネットワーク構築」113 社で上位３

領域となっており、次いで「企画・計画コンサルティング」の 87 社となっている。 

 

 

図表 3-2-15 自治体対象ビジネス領域（複数回答） 

 

③ ターゲットとする自治体規模 

 

 自治体を都道府県と人口規模別市町村に分け、各企業のビジネスターゲットについて見

ると、「人口１～５万人の市町村」が最も多く、28.7％であり、次いで「都道府県」25.2％

となっている。 

 

図表 3-2-16 現在のターゲット（最主力）自治体 
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市町村（　５万～１０万人未満） 市町村（　１万～　５万人未満） 市町村（　５千～　１万人未満) 市町村（　５千人未満)

(n=179 うち未回答 21) 

(n=179 うち未回答 36) 
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 同様に今後、ターゲットとする自治体については現状と異なる傾向が見られる。 

 全体では、「都道府県」、「市町村（１～５万人）」が１位、２位であるのは変わらないが、

「市町村（10～30 万人）」が 17.9％、「市町村（５～10 万人）」が 16.6％となっており、相

対的に今後、重視していく自治体規模が大きくなる方向にある。 

 

 

図表 3-2-17 今後のターゲット（最主力）自治体 
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(n=179 うち未回答 28) 
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④ 自治体共同化支援 

 

 複数の自治体によるアプリケーションの共同開発・共同利用、あるいはハードウェアの

共同購入、データセンター共同利用などの自治体の共同化活動を民間企業として支援して

いく取り組みについては現状、23.1％の企業しか実施していない。一方で「今後、必要」

が 60.8％と非常に多く、特徴的である。 

 支援を強化する共同化の取り組みとしては、自治体による｢データセンター共同利用｣が

現在 7.8％であるのに対し、今後は 44.8％もの企業が支援の必要性を感じている。 

 ｢アプリケーション共同開発、共同利用｣に関しては、現状 24.0％、今後は 43.4％となっ

ている。 

 

図表 3-2-18① 自治体共同化支援について（全体） 

図表 3-2-18② 自治体共同化支援について（アプリケーション共同化） 

 

図表 3-2-18③ 自治体共同化支援について（データセンター共同化） 
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(n=179 うち未回答 10) 

(n=179 うち未回答 50) 

(n=179 うち未回答 63) 
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⑤ アウトソーシングビジネスへの取り組み 

 

 情報システム分野における回答企業のアウトソーシングビジネス実施状況としては全体

の 53.7％がすでに実施しており、24.7％が今後、実施を検討している。 

  

提供するアウトソーシング内容については「システムの構築」76 社が最も多く、「システム

の設計」65社が続いている。 

 運用・保守のアウトソーシングでは「自社コンピュータ提供」（受託計算、ホスティング）

57 社、「自治体への要員派遣」57 社、「自治体保有設備の自社施設設置」（ハウジング）25

社となっている。 

 

 

図表 3-2-19① 自治体アウトソーシングビジネス実施状況 

図表 3-2-19② アウトソーシング内容（複数回答） 
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(n=179 うち未回答 17)  

(n=179 うち未回答 64) 
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⑥ データセンター展開状況 

 

 データセンター｢自社保有｣企業は全体の 39.2％であり、さらに 17.0％の企業が｢今後の

自社保有を検討｣している。一方、4割強の企業がデータセンターの｢自社保有の予定がない｣

との回答であった。 

 

図表 3-2-20① データセンター保有 

 

 データセンター保有企業について、現状の自治体へのサービス内容を見ると、｢データエ

ントリー｣や｢帳票運用・配送｣などの計算センター系業務が 53社、36 社と高い。一方、｢Ｃ

／Ｓシステム・サーバーのホスティング｣、同｢ハウジング｣がそれぞれ 38 社、30 社、｢汎用

コンピュータのホスティング｣、同｢ハウジング｣がそれぞれ 31社、18社となっている。 

 

図表 3-2-20② 自治体へのデータセンターサービス提供内容（複数回答） 
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業務その他

(n=179 うち未回答 8) 

(n=179 うち未回答 83) 
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民間企業による自治体に対するデータセンターの展開については、｢現行自社保有のデー

タセンターで対応｣するが 24.5％、｢自社保有データセンターの拡大による展開｣が 13.3％

である。併せて 37.8％の企業が自社保有のデータセンターによる展開を考えている一方、

｢自治体との連携による地域データセンターの展開｣が 52.0％であり、自社保有展開よりも

高い割合となっている。電子自治体に伴い増大するデータセンター・サービス・ニーズに

ついて自治体との連携による地域データセンターの役割への期待の高さがうかがわれる。 

 

図表 3-2-21 自治体に対する民間企業のデータセンター展開について 
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(n=179 うち未回答 81) 
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⑦ 自治体向けＡＳＰサービス提供の取組み状況 

 

 民間企業における自治体向けＡＳＰサービスの取組みに関しては、既に｢ＡＳＰサービス

を提供している｣が 13.5％、｢ＡＳＰサービス提供を検討している｣が 52.6％となっており、

過半数を超える企業がＡＳＰサービスの提供を検討している。 

一方、自治体におけるＡＳＰサービス活用意向は現状まだ 3％程度であり、民間及び自治

体の今後の取組みの姿勢に温度差がみられる。 

また、自治体向けＡＳＰサービス提供への民間企業の意欲の高さと、ＡＳＰサ―ビス提

供の基盤となるデータセンター展開意向とを総合すると、地域データセンター整備による

ＡＳＰを含む地域産業活性化の手段のひとつとして有望といえる。 

 

図表 3-2-22 自治体向けＡＳＰサービスの取組み状況について 

 

 システム別のＡＳＰサービス提供状況を見ると、住民企業窓口サービス（フロントオフ

ィス）系では電子予約システムで「提供中」5.7％、「検討中」20.7％である。電子自治体

共通基盤系の電子認証システムは「提供中」2.4％、「検討中」20.5％であり、庁内業務（基

幹）系システムの財務システムでは「提供中」1.2％「検討中」12.2％、一方、土木積算シ

ステムは「提供中」3.9％「検討中」5.2％となっている。 

 まだこれからの取り組みであるという点は各システムに共通しているが、微かながらシ

ステム間での差異も見られる。 

 

 

 

 

 

1
3

. 5
%

5
2

. 6
%

3
4

. 0
%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ＡＳＰサービスを提供している ＡＳＰサービスの提供を検討している ＡＳＰサービスの提供する予定はない

(n=179 うち未回答 23) 
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図表 3-2-23① ＡＳＰサービス提供状況：電子予約システム 

図表 3-2-23② ＡＳＰサービス提供状況：電子認証システム 

図表 3-2-23③ ＡＳＰサービス提供状況：財務システム 

図表 3-2-23④ ＡＳＰサービス提供状況：土木積算システム 

 

 

 

5
. 7

%

2
0

. 7
%

5
0

. 6
%

2
3

. 0
%

0 % 1 0 % 2 0 % 3 0 % 4 0 % 5 0 % 6 0 % 7 0 % 8 0 % 9 0 % 1 0 0 %

提 供 中 検 討 中 検 討 予 定 未 　定

 

2
. 4

%

2
0

. 5
%

5
5

.
4

%

2
1

. 7
%

0 % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 1 0 0 %

提 供 中 検 討 中 検 討 予 定 未 　定

 

1
. 2

%

1
2

. 2
%

6
7

.
1

%

1
9

. 5
%

0 % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 1 0 0 %

提 供 中 検 討 中 検 討 予 定 未 　定

 

3
. 9

%

5
. 2

%

7
0

.
1

%

2
0

.
8

%

0 % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 1 0 0 %

提 供 中 検 討 中 検 討 予 定 未 　定

(n=179 うち未回答 92) 

(n=179 うち未回答 96) 

(n=179 うち未回答 97) 

(n=179 うち未回答 102) 
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⑧ ＡＳＰサービスの適した市町村規模 

 

 民間企業が考える、システム別のＡＳＰサービス利用が望まれる市町村規模について見

てみると、電子予約システム、電子認証システム、財務システムで自治体の人口規模が小

さいほどＡＳＰサービス利用に適しているとする同じ傾向を示し、人口 10 万人未満をあげ

る割合が高い（図表3-2-25 参照） 

  

 

⑨ ＡＳＰサービスの価格設定 

 

 自治体へのＡＳＰサービス利用の価格設定に関する設問は、「５年利用を想定した場合

の、従来の自治体単独導入費用の  パーセント程度」という形式で行っている。 

 回答は「60～79％」が最も多く、次いで「0～19％」、そして「20～39％」、「40～59％」

が多い。ばらつきが見られるものの低いサービス価格となっている。 

 

 

図表 3-2-24 ＡＳＰサービス価格設定 

 

ただし、回答企業の約 7割がこの設問に関して未回答である｡ 
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(n=179) 
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図表 3-2-25① ＡＳＰサービス利用と市町村規模：電子予約システム 

図表 3-2-25② ＡＳＰサービス利用と市町村規模：電子認証システム 

図表 3-2-25③ ＡＳＰサービス利用と市町村規模：財務システム 

図表 3-2-25④ ＡＳＰサービス利用と市町村規模：土木積算システム 
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(n=179 うち未回答 121) 

(n=179 うち未回答 124) 

(n=179 うち未回答 129) 

(n=179 うち未回答 127) 
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(4) 地域ＩＴ産業と自治体向けＡＳＰサービス等 

① 企業規模別自治体向けビジネス取り組み状況 

 

 前項で見たように自治体向けＡＳＰサービス等への民間企業の期待は大きく、それらの

自治体の取り組みはＡＳＰを含む地域ＩＴ産業を活性化するための重要な一手段である。 

 ここでは特に自治体対象ビジネスを展開している民間企業へのアンケート調査結果を、

企業規模別に比較することによって地方におけるＩＴ産業とＡＳＰサービス等への取り組

みと課題を分析した。 

 まず、アンケート回答企業の規模別、地域別分布状況は下図表の通りである。 

 500 名以上の大企業が関東地区に集中しているものの、他の規模の企業は地域的に分散し

て立地している。 

 

図表 3-2-26① アンケート回答企業：規模別、地域別 

 

 回答企業の企業規模別に見た自治体向けビジネスの実施状況は、100～500 名が「既に実

施」92.0％、「今後取り組む」8.0％であるのに対し、100 名未満は各々85.7％と 12.9％、

500 名以上では 86.8％と 13.2％となっている。新規に自治体向けビジネス展開を考えてい

る企業は大企業が多い一方、100 名未満の中小規模企業においても有望なマーケットとして

位置づけられている。中小規模企業や地方産業にとっても電子自治体推進に伴うビジネス

チャンスは大きいといえる。 

 

 

(※下記における地区別他、地区未回答1) 
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図表 3-2-26② 企業規模別自治体向けビジネス展開状況（N=179） 

 

 

 

② 企業規模別ターゲット自治体 

 

 企業規模別に最主力ターゲット自治体の現在および今後について見てみる。全体で「都

道府県」が 25.2％から 27.2％に僅かながら上昇している内訳は、｢100 名未満｣と｢100～500

名未満｣の企業規模で低下している一方、｢500 名以上｣の大規模のみが増加（27.8％から

40.0％）している。大企業が今後、注力する一方、中堅中小企業における位置づけが低下

する傾向である。 

 ｢人口 50 万人以上の大都市（市町村）｣は、｢500 名以上｣の企業での位置づけは 5.6％か

ら 2.5％へと減少、｢100 名未満｣・｢100～500 名未満｣の各規模で位置づけが高まっている

（3.3％から 9.8％と 4.3％から 8.0％）。 

 一方、｢100～500 名未満｣企業が主力先とする｢人口１万人～５万人未満｣の小規模市町村

が今後は位置づけを低下させ、この規模の企業はその分、５万人以上の市町村にウエイト

を移している。 

 ｢100 名未満｣企業は｢都道府県｣や｢人口１万人～５万人未満の市町村｣から｢５～30 万人市

町村｣へウエイトを移している。｢500 名以上｣の大企業は、｢人口５万人以下の市町村｣のウ

エイトを低下させ、そのかわりに｢都道府県｣や｢５～30 万人市町村｣を強化しており、｢５～

30 万人市町村｣での競争が激しくなると予想される。 

 

 

今後も自治体向けの
取組みは行わない

これまでも自治体向
けにビジネスを行っ
ている

これまでは、自治体
向けにビジネスを行
っていなかったが、
今後取り組みを行う

合計

100名未満

100名～500名未満

500名以上

0 25 50 75 100 (%)

88.0

85.7

92.0

86.8

11.4

12.9

8.0

13.2

(n=179 うち未回答 21) 

(n=79 うち未回答 9) 

(n=55 うち未回答 5) 

(n=45 うち未回答 7) 
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図表 3-2-27① これまでの主要なターゲット自治体 

 

図表 3-2-27② 今後の主要なターゲット自治体 
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(n=179 うち未回答 36) 

(n=79 うち未回答 18) 

(n=55 うち未回答 9) 

(n=45 うち未回答 9) 

(n=179 うち未回答 28) 

(n=79 うち未回答 18) 

(n=55 うち未回答 5) 

(n=45 うち未回答 5) 
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③ 企業規模別アウトソーシング実施状況 

 

 アウトソーシングの実施状況は企業規模別に顕著な傾向がでている。｢現在実施中｣であ

るのが、｢100名未満｣46.3％、｢100～500名｣65.6％、｢500 名以上｣61.9％となっており、企

業規模が大きくなるほど取り組みが多くなる。 

 ｢500 名以上｣の企業では｢実施検討中｣も 31.0％であり、ほとんどの企業がアウトソーシ

ングビジネスに取り組みつつあるといえる。 

 一方、それ以下の規模の企業でも実施を検討している企業は多い。自治体におけるアウ

トソーシングの実施は地元の中堅・中小企業の活性化に直接、役立つと考えられる。 

 

 

 

図表 3-2-28 貴団体の情報システム分野におけるアウトソーシングの実施状況について 
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(n=179 うち未回答 17) 

(n=79 うち未回答 12) 

(n=55 うち未回答 2) 

(n=45 うち未回答 3) 
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④ 企業規模別データセンター展開 

 

 自治体によるデータセンター利用内容を企業規模別に見てみると、｢100～500 名｣規模と

｢500 名以上｣の構成内容が非常に良く似ていることがわかる。両者の相違点としては、｢500

名以上｣規模の方が、｢汎用コンピュータのホスティングサービス｣、ならびに｢データエン

トリ｣の比率が小さいことである。 

 ｢100 名未満｣の企業では、｢データエントリ｣、｢Ｃ／Ｓシステムサーバのハウジングサー

ビス｣、そして｢Ｃ／Ｓシステムサーバのホスティングサービス｣の構成が大きい。小規模な

企業にとって自治体からのＣ／Ｓサーバを中心とするデータセンターアウトソーシングは

重要なマーケットであると想定される。 

 一方、今後の自治体向けビジネスにおけるデータセンター展開に関しては、｢100 名未満｣

の小規模企業では、｢自社センターでの対応｣よりも｢自治体との連携による地域データセン

ターの展開拡大｣に頼る割合が高い。この傾向は他の区分の企業も同様であるため、地域の

小・中規模企業の活性化の視点では官民連携の地域データセンターといった取り組みにお

ける参入機会の確保、大手や中小企業の役割分担などが重要といえる。 
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図表 3-2-29 自治体が利用している主なデータセンターの利用内容（複数回答） 

 

 

図表 3-2-30 自治体に対するデータセンターの展開について 

 

 

 

大型・
中型汎
用コン
ピュー
タのハ
ウジン
グサー
ビス

Ｃ／Ｓ
システ
ムのサ
ーバの
ハウジ
ングサ
ービス

大型・
中型汎
用コン
ピュー
タのホ
スティ
ングサ
ービス

Ｃ／Ｓ
システ
ムのサ
ーバの
ホステ
ィング
サービ
ス

ハード
ウェア
その他

帳票運
用・配
送

データ
エント
リ

業務そ
の他

合計

100名未満

100名～500名未満

500名以上

0 25 50 75 100 (%)

18

2

8

8

30

6

11

13

31

3

20

8

38

7

19

12

6

1

3

2

36

4

17

15

53

12

26

15

7

2

3

2

現行の自社保有
のデータセンタ
ー対応

現行の自社保有
のデータセンタ
ー拡大展開

自治体との連携
による地域デー
タセンターの展
開拡大

その他

合計

100名未満

100名～500名未満

500名以上

0 25 50 75 100 (%)

24.5

14.3

26.3

31.3

13.3

10.7

18.4

9.4

52.0

60.7

47.4

50.0

10.2

14.3

7.9

9.4

(n=179 うち未回答 83) 

(n=79 うち未回答 58) 

(n=55 うち未回答 12) 

(n=45 うち未回答 13) 

(n=179 うち未回答 81) 

(n=79 うち未回答 51) 

(n=55 うち未回答 17) 

(n=45 うち未回答 13) 
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⑤ 企業規模別ＡＳＰサービス取り組み状況 

 

 自治体向けＡＳＰサービス提供に関しては、現状すでに提供している企業数は｢500 名以

上｣が多いものの、提供を検討しているものまで含めると、企業規模にかかわらず全体とし

て積極的である。 

 住民・企業向け窓口システムとして電子申告システムのＡＳＰサービスをすでに提供し

ているとする企業は｢500名以上｣が多いものの｢100名未満｣及び｢100～500名未満｣の企業の

比率は変わらない状況にある。こうした新しい個別のシステムに関しては企業規模の小さ

な地域ＩＴ企業においてもサービス提供に参入できることを意味している。 

 ＡＳＰサービス提供の目的は企業規模別に大きな差は見られない。総じて新規商品とし

ての既存・新規顧客向けメニューと位置づけられている。 
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図表 3-2-31 自治体向けＡＳＰサービスの取組み状況について 

図表 3-2-32 「電子申告システム」のＡＳＰサービス提供状況 

図表 3-2-33 ＡＳＰサービス提供の目的 

 

ＡＳＰサービスを提
供している

ＡＳＰサービスの提
供を検討している

ＡＳＰサービスの提
供する予定はない

合計

100名未満

100名～500名未満

500名以上

0 25 50 75 100 (%)

13.5

10.6

7.7

26.3

52.6

48.5

57.7

52.6

34.0

40.9

34.6

21.1

既存顧客に対す
る既存提供商品
の代替

既存顧客に対す
る新提供商品と
して

新規顧客獲得の
ための商品

その他

合計

100名未満

100名～500名未満

500名以上

0 25 50 75 100 (%)

34

13

10

11

58

20

19

19

73

17

28

28

3

1

1

1

提供中 検討中 検討予定 未　定

合計

100名未満

100名～500名未満

500名以上

0 25 50 75 100 (%)

5.7

10.7

20.7

22.6

35.7

23.0

28.6

19.4

21.4

50.6

64.3

54.8

32.1

(n=179 うち未回答 23) 

(n=79 うち未回答 13) 

(n=55 うち未回答 3) 

(n=45 うち未回答 7) 

(n=179 うち未回答 93) 

(n=79 うち未回答 51) 

(n=55 うち未回答 24) 

(n=45 うち未回答 18) 

(n=79 うち未回答 47) 

(n=45 うち未回答 14) 

(n=179 うち未回答 80) 

(n=55 うち未回答 19 
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⑥ 民間から見た今後の自治体の取り組み課題：企業規模別 

 

 今後、自治体が取り組むべき課題についての民間側の認識は、企業規模別に大きく異な

っており、認識している課題はそのように考えている企業規模の民間事業者が自治体と協

調して積極的に支援していくべきものである可能性がある。 

 ｢500 名以上｣の大企業では、圧倒的に「庁内業務プロセスの見直し」を指摘している。次

に｢100～500名｣規模においても、１位に「庁内業務プロセスの改善」、２位に「庁内情報化

インフラ整備（ＬＡＮ整備）」をあげている。 

 一方、｢100名未満｣規模では圧倒的に「地域情報ネットワーク構築」をあげており、それ

ぞれの重点ビジネス領域を反映する指摘ともいえる。 

 電子自治体と地域ＩＴ産業振興をセットで実現・達成する方法として将来的な自治体向

け、地域企業向けＡＳＰサービス提供をにらみ、民間ＩＤＣ事業を誘致する形態の先進的

な取り組みが見られはじめているのは前述の通りである（本章 3－2(1)参照）。 

 これらの事業スキームでは自治体側が事業主体もしくは共同事業主体とならずに民間主

導であること、かつ共同出資会社設立など地元企業を含むコンソーシアム方式であること、

地域ＩＤＣという相対的に地域企業が主体性を発揮できる地域情報ネットワーク構築と行

政情報化の接点の事業を起点とすること、などが特徴である。 

 

図表 3-2-34① 100名未満 

  

 

 

 

 

1

0

14

2

9

4

2

2

4

0

1

1

4

3

4

2

2

3

3

0

0

0 2 4 6 8 10 12 14 16

庁内情報化インフラ整備（ＬＡＮ整備）

庁内情報化インフラ整備（ＰＣ整備）

地域情報ネットワーク構築

地域ＩＤＣセンター構築

庁内業務プロセスの改善

情報化計画の策定・見直し

庁内情報化重複投資の抑制

入札制度の見直し

庁内セキュリティー基準策定・見直し

外部契約形態の見直し

外部業者の選定基準の見直し

情報化投資効果の評価基準の策定

他庁との共同化体制の確立

庁内情報リテラシー向上

情報化推進体制の見直し

外部委託業務の拡大

情報システム部門の企画能力向上

予算の拡充

人材の拡充

施策推進や基盤整備におけるPFI方式活用

その他

(n=79 うち未回答18) 
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図表 3-2-34② 100～500 名未満 

 

図表 3-2-34③ 500名以上 
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外部契約形態の見直し

外部業者の選定基準の見直し

情報化投資効果の評価基準の策定

他庁との共同化体制の確立
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情報化推進体制の見直し

外部委託業務の拡大
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情報化投資効果の評価基準の策定
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(n=55 うち未回答2) 

(n=45 うち未回答1) 
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(5) 地域におけるＡＳＰ等の方向性 

① 地域産業とＩＤＣ、ＡＳＰの役割 

 

 ＩＤＣやＡＳＰサービスのビジネス・モデルは複雑かつ変化が速く、地域産業との関連

性の評価は今後の課題といえる。ただし、アウトソーシングサービス提供形態として見る

と、ＡＳＰサービスはＩＤＣの提供するサービスメニューとして位置づけるのが当面、理

解しやすい。 

 従ってＩＤＣはその事業に関連してハードウェアベンダー、システムインテグレーター、

ｅビジネス事業者（含むＡＳＰ）など関連産業への波及効果が大きく、約 20 倍との試算も

ある（図表参照）。 

 特にＡＳＰサービスはＩＤＣの提供する中でも付加価値の高いサービスであり、かつ経

営資源の不十分な中小事業者にとっても参入可能である。 

 このようにＩＤＣやＡＳＰ産業は地域ＩＴ産業振興の中核となりうるものであり、かつ

地域産業界や自治体の効率化・競争力向上を促進するという二重の役割を有しているとい

える。 

 

 

図表 3-2-35 ＩＤＣとネットビジネス市場規模 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＩＤＣ

ハード

ＳＩ

システムインテグレーター

インターネットビジネス

50億円

100億円

300億円

1,000億円

ＩＤＣ本体の売上げに対し、ハードウェアで２倍、SIで６倍、インター
ネットビジネス全体で20倍の売上げがＩＤＣの上であがっている。

資料：大橋正和他著「インターネットデータセンター革命」

ＩＤＣ１ケ所に対する
関連産業の売上高

（年間）
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② 地域ＡＳＰ産業の活性化方策 

 

ａ）地域ＩＤＣを核としたビジネス機会の創出 

 

先述した取組み事例にあるように、地域への大手企業のＩＤＣの誘致もしくは地域が主

体となったＩＤＣの構築が各地で行われている。そのＩＤＣを利用して低価格での地域の

中小企業のＩＴ化を進めるＡＳＰ事業への展開が可能となる。大手の民間事業者の意見と

しても、地域を中心にしたサービスは、地域主体でやるべきであり、大手事業者は側面的

にサービスを提供することで、地域との役割分担を行い地域と協調した形での展開を志向

する傾向が強い。 

一方、地域ＩＤＣ構築上、協調のための事業スキームづくりは工夫していく必要がある。

少なくとも従来の第 3 セクターの失敗を念頭に経営責任が明確化される形態であることが

最低条件である。 

 

ｂ）コンソーシアム方式等の採用 

 

 電子自治体のシステム調達などでは、大手企業による安値での競争・落札が各地で行わ

れており、地域企業による受託が厳しいという声が聞かれる。地域におけるＩＴ企業の競

争力や技術力強化を図りつつも、適正な価格、公正なＩＴ調達環境を形成するために、Ｊ

Ｖ方式やコンソーシアム方式の採用等の措置をとることが考えられる。   

また、ベンチャーなど新設されたばかりの企業が、設立年数による参入制限のため、自

治体の情報システム関連の入札に参加できないケースが見受けられる。地域における起業

活性化および公正な調達の観点からも、各自治体における参入資格の見直し、検討を行う

必要がある。 

 

ｃ）積極的なアウトソーシング推進 

 

電子自治体実現に必要なサービスを地域の経営資源によって充足し、かつ新たな地域産

業の核とするためには、その呼び水として自治体が様々な業務や資源のアウトソーシング

を積極的に行う必要がある。一方、地元企業の参画促進のためコンソーシアム方式採用等

の工夫が必要であるのは前述の通りである。 

 自治体における現状の情報システム関連アウトソーシングの取り組み、および今後の電

子自治体実現を睨んだアウトソーシングの方向性を検討する上で、以下のようなアウトソ

ーシング類型を仮設的に設定した。 

 この類型は、民間にまかせるべき領域は民間で、という公共部門の効率化、スリム化の

視点（英国におけるＰＰＰ：Public Private Partnership）を取り入れたものである。 
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 前節で取り上げた、喜多方市（Ａ＆Ｉシステムズ）、岡山市（リットシティ）、ＣＤＣソ

リューションズなどの事例は、民間アウトソーシングサービス事業者主導の電子自治体推

進を図るものであり、従来の第３セクターとは異なる官民パートナーシップ型のアウトソ

ーシングサービス活用である。こうした取組みこそ地域産業振興という戦略的目標をも同

時に追求可能なアウトソーシング類型といえる。 

 

図表 3-2-36 自治体におけるアウトソーシングの類型 

事業主体（ＩＴ資産所有・投資リスク負担等）  

共同化 自治体 ＪＶ 民間事業者 

自治体直営 
【公設公営】 

 
･共同調達 

【自前主義】 

 

 

 

Ｎ／Ａ 公

営 

 情報ｼｽﾃﾑ 

外郭団体 

【ｴｰｼﾞｪﾝｼｰ】 

【情報ｼｽﾃﾑ外郭団体】 

資産､運営業務委託 
･公社､3 ｾｸ等 

※  

Ｎ／Ａ 

民

間

委

託 

外部委託 

 
【公設公有 

運営委託】 

【運用ｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞ】 

自治体所有･運営委託 
･民間事業者への委託 

･１to１のｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞ 

※  

Ｎ／Ａ 

Ｊ

Ｖ 

ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟ 
【公設民営】

等 

 

  ※ 

 

共同委託 

  ・ 

ｼｪｱｰﾄﾞ 

ｻｰﾋﾞｽ 
※【官民ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟ型ｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞ】―成果の共有― 

･各種条件つきの民間誘致＆ｻｰﾋﾞｽ活用 

→基幹業務全面委託､DC ｲﾝﾌﾗ整備(公共 IDC)､等 

･大手、地元企業のｺﾝｿｰｼｱﾑ等による共同開発、ASP化 

運

営

組

織 

民

営

化 

民間事業 
【民設民営】 

【企業化】 

【自治体による事業化】 

･DC ｻｰﾋﾞｽ､ASP ｻｰﾋﾞｽ等を 

他の自治体､企業に提供 

 【民間ｻｰﾋﾞｽ活用】 

民間所有･民間運営 

･民間 ASP ｻｰﾋﾞｽ活用等 

共通（※印） 各種の戦略的アウトソーシング・ＰＦＩ 

・ 情報システム外郭団体の民営化 

・ 外部活用による自治体ＢＰＲ、等 

 

・情報システム外郭団体での事務事業／外郭団体への委託 

 

 自治体の出資する地方公社の約 1％（119 団体）が情報処理関係である。情報関連地方公

社の９割は商法法人（株式会社等）であるが、行政情報化関連よりも地域情報化関連の団

体の方が多い。行政情報化関連団体の業績は表面上、良好であるが、民間における情報シ

ステム子会社と同様の課題を抱えていると推測される（｢第Ⅰ部 地方公共団体の実態調

査｣参照）。 

 従って電子自治体推進・実現上、情報システム外郭団体を活用する場合には、母体とな

る自治体にとっての効率化に寄与するような施策が不可欠である。例えば、民間との競争

を促す、ＳＬＡの導入やパフォーマンス評価などサービス調達的契約関係への移行、民間

経営への移行、などである。また、情報システム外郭団体の経営改善・経営改革において

も民間事業者を活用することができる（官民共同出資会社化、戦略的アウトソーシング等）。 
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・運営（運用）アウトソーシング 

 

 現状すでに全自治体の９割近くがコンピュータ単独自己導入団体であるが、実態として

は設計・開発から運用・保守の各段階において民間事業者への委託に依存している。 

 さらに調達側がＩＴ活用の成果・リスクを負う多くの委託契約を全体として十分に管理

できなくなってきている点については民間企業と同様である。ただし、ゼネラリスト志向

が主体の自治体では専門的要員育成が民間より難しいという課題を抱えている。 

 データセンターによるインフラ・サービス、運用管理サービス、付加価値サービスなど、

アウトソーシング・サービスが充実し、サービスの供給環境が整うことにより、自治体で

もコスト低減に加え、調達管理上の負担も軽減され、よりユーザ側のパフォーマンスの視

点でＩＴサービス調達が可能となる。 

 

・民間（アウトソーシング）サービス活用 

 

 アウトソーシング市場がより充実することにより、ユーザ側である自治体が自らＩＴ資

産を調達し、稼動・運営させ、必要なＩＴサービスを内製することから開放される可能性

が生まれてきている。さらに「１ to １」を本質とするアウトソーシングが「１ to Many(N)」

のユーティリティ・サービスに進化していく方向にある。信頼性の高いデータセンターに

よる各種サービス（ＡＳＰ等を含む）をユーザ・ニーズに合わせて柔軟に提供するアウト

ソーサが多数、現われることが期待される。それらが競争することによって自治体にとっ

てもＩＴコスト低減などＩＴ関連調達上のメリットは大きい。 

 民間事業者主導の流れと併行して、データセンターなどのインフラ、ハードウェア、あ

るいはソフトウェア／アプリケーションを複数の自治体が共同で調達・利用する動きは、

自治体のＩＴ関連調達上、外部アウトソーシングサービス活用の前段階の取り組みとも考

えることができる。 

 

・パートナーシップ型 

 

 自治体がＩＴ投資を自ら負担しないで済む外部サービス活用のメリットを享受するため

に、官民がパートナーとなり、自治体が適切なインセンティブを付与して民間のサービス

供給を促進する形態である。 

 電子自治体実現費用を創意工夫して低減したり、他団体のモデルとなるサービス提供を

試みるなど、よりきめ細かい対応を事業者に期待してＩＤＣ事業などを誘致する場合を想

定することができる。 

 付与するインセンティブとしては、データセンターの建屋などのインフラを自治体が安
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価に使用させたり（公設民営型ＩＤＣ）、ＩＤＣ誘致に資金提供はしないが電子自治体化の

ためのフロントシステムや基幹業務再構築の委託・そのシステム拡販の権利など様々な方

法がありうる。 

 また、民間ＩＤＣ事業者誘致などでは、地域産業への効果も大きい。戦略的な官民パー

トナーシップによる行政スリム化と地域産業振興を共に達成しうる有望なアウトソーシン

グの選択肢といえる。 

 すでにいくつかの取り組みが始っているが、地域産業振興をも対象とした岐阜県戦略的

アウトソーシングのようなビジネス・モデル化には至っていないのが現状である。 

 

・サービス事業者化 

 

第Ⅱ部第１章で民間企業における情報システム部門や情報システム子会社がその業界の

業務ノウハウを活用してコストセンターからプロフィットセンター化する傾向を紹介した。 

 電子自治体実現においても先進的な団体がハード、ソフト両面において他団体へサービ

ス提供事業を実施できる。「行政革命」の中でデビット・オズボーンとテッド・ゲーブラー

が指摘する「行政の企業化」の 1つとして位置づけることができる。 

 具体的には豊富なＩＴ関連資源（資産、要員、ノウハウ）を有する大都市などが、自庁

ＤＣサービスやＡＳＰサービスを他団体に提供していくことなどが想定される。タスマニ

ア州バーニー市（豪州）におけるＡＳＰサービス事業がその先駆的事例の 1つである｡ 

 また、前出パートナーシップ型のアウトソーシング活用により、中小都市においてもサ

ービス事業者化が可能となってきている。 

 

・共同化＆広域化 

 

 ＩＴ資産の共同調達、共同所有、共同利用などは従来からなされており、広域的事業主

体（一部事務組合や第３セクター）も存在している。共同化・広域化は住民サービス向上

とＩＴ費用低減の２つの目的に大別できる。 

 ほぼ 100％の自治体がコンピュータを利用し、約９割が単独自己導入（所有）であるが、

特に業務アプリケーションを全ての自治体が個別に開発、購入、カスタマイズしていく社

会的費用について、効率化の余地が大きい。 

 また、さらに踏み込んでシェアードサービスや共同でのパートナーシップ型アウトソー

シングも検討に値いする。行政スリム化と質の高い電子自治体実現、そして地域産業振興

を図るため、自治体が民間ＩＤＣ事業を誘致するには単独団体よりも複数団体が共同して

誘致する方が民間に対するインセンティブを高めることができる。 
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・戦略的アウトソーシング＆ＰＦＩ 

 

 運営（運用）アウトソーシングの活用もシステム、部門、システムライフサイクルごと

の個別契約では自治体全体として管理効率の低下やサービス向上の制約となる。特に全庁

的な業務改革の視点で新規・既存システムの最適化を追求する場合や新規の特定ＩＴプロ

ジェクト推進（例えば、民間ＩＤＣ事業者誘致などを含む）において、民間事業者との長

期、包括、パフォーマンス契約を特徴とする戦略的なアウトソーシング導入は高い効果を

期待することが可能である。 

 岐阜県における地域ＩＴ産業振興をも契約内容に含む戦略的アウトソーシングや藤沢市

における防災センターＰＦＩ的事業のような取り組みが拡大することが期待されている。 
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第４章 電子自治体とアウトソーシング等のあり方 

4-1 電子自治体実現に向けたアウトソーシング等の方向性 

(1) 地方公共団体の現状認識 

 

 まず本調査によって得られた電子自治体実現とアウトソーシング等の現状認識について、

簡潔に整理する。 

 地方公共団体の実態については以下の事項を指摘することができる。 

 

① 財政難の中での積極的なＩＴ投資 

 

 全国自治体の電算関係費は平成11年度までの微増傾向から、平成12年度約7,000億円、

と増加基調にある。電子自治体実現は自治体にとってチャンスであると同時にＩＴ関連費

用増大の可能性というリスクを伴っている。現在まで市区町村における電算関係費は一般

会計予算の１％程度で横並び傾向にあった。 

 従来は情報化の進展度合いや効率的な情報化投資などにおいてＩＴ投資のパフォーマン

スが高いと考えられる団体も「総枠１％ルール」の中で活動していたが、今回のアンケー

ト調査によると、妥当と考えられる今後の歳入に対する電算関係費比率は１％台～５％超

まで広がっている。電子自治体実現に際してはアウトソーシング等を含めさらに団体毎の

巧拙の差が明確化する恐れがある。 

具体的には各自治体のＩＴ戦略、組織、人材の質が決定的なパフォーマンスの相違につ

ながると考えられる。その背景には行政情報化が容易に行政効率化につながる定型、大量

処理分野の電算化はすでに進展しており、今後のＩＴ投資の効果はＢＰＲ（ビジネス・プ

ロセス・リエンジニアリング）の実施有無に左右されるためである。 

 

図表 4-1-1 今後、妥当と考える電算関係費比率 
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②スリム化・効率化への期待の高さ 

 

 国民・市民の目に映る電子政府・電子自治体施策について強く意識する必要がある。｢電

子政府に関するニーズ調査｣（日本経済新聞 2001.11.28）によると、国民の行政のＩＴ活

用に期待する効果は｢行政のスリム化｣、｢行政事務の効率化｣が上位 1位、2位を占め、｢窓

口業務などサービスの質の向上｣や｢住民とのコミュニケーションの活性化｣などより高い。 

 様々な行政サービスの向上を図ることができたとしても、行政のスリム化や業務の効率

化を軽視した電子自治体推進は国民・市民の意識・期待から乖離することになる。 

 

図表 4-1-2 行政のＩＴ活用に期待する効果（上位7項目） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：日本経済新聞（2001.11.28）に基づき作成 

 

③ 見直しを迫られる個別コンピュータシステム導入・利用 

 

 単独自己導入（所有）団体が約９割に達し、小規模町村も自己導入が定着している一方

で単独自己導入が一般化したことによる問題も指摘されている。 

 第一に、アウトソーシングの方が費用対効果に優れている可能性が高いのにもかかわら

ず、自己導入する傾向である。自己導入の理由としてセキュリティがあげられることが多

いが、実態は「自己導入が当然」とする自治体の横並び志向が根底にある。 

 第二に、3000 団体強の自治体が全てシステムを個別に開発導入したことによる社会的費

用の増大である。システムの個別導入は、市町村毎のばらばらの業務手順（ローカルルー

ル）を温存するため、各自治体は業務プロセスの見直しをする必要性がないというメリッ

トがある。 

 自治体における業務標準化の遅れは e-Japan 戦略あるいは電子自治体実現上の大きな阻

害要因である一方、その標準化推進自体が電子自治体の主要な取り組み課題といえる。 
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④ アウトソーシング等の現状と今後 

 

 自己導入（所有）が一般的であるため、自治体によるアウトソーシングの実態はほとん

どが「自治体所有・民間運営委託（ＧＯＣＯ：Government Owns Contractor Operates）」

であり、「民間（アウトソーシング）サービス活用（ＣＯＣＯ：Contractor Owns Contractor 

Operates）」が非常に少ない。 

 そのためアウトソーシングとしては「自治体所有・民間運営委託（ＧＯＣＯ）」を念頭に

メリット・デメリットを議論する傾向が強いものの、今後は「民間サービス活用（ＣＯＣ

Ｏ）」を含め幅広い選択肢の中から最適な形態を検討していく必要がある。 

 ここでの自己所有とは、ＩＴ資産のハード面・ソフト面の双方を考慮する必要がある。

今後は特にソフトウェア等のソフト資産面において個別開発・導入上の無駄を排除してい

くことが求められるため、標準化・共有化すべき領域を明確に識別し、標準化・共有化・

外部（民間）サービス活用という方向を探る必要がある。 

 また、どのようなアウトソーシングを活用する場合にも、過度の事業者依存もしくは「丸

投げ」にならないように、調達サービス（内容、レベル、品質）や役割分担の明確化、実

施状況の評価・モニタリング、評価のフィードバックなど適切な管理が求められている。 

 また、自治体の今後の情報化は民間同様にＢＰＲ（ビジネスプロセスリエンジニアリン

グ）を伴うことで高い効果を期待できる。全庁的なＩＴ戦略や特定プロジェクト推進にお

いて、よりアウトソーサの専門性を活用しうるアウトソーシング形態（戦略アウトソーシ

ングやＰＦＩ）採用も検討されるべきである。 

 

⑤ 民間・地域主導の共同化・広域化の必要性 

 

 従来から小規模都市を中心に共同・広域対応がなされ、そのメリットが認識されている

が、一部事務組合や広域連合、広域的活動のための外郭団体など受け皿組織が今後の電子

自治体実現上の主役として最適とは言えない。 

 官主導の組織が技術進展の速いＩＴ分野のサービス供給主体として効率的に活動をつづ

けるには限界があるためである。住民サービス向上および費用低減を目的に共同化・広域

化は積極的に推進すべきであるが、基本的に自治体側の役割は共同調達、標準化推進、共

同サービス利用に限定し、民間サービス事業者が共同・広域サービスの提供主体となるよ

うな官民の役割分担を指向していく必要がある。 

 こうした戦略的な民間活用と共同・広域対応は地域ＩＴ産業振興の起爆剤としての効果

も期待できる。 

 一方、既存の情報システム外郭団体や広域的公的組織については民営化も含め、電子自

治体推進がその機能、官民役割分担を見直し、抜本的なスリム化を図る好機となる。 
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(2) アウトソーシング動向の認識 

① 進化するアウトソーシング市場 

 

 米国を中心に海外ではアウトソーシング市場が発展している。これら欧米のアウトソー

シング市場は、1980 年代に大企業のスリム化、事業構造変革の手段として成長し、公共部

門を含め大規模なプロジェクトも増加した。 

 こうした大企業のスリム化ニーズ（プッシュ・アウト型）によりアウトソーシング市場

が成長し、競争力のあるアウトソーサが数多く出現することによって新規ＩＴ投資に関し

て外部資源を活用した事業展開が可能なサービス・メニューや環境が整備され、ベンチャ

ーや異業種が容易にＥビジネスを立ち上げられるようになってきている（後者を「バイ・

イン型」）。 

 資源の「所有」から「活用」へ、が大きな流れである。 

 

② 関心は「技術」から「市場」へ 

 

 アウトソーシング市場の充実は、ＩＤＣ（インターネットデータセンター）サービスや

ＡＳＰ（アプリケーションサービスプロバイダ）サービスなどネット型サービスとも呼ぶ

ことのできる多様なサービス、事業の形態でユーザが享受可能になってきている。成長途

中であるためそれらの概念や定義は極めて流動的であるが、その流れはユーザ・ニーズを

反映して「所有」から「活用」、さらにユーティリティサービス化の方向にある。ユーティ

リティサービスとは、ＩＴサービスがユーザにとって電気や水道のように、必要なサービ

スを必要な時に必要な量だけ活用できるような「ビジネスモデル」の方向性を意味してい

る。 

 実際にアウトソーシング・サービスとしてのネット型サービスを考える上では、ＩＤＣ

はＤＣ（データセンター）サービスの新しいタイプ、ＡＳＰサービスもＤＣもしくはＩＤ

Ｃが提供するサービスメニューの中の１カテゴリーとして把握するのが分かりやすい。 

 ユーザがインターネットを活用し、外部事業者からインフラサービス、運営管理サービ

ス、さらにはアプリケーションサービスまで利用できる可能性が広がってきており、関心

は技術的実現可能性からむしろ充実したアウトソーシングサービス市場がいかに形成され

るか、に移行しつつある。 

 海外公共部門（含む地方政府）のＩＴプロジェクトにおいては、アウトソーシング可能

性検討の義務づけや、アウトソーシング市場が未整備である状況ではその育成策も併せて

検討を求められている事例も見られる。いずれにせよ既存および新規のＩＴサービス・ユ

ーザのニーズが起点となり、ＩＴサービス事業者による高質で安価なアウトソーシングサ

ービス提供を促進し、市場の発展・充実が実現していくものと考えられる。 
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③ アウトソーシング等の定量的費用対効果 

 

 ＩＴ投資の個別性を理解した上で、あえてアウトソーシングの費用対効果の目安を整理

すると、民間データセンターへの運用全般のアウトソーシング（ハウジング）により 5～

15％程度の費用低減効果を見込むことができる（保守的な試算）。 

 さらに設計・開発から保守・運用までの包括的なアウトソーシングはシステムライフサ

イクル全体で費用対効果を検討することができるため、運用全般の委託より高い費用低減

効果（＋10％程度）があり、かつより組織や業務に近い立場でアウトソーシング・サービ

スの効果を評価することが可能となる。 

 共同化効果はその共同化範囲（インフラ、ハードウェア、アプリケーション等の開発・

購入、そして運用もしくはサービス利用）によって異なる。各種ＩＴ資産の共同調達では

初期費用を共同ユーザ数で折半する費用低減効果が期待でき、運用の共同化あるいは共同

アウトソーシングでは上述した低減効果が加算される。今回のアンケート調査結果による

と、自治体・民間共に 10～60％程度の共同化効果があると見ている｡ 

 グループ企業のシステムや事務、あるいは間接業務部門を別会社に集約・共同化するシ

ェアードサービスも同等の効果を期待することができる｡さらにアウトソーサ側のＩＴ資

産を全面的に活用し、ユーザが初期費用を負担しないで済む外部サービス活用形態も、単

独ユーザでは困難なものでも共同サービス購入の形態をとることによって市場（特定サー

ビス、特定地域を含む）でのアウトソーシング・サービス供給を促進することが可能であ

る。 

 ＡＳＰサービスは上記の共同化効果と類似しているが、十分な数のユーザ（市場）の存

在を前提に市場でのサービス提供がなされる必要がある。少なくとも初期費用を劇的に低

減できる上、また抜本的な業務標準化の効果があり、ハードウェアや各種インフラ調達を

考慮する必要がない点で成長が期待されているといえる。今回の民間ＩＴ企業向けのアン

ケート調査によると、自治体向けＡＳＰサービスの価格設定に関する回答にはまだばらつ

きが見られ、従来の単独導入の 10～90％となっている。 

 このためユーザ側企業等が独自または共同で開発したアプリケーションを基にＡＳＰサ

ービスの提供者となる動きも見られる。自社データセンターのサービスを外販する動きと

同様に、ユーザがＩＴ資源活用の位置づけをコストセンターからプロフィットセンター化

するものである。こうした戦略的な効果は単なる費用対効果算定の枠組みを超えるもので

ある。 

 戦略的アウトソーシングやＰＦＩはその本質がユーザとアウトソーサのパートナーシッ

プ関係にあり、パフォーマンス契約に基づいて利益とリスクを共有しながらＷＩＮ ＆ Ｗ

ＩＮの成果を追求するものである。この項で取り上げたアウトソーシング等全般、特に中・

大規模な戦略的プロジェクトが対象であり、その効果はユーザ業績で測定される。 
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(3) 自治体における現状および今後のアウトソーシング等の見通し 

 

 従来の行政情報化は自治体内部における各種の庁内業務システム（基幹系システムもし

くはバックオフィス系システム）が中心である。一方、電子自治体の実現とは自治体間（Ｇ 

to Ｇ）、自治体と市民や企業（Ｇ to Ｃ、Ｇ to Ｂ）との双方向のやりとりのために必要

な新しいシステムとその基盤が必要になる。庁内業務システムと新しい電子自治体系シス

テムの、アウトソーシング等に関する現状と今後の見通しについて今回、全国の自治体向

けに実施したアンケート調査結果をまとめたものが図表 4-1-3である。 

 

① 庁内業務システムの見通し：財務システム 

 

 庁内業務系システムである「財務システム」は､現状においても「導入済」又は「構築中」

の団体が８６．５％～９８．４％と導入率が高いシステムである。 

財務システムにおける現状の稼動しているコンピュータの設置形態は、全体で見ても８

５．３％～９６．８％の団体が「庁内保有」であり、外部への設置・委託はあまり行われ

ていない状況にある。今後の取組みにおいては、人口規模「１万人未満」及び「１万人～

１０万人未満」の団体は、外部センターによる「ホスティング」及び「ハウジング」の利

用を合わせ１９．０％及び１４．３％と、現状に対して３．２％及び６．３％とわずかな

がら外部設置・委託にシフトする傾向を示している。人口規模「１０万人以上」の団体で

は、今後の取組みにおいて１００％の団体が「庁内保有」によるコンピュータの設置形態

を予定しており、「財務システム」におけるコンピュータ設置のアウトソーシングはあまり

進展しないと思われる。 

コンピュータの運用管理については、人口規模「１万人未満」及び「１～１０万人未満」

の団体において、「外部委託」及び「併用」を合わせ６９．１％及び５８．２％と約６割～

７割の団体が運用管理を外部委託している状況にある。人口規模「１０万人～３０万人未

満」及び「３０万人以上」の団体では、「自庁職員」による運用管理が５６．７％及び６１．

５％と人口規模の低い団体に比べ外部委託を行っていない傾向を示している。 

コンピュータの運用管理における今後の取組みにおいても、人口規模「１万人未満」及

び「１～１０万人未満」の団体では現状以上に外部委託を進める傾向にはなく、人口規模

「１０万人～３０万人未満」及び「３０万人以上」の団体では、現状に対してむしろ「自

庁職員」による運用管理の比率が高くなっている。 

  開発形態については､人口規模「１万人未満」の団体において、共同化による開発が県内

及び広域合わせて１７．０％、人口規模「１～１０万人未満」においても１０．９％の団

体が共同化による開発の取組みを行っている。 
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図表 4-1-3 自治体における現状および今後のアウトソーシング等の見通し 

（単位：％） 

庁内業務系システム（財務） 電子自治体系システム（電子予約） 
人口規模 人口規模 

 

～１万人 ～10万人 ～30万人 30 万人～ ～１万人 ～10万人 ～30万人 30 万人～ 
現状 「導入済・構築中」 86.5 94.5 98.4 93.9 11.4 10.8 25.8 51.6 導入 

状況 今後 「導入予定」 57.9 64.1 69.7 88.9 52.6 67.4 85.2 78.3 
汎用機 24.3 28.7 48.3 66.7 7.8 0.0 0.0 0.0 
Ｃ／Ｓ 54.8 61.5 51.7 33.3 56.9 69.0 86.7 90.0 

稼動 
コンピュータ
種類 ＰＣ 18.0 8.8 0.0 0.0 33.3 28.6 6.7 10.0 

庁内保有   85.3   92.1   96.7   96.8 96.4 94.1 86.7 68.8 

ハウジング 3.9 2.8 3.3 0.0 1.8 5.9 0.0 12.5 
現
状 

ホスティング 10.9 5.2 0.0 3.2 1.8 0.0 13.3 18.8 

庁内保有 81.0 85.7 100.0 100.0 85.2 80.6 100.0 80.0 

ハウジング 7.9 6.0 0.0 0.0 7.4 4.8 0.0 20.0 

設
置
形
態 今

後 

ホスティング 11.1 8.3 0.0 0.0 7.4 14.5 0.0 0.0 

民間 55.0 70.1 0.0 100.0 80.0 100.0 0.0 75.0 
地域 7.3 7.5 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
共同利用 22.0 17.9 50.0 0.0 17.6 0.0 50.0 25.0 

現
状 

共同委託 15.6 4.5 0.0 0.0 5.9 0.0 50.0 0.0 

民間 43.5 80.0 0.0 0.0 44.4 22.2 0.0 0.0 

地域 26.1 0.0 0.0 0.0 33.3 33.3 0.0 0.0 

共同利用 21.7 13.3 0.0 0.0 11.1 33.3 0.0 0.0 

利
用
セ
ン
タ
ー 

今
後 

共同委託 8.7 6.7 0.0 0.0 11.1 11.1 0.0 0.0 

自庁職員 30.9 41.8 51.7 56.7 61.5 52.0 35.7 33.3 

外部委託 41.6 26.8 15.0 10.0 13.5 22.0 21.4 33.3 現
状 

併用 27.5 31.4 33.3 33.3 25.0 26.0 42.9 33.3 

自庁職員 40.0 36.0 60.0 57.1 43.4 37.7 60.0 25.0 

外部委託 25.0 25.6 0.0 0.0 26.4 29.5 0.0 25.0 

運
用
管
理 

今
後 

併用 35.0 38.4 40.0 42.9 30.2 32.8 40.0 50.0 

自己開発 15.9 22.0 50.0 55.2 31.9 31.1 33.3 40.0 

共同（県内） 5.6 4.6 0.0 0.0 0.0 2.2 8.3 13.3 

共同（広域） 11.4 6.3 0.0 0.0 2.1 0.0 8.3 0.0 

現
状 

外部調達 67.2 67.1 50.0 44.8 66.0 66.7 50.0 46.7 

自己開発 14.0 11.9 50.0 60.0 18.9 14.0 75.0 40.0 

共同（県内） 14.0 1.7 0.0 0.0 8.1 12.0 0.0 20.0 

共同（広域） 14.0 3.4 0.0 0.0 13.5 12.0 0.0 0.0 

開
発
形
態 

今
後 

外部調達 58.1 83.1 50.0 40.0 59.5 62.0 25.0 40.0 

ＡＳＰ導入検討 20.5 16.4 12.5 11.1 30.9 36.1 38.9 52.6 
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共同化における今後の取組みでは、人口規模「１～１０万人未満」の団体では５．３％

と現状に比べ減少しているものの、人口規模「１万人未満」の団体においては２８．０％

と共同化による開発が進展する傾向を示している。 

  ＡＳＰ導入検討の状況については、全体的に検討する団体の比率は低いものの、人口規

模の低い団体ほど導入検討に前向きな姿勢を示している。 

 

② 電子自治体系システム：電子予約システム 

   

  一方の電子自治体系システムである「電子予約システム」の動向を見てみると、現状で

１０．８％～５１．６％の団体が取組みを開始しており、人口規模の大きい団体ほど導入

が進められている状況にある。今後の取組みにおいても、５２．６％～８５．２％の団体

が導入を予定しており、人口規模が高くなるにつれ導入の意欲が高い傾向を示している。 

  現状の稼動しているコンピュータの設置形態は、「財務システム」と正反対の状況を見せ、

人口規模「１万人未満」及び「１万人～１０万人未満」の団体では、９０％以上の団体が

「庁内保有」であり、人口規模が高くなるにつれ外部設置・委託を行う比率が高くなって

いる。 

但し、今後の取組みでは、人口規模「１万人～１０万人未満」の団体を除き、「庁内保有」

が約８割と人口規模の少ない団体において、若干外部設置・委託を行う比率が高くなって

いる。 

センターの利用先としては、現状では人口規模「１万人未満」及び「１万人～１０万人

未満」の団体において、民間企業を利用している団体が多くなっているが、今後の取組み

においては、地域センターや共同利用先など地域の取組みを活用する傾向にある。 

運用管理において、人口規模「１万人～１０万人未満」の団体を除き、外部サービスを

利用する傾向にあり、特に人口規模「３０万人以上」の団体においては「自庁職員」によ

る運用管理が３３．３％と最も低く、外部サービスの活用を積極的に推進する姿勢がうか

がえる。 

開発形態については、共同化を含む外部での開発へのシフトが進む傾向を示しており、

特に人口規模「１０万人～３０万人未満」においては２４．０％の団体が共同化による取

組みを予定している。 

ＡＳＰ導入検討の状況については、人口規模「３０万人未満」の団体においては、約３

０％強、「３０万人以上」では約５０％の団体において検討が行われており、庁内業務系シ

ステムに比べ高い関心度を示している。 
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③ 今後の見通しに関する総括 

 

今回のアンケートによる財務システムと電子予約システムの動向から、庁内業務系シス

テムの今後の取組みは現状の取組みと大きく変化はなく、新しい取組みである電子自治体

系システムおいて今までとは違った取組みを行う、という特徴が見られる。コンピュータ

の利用としては、現有資産での稼動から始まるが、システムの開発の面で、人口規模「１

０万人未満」の団体において共同化による取組みが進展し、人口規模「３０万人以上」の

団体では、ＡＳＰの活用も含めた取組みが進められようとしている。 

  

図表 4-1-4① アンケートから見た電子自治体系システム 

アウトソーシング等の今後の見通し  

設置形態 利用ｾﾝﾀｰ 運用管理 開発形態 ASP 導入 

～１万人 庁内保有主流で 

一部外部委託化 

地域共同組

織を活用 

自庁職員と外部委

託の併用中心 

外部調達中心に

共同開発の活発

化 

外部調達の志向が

高くＡＳＰ導入促

進の可能性大 

～10万人 庁内保有主流で 

一部外部委託化 

地域共同組

織が主流 

自庁職員と外部委

託の併用中心 

外部調達中心に

共同開発の活発

化 

共同化先とのＡＳ

Ｐ導入促進の可能

性大 

～30万人 庁内保有 

 

外部ｾﾝﾀｰ活

用推進せず 

自庁職員と外部委

託の２極化 

自己開発中心 ASP 導入検討に前向

き 

30 万人～ 庁内保有主流で 

一部外部委託化 

－ 外部委託化主流 外部開発委託中

心に一部共同開

発 

ASP 導入検討に非常

に前向き 

図表 4-1-4② アンケートから見た庁内業務系システム 

アウトソーシング等の今後の見通し  

設置形態 利用ｾﾝﾀｰ 運用管理 開発形態 ASP 導入 

～１万人 庁内保有主流で 

一部外部委託化 

地域共同組

織を活用中

心 

自庁職員と外部委

託の併用中心 

外部調達中心に

共同開発の活発

化 

共同化先とのＡＳ

Ｐ導入促進の可能

性 

～10万人 庁内保有主流で 

一部外部委託化 

民間中心に

地域共同組

織を活用 

自庁職員と外部委

託の併用中心 

外部調達の更な

る促進と一部共

同開発 

外部調達の志向が

高くＡＳＰ導入促

進の可能性 

～30万人 庁内保有 

 

外部ｾﾝﾀｰ活

用推進せず 

自庁職員による管

理中心 

自己開発と外部

調達の２極化 

ASP 導入について

は、現時点消極的 

30 万人～ 庁内保有 

 

外部ｾﾝﾀｰ活

用推進せず 

自庁職員による管

理 

自己開発と外部

調達の２極化 

ASP 導入について

は、現時点消極的 
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住民サービス向上

行政改革 財政健全化 地域振興 、、、、、、、

D. 行政内BPR（in G)

E.行政BPRA. Net化

e-Japan　GtoC　inG

GtoB　GtoG

C. 行政間BPR in G’s
市町村合併を含む

B. PPP
含むアウトソーシング

A. Net化

　（狭義の電子自治体）

　→GtoG, GtoB, GtoC

B. PPP（Public Private 

Pertnership)

　→アウトソーシング、

民営化、PFI、etc

C. 行政間BPR in G’s

　→広域化、共同化

　→地方行政ｼｽﾃﾑ改革

D. 行政内BPR in G

　→自治体業務改革

E. 行政BPR

　（広義の電子自治体）

住民サービス向上

行政改革 財政健全化 地域振興 、、、、、、、

D. 行政内BPR（in G)

E.行政BPRA. Net化

e-Japan　GtoC　inG

GtoB　GtoG

C. 行政間BPR in G’s
市町村合併を含む

B. PPP
含むアウトソーシング

A. Net化

　（狭義の電子自治体）

　→GtoG, GtoB, GtoC

B. PPP（Public Private 

Pertnership)

　→アウトソーシング、

民営化、PFI、etc

C. 行政間BPR in G’s

　→広域化、共同化

　→地方行政ｼｽﾃﾑ改革

D. 行政内BPR in G

　→自治体業務改革

E. 行政BPR

　（広義の電子自治体）

(4)電子自治体とアウトソーシング等活用の考え方 

 

e-Japan 推進計画等に基づいて全国の自治体の共通目標となった電子自治体の実現は、

行政間（Ｇ to Ｇ）や行政と市民（Ｇ to Ｃ）、行政と企業（Ｇ to Ｂ）との間で様々なネ

ットワーク上のやりとりができるようになることにより、住民サービスの向上と自治体業

務の効率化を図るものである。ＩＴ（情報通信技術）の可能性を最大限に活用する必要が

ある（Ｎｅｔ化）。 

さらに効果的な電子自治体推進・実現には、アウトソーシングを含む官民パートナーシ

ップ（ＰＰＰ）、何よりも各自治体内での事務事業（業務）プロセスの見直し（行政内ＢＰ

Ｒ）の視点も不可欠である。また、市町村合併や広域連携など各種の共同化・広域化と電

子自治体実現を合わせて実施することの意義・効果も大きい（行政間ＢＰＲ）。 

各自治体における電子自治体推進・実現上の課題解決のアプローチ方法は、これらのア

ウトソーシング等を戦略的に活用することである。 

 

図表 4-1-5 電子自治体とアウトソーシング等 
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① 費用対効果の考え方 

 

海外の各種先進事例の多くで共通することは、行政のアカウンタビリティ（説明責任）

としてアウトソーシング実施の有無に伴う費用対効果（もしくは便益）を明確に算定し、

意思決定過程を透明化することが当然視されていることである。 

ＩＴ導入およびそのアウトソーシングの費用対効果はプロジェクト毎にその算定方法が

異なるなど、困難であるがゆえに算定する必要が高いといえる。 

特に電子自治体推進・実現にあたっての着眼点として、ＩＴ導入はその初期費用以上に

導入後の費用が大きく、ライフサイクルコストの評価が不可欠であること、実現のための

新規システム費用の効率化はもとより既存システムの効率化が重要であること、本来の目

的の１つであるＩＴ費用以外の行政費用の効率化の効果が最も大きい可能性があること、

などがあげられる。 

また、本調査の主テーマがアウトソーシングであることから、電子自治体のあるべき姿

は検討の対象外であるが、電子自治体実現は言うまでもなく自治体の提供する行政サービ

スの価値あるいは品質を向上させるものでなければならない。すなわち、住民サービス向

上に関する自治体内部の思い込みではなく、住民満足度向上すなわち行政サービス価値あ

るいは品質向上に裏打ちされた電子自治体実現が求められている。 

 

 

 

図表 4-1-6 電子自治体実現と費用対効果 

 

 

 

 

現
状

低高

電子自治体の実現 新規ＩＴ費用の抑制 既存IT費用の削減 行政費用全体の削減電子自治体の実現 新規ＩＴ費用の抑制 既存IT費用の削減 行政費用全体の削減

リエンジニアリング：情報システム業務プロセス 同左：自治体業務全体

（含む広域化・共同化）

［投入費用］行政スリム化効率化のためのＩＴ投資

計

その他の
行政費用

IT関連

（100%）

（99%）

アンケート結果
によると、ＩＴ
費用は歳入の

　　1～5％
　　　＋

スリム化効率化

市町村では現
状、歳入の約
１％

費
目

　　今後既存費用

高

現状

行政コスト

行
政
サ
ー
ビ
ス
水
準

［費用対効果］行政コストを低減し、サービス向上
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② 官民パートナーシップ（ＰＰＰ） 

 

今回の調査からも、アウトソーシング推進に熱心な団体ほど電子自治体実現の取り組み

が進んでいる。今後の自治体のＩＴ投資戦略はさらに、「自治体所有・民間委託」（ＧＯＣ

Ｏ：Government Owns Contractor Operates）、「民間所有・民間運営サービス活用」（ＣＯ

ＣＯ：Contractor Owns Contractor Operates）を含め幅広い選択肢の中から適切に選定・

組み合せていくことが望ましい。 

 電子自治体実現に必要なＩＴサービスを自治体が投資することなく民間事業者から調達

できる市場環境が整備されていくことが最も期待される形態である（図表中の｢民間サービ

ス活用｣）。そうしたサービス供給をより早期に、かつきめ細かく促進するために自治体が

能動的に民間ＩＤＣ事業者を誘致したり（同｢パートナーシップ｣）、自治体が自ら実質的に

サービス事業者となる形態（同｢自治体による事業化｣）など多様な展開が可能である。 

 一方で既存システムの見直しによるＩＴ費用や行政費用全体の抜本的低減効果も民間へ

のアウトソーシングによって可能となる。自治体職員や外郭団体による既存システム運営

の民間委託化（運営アウトソーシング）、民間への移譲などの行政のスリム化を意図した取

り組みを電子自治体実現を機に実施することが考えられる。こうした民間事業者の活用は

アウトソーシング市場の充実を促進し、地域ＩＴ業者振興にも寄与するものである。 

 

図表 4-1-7 自治体におけるアウトソーシングの類型 

事業主体（ＩＴ資産所有・投資リスク負担等）  

共同化 自治体 ＪＶ 民間事業者 

自治体直営 
【公設公営】 

 
共同調達 

【自前主義】 

自治体所有･自治体運営 

 
 

Ｎ／Ａ 

公

営 
情報ｼｽﾃﾑ 

外郭団体 
(ｴｰｼﾞｪﾝｼｰ) 

【情報ｼｽﾃﾑ外郭団体】 

 

･公社 

※ 

 
･3 ｾｸ 

 

Ｎ／Ａ 

民

間

委

託 

外部委託 
 
【公設公有 

運営委託】 

【運営ｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞ】 
自治体所有･運営委託 

・ﾊｳｼﾞﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ 

※  
Ｎ／Ａ 

 

Ｊ

Ｖ 

ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟ 
【公設民営】

等 

 

※ 
 

共同委託 

 

  ・ 

 

ｼｪｱｰﾄﾞ 

ｻｰﾋﾞｽ 
※【民間誘致型ｻｰﾋﾞｽ活用】―成果の共有― 

･各種条件つきの民間誘致 
･民間側は地元企業を含むｺﾝｿｰｼｱﾑ方式 

運

営

組

織 

民

営

化 

民間事業 
【民設民営】 

【企業化】 

【自治体による事業化】 
･DC ｻｰﾋﾞｽ､ASP ｻｰﾋﾞｽ等を 
他の自治体､企業に提供 

 【民間ｻｰﾋﾞｽ活用】 
民間所有･民間運営 

・ASP ｻｰﾋﾞｽ 

・ﾎｽﾃｨﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ 

共通（※印） 各種の戦略的アウトソーシング・ＰＦＩ（パフォーマンス契約） 
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③ 自治体業務改革（ＢＰＲ in Ｇ） 

 

 電子自治体推進にあたっての最重要課題について、自治体および民間企業の双方に実施

したアンケート調査結果は興味深いものである。 

 自治体側の考える最重要課題は、「庁内情報化インフラ整備」が最も多く、次いで「地域

情報ネットワーク構築」、「情報化計画の策定・見直し」などである。それらに比べて「庁

内業務プロセスの改善」や「予算の拡充」などは若干、重要度が低いと認識されているよ

うである。一方、民間企業の回答は、電子自治体推進上の最重要課題として「庁内業務プ

ロセスの改善」を指摘するものが圧倒的に多い結果となり、自治体の回答と対照的である。 

 電子自治体推進を契機とした自治体業務改革の取り組み活発化が望まれる。 

 

図表 4-1-8① 電子自治体推進にあたっての「最重要課題」 

図表 4-1-8② 民間から見た自治体が今後取り組むべき最も重要な課題 
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④ 共同化・広域化（ＢＰＲ in Ｇ’ｓ） 

 

 共同化・広域化は必然的に業務およびシステムの標準化を伴うため、電子自治体実現の

ための費用低減効果が非常に大きい。特にＩＴ資産（ハードウェアやデータセンターイン

フラ、業務アプリケーション等）の共有効果は単純化すれば開発・購入・維持費用を共有

するユーザ（自治体）数で除した費用となり、民間におけるシェアードサービスである。 

 一方でどの領域を共同化・広域化するかについては複数の切り口がある。図表の通り、

まず第一に住民サービス向上の視点から行政サービスを共同化・広域化するものである。

この場合、住民自治に最適な都市規模で取り組むものである。 

 第二に、地域産業活性化の視点からＩＴ投資や業務を集中化するための共同化・広域化

である。この場合、集中投資による持続的な経済効果を期待できる都市規模で取り組むも

のである。共同アウトソーシングや民間ＩＤＣ事業者の共同誘致、公共ＩＤＣ事業などが

該当すると考えられる。 

 第三に、地域特性を考慮した類似都市間の連携・共同化である。上記２種類の共同化が

地理的に隣接した自治体間での取り組みであるのに対し、このタイプは地理的特性による

ものではない。自治体の基幹業務システムは都市規模で異なる。また産業特性の類似した

都市間での連携・共同化も有望である。 

 このように、広域化・共同化の取り組みは他のアプローチ、アウトソーシングを含む官

民パートナーシップ（ＰＰＰ）、行政内業務改革（ＢＰＲ in Ｇ）、そしてＡＳＰ等の先進

ＩＴ活用と組み合せることでそれらの効果を格段に向上させることができる。 

 

図表 4-1-9 共同化・広域化の類型化例 

共同化・広域化類型  

住民サービス共通化型 電子自治体インフラ共同化型 類似都市連携型 

視点・狙い 

・行政区画に制約されずに、
住民サービスの広域化を図
ることによって、住民満足度
の向上を図る（住民サービス
面での合併前倒し効果） 

・新規、既存システム投資の
効率化と地域産業育成を目
的にＩＤＣ等の電子自治体イ
ンフラの共同導入、共同利用
を図る 

・都市特性の類似した複数
団体が各側面で連携、共
同化し、戦略的な目標実現
を図る 

想定人口 
規模 

・15～16 万人 
・地域に即した行政サービスを
効率的に提供可能な「顔の
見える都市」規模 

・地理的に隣接 

・50～70 万人 
・集中化の効果を持続的に地
域産業振興に活用可能な、
経済的に「自立できる都市」
規模 

・地理的に隣接 

・類似人口規模都市（大都
市、中都市、小規模町村） 

・類似産業構造都市（先端
産業、商業、観光農業、林
業、水産業等） 

共同化・ 
広域化 
の例 

・合併予定団体による業務ア
プリケーション等の共同導
入、共同利用、ＡＳＰ化 

→新規システム 
→既存システム 
・住民ＩＣカード共同導入、運用 

・民間ＩＤＣ事業者の共同誘致 
→新規システム分野共同利用 
→既存システムの標準化、共
同利用 

（・公設民営型ＩＤＣ整備） 
→ＡＳＰ化 

・自治体基幹業務アプリケ
ーションの共同開発、共同
利用、ＡＳＰ化等 

・観光産業振興のため共同
窓口システム等、各種のＧ 
to Ｃ、Ｇ to Ｂ。 

資料：細野助博著「スマートコミュニティ」等に基づき作成 
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4-2 電子自治体モデルと実現シナリオ 

(1) 電子自治体実現のためのアウトソーシング等活用選択肢 

 

アウトソーシングと単独･共同推進の選択肢を電子自治体実現という視点で整理した

のが図表 4-2-1 である。 

自治体が単独で電子化を推進する場合、システム（特にアプリケーション開発･運用）

の標準化、差別化、地域化、そして事業化という切り口で大別することができる。一方、

アウトソーシングの対象範囲としては、データセンター等のハードウェア資源の自己保

有･自己運用、外部ＩＤＣ（インターネットデータセンター）の活用､アプリケーション

等のソフトウェア資源も外部化する場合（図表内では｢アプリ･リース/レンタル｣）、そし

てＩＴを含む行政サービス・事務自体の外部化の４段階に大別することができる。 

 

① 標準化重視の単独推進 

 

標準化を重視した単独推進としては、｢パッケージ利用・自庁管理型｣、｢パッケージ利

用・ＩＤＣ活用型｣、｢ＡＳＰ利用型｣の３種類を想定することができる。電子自治体ビジ

ネスを展開する民間企業では平成１５年度前後を目標に電子自治体実現のための個別シ

ステムのパッケージ化、ＡＳＰサービス化に取り組んでおり、自治体は標準的なアプリ

ケーションを利用して効率的に電子化を図ることが可能である。 

前節の自治体アンケート調査結果に見る通り、現状は外部センター活用(ハウジング、

ホスティング)ニーズは弱く、外部民間事業者のサポートを受けて自庁保有・管理を行な

う意向が強い。しかし、電子自治体の効率的な実現に外部ＩＤＣ活用は優れており（専

門性の活用と２４時間３６５日運用のための柔軟な勤務形態、集中管理効果等）、民間側

の働きかけも積極的であることから、「自庁管理型」から「ＩＤＣ活用型」へのシフトが

進むものと考えられる。「ＡＳＰ利用型」の普及見通しは不透明である。電子自治体関連

のＡＳＰサービス市場の充実にはタイムラグも予想されるが、長期的には多くの団体お

よび多くのシステム領域でアプリケーション自己導入割合が低下し、ＡＳＰサービスが

主流になっていくものと考えられる。 

 

② 差別化重視の単独推進 

 

自治体として標準的なシステムでは十分でなく、たとえ費用の増加が見込まれても独

自仕様のシステム開発が要求される場合、「独自仕様・自庁管理型」と「独自仕様・ＩＤ

Ｃ活用型」の２種類が想定される。前出①と同様に、自治体の自庁管理志向が強いもの

の、費用対効果の向上のためにＩＤＣサービス活用の促進が期待される。 

差別化重視の単独促進では、独自仕様のシステム開発が前提となるため、ＡＳＰサー
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ビスのようにソフト資源も含めた「１ to Many（ワントゥメニ―）」のアウトソーシング

とはならない。言い換えれば「１ to 1（ワントゥワン）」のアウトソーシングにとどま

るため、常に標準化可能性、他団体との共同推進可能性を検討することも費用効率化の

ために不可欠である。 

この推進方法において採用可能なアウトソーシング手法には戦略的アウトソーシング

もしくはＰＦＩ（プライベイトファイナンスインシアチブ）がある（厳密には両者は異

なるが、簡略化のために以降、まとめて「ＰＦＩ（方式）等」と呼ぶ）。システム設計・

開発（含む再整備）から運用・保守に至るシステムのライフサイクル全体でサービスの

質とコストを、競争的かつ透明性の高い調達プロセス等によって最適化するものである。

リース等と同様にハードウェアの調達やアプリケーション開発などの初期の資本的支出

を後年度の経常的支出として平準化することもＰＦＩ等アウトソーシング手法の機能の

1つである。 

 

③ 地域化重視の単独推進 

 

わが国においても主要なＩＤＣ事業者によってサービスメニューやコストなどの面で

ＩＤＣサービス市場が充実してきている。他方で戦略的に地域ＩＤＣを活用していこう

という動きも非常に活発である。 

自治体が地域（化）を重視して電子化を単独推進する場合、「地域ＩＤＣ活用型」とそ

の地域ＩＤＣを通じた「ＡＳＰ利用型」の２種類を想定することができる。アプリケー

ション導入にあたっては前出①、②と同様にパッケージ利用と独自仕様に大別され、そ

れらも地域内企業（当該地域ＩＤＣ事業者を含む）によって用意されることが選好され

る。一部もしくは全てのシステムで実際に地域内企業が担う場合でも地域ＩＤＣを活用

しなければ、自治体の電子化モデルとしては前出①、②に分類できる。 

  地域化重視の単独推進においても標準化による行政サービス効率化の方向性を求めら

れることから、長期的には「ＡＳＰ利用型」が主流になっていくものと考えられる。そ

うした流れの中で地域内企業の提供するサービスの付加価値割合をいかに高めることが

できるかが重要といえる。 

  一方、地域化重視は、地域産業振興などの戦略的目標を加味した、長期的な費用対効

果に力点を置く電子化政策である。成果の目通しのない継続的な地域内企業の優遇は、

単なる割高な電子化・ＩＴ調達にすぎず、市民にとって電子自治体推進が昨今の公共事

業批 判と同様の対象としてとらえられてしまう危険性がある。 

  従って客観的な費用対効果算定基準や透明性の高い事業者選定プロセスなどを特徴と

するＰＦＩ等は、前出②の差別化重視と同様に地域化重視の電子化推進においても有益

である。 

  また、地域ＩＤＣは後述する自治体事務そのものの外部化（ＢＰＯ）のための有力な
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担い手の 1つとなることも期待されている。 

 

④ 自治体によるＩＴサービスの事業化 

 

先進的、主導的立場にある自治体が電子自治体実現に必要なソフト・ハード資源を調

達、開発を行い、他の自治体などにサービス提供を行うものである。特に先進団体が自

ら民間事業者に委託して開発したアプリケーションを他の団体にも提供することが考え

られ、今後はＡＳＰサービス形態による提供も有望視される。 

具体的には自治体が直接の事業主体となって自庁施設で運用し、特別会計を設置する、

外郭団体（含む３セク）が事業主体となる、民間企業（含むＳＰＣやコンソーシアム）

を通じてサービス提供する、といった形態が想定される。いずれにせよ、主としてソフ

ト資産の知的所有権やその対価算定方法、官民役割分担（自治体事業の守備範囲）等の

明確化が必要である。 

 

⑤ 自治体事務そのものの外部化（ＢＰＯ） 

 

各種証明書の発行手続きをコンビニエンスストアや郵便局で行うことができるように

したり、自治体のホームページ上での情報公開・情報提供関連業務をＮＰＯに委託した

り、自治体の広汎な後方事務を民間事務センターに包括的に処理委託するなど、ＩＴサ

ービスを含む自治体事務そのものをアウトソーシング（ＢＰＯ：ビジネスプロセスアウ

トソーシング）していくものである。 

電子自治体の推進にあたっては、どのような開発・運用モデル、システム形態を採用

するか、標準化か差別化かという検討の前に、電子化の対象となりうる事務事業そのも

のの外部化可能性の検討、すなわち自治体業務改革（ＢＰＲ：ビジネスプロセスリエン

ジニアリング）の視点が不可欠といえる。 

 

⑥ 自治体共同開発・個別運用（調達および開発の共同化） 

 

電子自治体実現に必要なソフト・ハード資源を複数の自治体が共同して調達・開発を

行い、その後のシステム運用は各自治体が個別に実施するという共同化では、「共同開発、

個別自庁管理型」と「共同開発・個別ＩＤＣ活用型」の 2種類を想定することができる。 

個別運用を前提とした共同調達・開発においても事務の外部化（ＢＰＯ）やＰＦＩ等

の採用が可能である。 
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⑦ 自治体共同開発・共同運用 

 

複数自治体がソフト・ハード資源を共同して調達・開発し、その後のシステム運用も

共同で行う場合、「特定団体における一括管理型」、「共同開発・共同ＩＤＣ活用型」、「Ａ

ＳＰ利用型」の３種類を想定できる。前２者の相違は、共同で利用するＩＤＣについて

外部事業者を活用するか、共同化参加団体の中の特定団体で管理するかである。単独推

進よりも共同推進の方が相対的に自庁管理志向が弱く、外部ＩＤＣ活用に抵抗が少ない。 

  共同開発・共同運用では現段階でも「ＡＳＰ利用型」が実際に採用可能である。ＡＳ

Ｐサービス形態での利用を前提とした共同開発・共同運用は、電子自治体推進モデルと

して最も有力な選択肢の１つと考えられる。 

 

⑧ 地域化重視の共同推進 

 

システム運用を個別に行うか、共同で行うか（前出⑥、⑦）にかかわらず、ソフト・ 

ハード資源を共同調達、開発する場合でも単独推進と同様に、「地域ＩＤＣ活用型」と地

域ＩＤＣを通じた「ＡＳＰ利用型」の２種類を想定することができる。ＰＦＩ等やＢＰ

Ｏ活用を合わせて検討する価値がある点も同様である。単独推進とのちがいは、共同化

の労力等を考慮しても、より大きな費用低減や地域産業振興などの効果が期待できるこ

とである。また、「ＡＳＰ利用型」を当該自治体の意向を反映させて実現する上でも共同

推進が有利といえる。 

 

⑨ 自治体によるシステム・事務統合 

 

自治体の電子化推進上の共同化・広域化の取り組みをより深め、共同事業化する場合

としては、「システム統合型」と「事務統合型」の２種類を想定することができる。 

 共同化を継続的に推進する場合、従来は一部事務組合や共同出資法人などの公的共同

組織を設立して事業を行うことが多く、その共同化の事業内容は前出⑥のような共同調

達機能、前出⑦のような調達・開発から運用までの包括的なもの、さらに運用のみの共

同化など多様である。今後は市町村合併や広域行政等の要請に応え、システムおよびシ

ステム部門の統合を視野に入れた共同化の取り組みが必要となってきている。この「シ

ステム統合型」では、アウトソーシングの場合は庁内に残すべき企画機能も共同化・統

合の対象となる。また、非効率な組織運営になりがちな公的共同組織を設置せず、民間

主導の共同・広域事業化の推進が今後の課題といえる。 

 広域行政の視点ではシステム統合にとどまらず、広く自治体の事務事業や組織の統合

を目標とした、「事務統合型」の共同事業化も有望である。ここでも単なる事務や組織の

集約ではなく、ＰＦＩ等のアウトソーシング手法を組み合せることができる。 
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図表 4-2-1 電子自治体実現のためのアウトソーシング等の選択肢 

 

 

 

 

 

注：カッコ内のアルファベットは推進モデル(8 種類：Ａ～Ｈ)に対応 

①
標
準
化

②
差
別
化

③
地
域
化

④
事
業
化

　　　

⑥
個
別
運
用

⑦
共
同
運
用

　

⑧
地
域
化

⑨
統
合

資料：ＦＲＩ作成

⑤事務の外部化

（ＢＰＯ）

共
同
推
進

単
独
推
進

外部ＩＤＣ活用

アウトソーシングの対象範囲

アプリ・リース/レンタルアプリケーション自己導入

ハード自庁保有・管理

他の自治体へのアプリケーション提供、ＡＳＰサービス提供（サービス提供型）
　　・自庁運用　　・外部団体活用　　・民間活用（含むコンソーシアム）　[Ｇ]

パッケージ利用
自庁管理型

[Ａ－１]

独自仕様
自庁管理型

[Ｂ―１]

　パッケージ利用
ＩＤＣ活用型

[Ａ－２]

　独自仕様
ＩＤＣ活用型

[Ｂ―２]

地域ＩＤＣ活用
　（民間、３セク）

[Ｅ]

ＡＳＰ利用型
（ＩＤＣ活用）

[Ｆ]

リース・ＰＦＩ活用

ＡＳＰ利用型[Ｆ]

リース・ＰＦＩ活用

（パッケージ）
（独自仕様）

　　　　ー　ＢＰＯ活用　－
　
　　　　　 業務プロセス
　　　　 アウトソーシング

　
　証明書発行、公共施設予約、

　情報公開・提供、

　公共料金徴収、等の

　事務全体の外部化
　

　〔移管・委託先例〕
　
　　・コンビ二、郵便局、他
　
　　・地域ＩＤＣ
　
　　・ＮＰＯ
　

　〔対価の支払形態例〕
　
　　・無償、一部補助
　
　　・定額制
　
　　・従量制
　
　　　（含むパフォーマンス契約）
　
　　・定額＋従量制
　
　　・利用者負担制
　
　　　（住民、企業）

　　　　　―　事務統合型　―
　　　　　　　・公的組織
　　　　　　　・民間　　　　　[Ｈ―２]

　　　　　共同化目的の組織に、継続的に共同開発・共同運用委託
     　・公的共同組織（組合、財団等）     　・民間（含むコンソーシアム）
                                 ―   システム統合型   ―　　　　　　　　[Ｈ―１]

共同開発（調達）
個別自庁管理型

[Ｃ－１]

特定団体における
一括管理型

[Ｄ―１]

共同開発
個別ＩＤＣ活用型

[Ｃ－２]

共同開発
共同ＩＤＣ活用型

[Ｄ－２]

地域ＩＤＣ活用（民
間、３セク）

[Ｅ]

ＡＳＰ利用型
（ＩＤＣ活用）

[Ｆ]

リース・ＰＦＩ活用

ＡＳＰ利用型[Ｆ]

リース・ＰＦＩ活用
（個別活用）
（共同活用）

注：カッコ内のアルファベットは推進モデル（8種類：Ａ～Ｈ）に対応 
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（2）電子自治体の推進・実現イメージ 

 

   電子自治体推進上のアウトソーシング等の選択肢を踏まえ、自治体の現状から電子

化推進、そして将来的な電子自治体実現イメージを示したものが図表 4-2-2 である。 

 

① 全庁的基本方針の明確化 

 

既存の庁内業務システムおよび電子自治体実現に必要な新規システムに関する人口規 

模別自治体の現状と今後の意向は前節で取り上げた通り、各自治体が電子自治体実現の

方向性について手探り状態にある。従って、現段階で行政情報システムおよび行政サー

ビスそのものについて、各自治体がどの分野、どのシステム・サービスにどの程度、経

営資源（端的には資金）を投入すべきかを全庁的な視点で再評価し、基本方針を明確化

する必要があると考えられる。民間を含め、どのような組織においても限られた経営資

源で最大限の組織目標を達成するには、経営資源を投入する上で事業もしくは組織活動

分野の選択と集中が不可欠である。そして経営資源を集中的に投入すべき分野、すなわ

ち各自治体組織の中核（コア）的活動分野と、徹底的にコスト削減すべき非中核（非コ

ア）活動分野を検討、選別していく必要がある。 

具体的に非コア分野においては、標準化や共同化、広域化、外部化などの手段によっ

て、少しでも納税者負担を低減する義務が自治体に課せられている。また、競争環境下

において常に利益の最大化を要求される民間企業と対照的に、自治体ではそのほとんど

の業務活動がより標準化等を追求し、低コストで効率的に運営すべき活動分野といえる。 

 

② 電子自治体推進イメージ 

 

電子化を進める上で、経営資源を集中的に投入すべきコア分野と、標準化や共同化等 

によって効率化（コスト削減）を追求すべき非コア分野では推進方法が大きく異なる。 

 

a.コア分野の電子化 

 

 先進的ＩＴ都市を全庁的目標とする自治体や、特定分野のＩＴ化を戦略的に推進する

場合、経営資源を集中的に投入し、独自仕様のシステム開発・運用が必要となる。前出

の「②差別化重視の単独推進」パターンが該当し、早期に電子自治体実現を図り、その

後も先進性を維持すべく、継続的な改善を実施していくことになる。 

 一方、既存システムを含む自庁管理からＩＤＣ活用への移行、ＰＦＩ等の活用、他団

体等へのサービス提供（ＡＳＰサービス事業等）など、先進的団体としての効率化や成

果・ノウハウ還元の取り組みが要求されることになる。
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図表 4-2-2 アウトソーシング等を活用した電子自治体モデルと実現シナリオ 
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b.効率的な電子化の単独推進 

 

 単独の自治体が極力、効率的に電子化推進を図る場合、前出「①標準化重視の単独推

進」パターンが該当し、電子自治体実現に必要な新規のシステム化領域は標準仕様が基

本となる。「パッケージ利用・ＩＤＣ活用型」を第一候補としながら、当該自治体に適合

したＡＳＰサービスを当初から民間事業者や先進自治体等から提供されるならば「ＡＳ

Ｐ利用型」となろう。 

 また、効率的な電子化は、新規システムだけでなく既存システムにおいても同様な取

り組みを行うことによって高い効果が得られる。新規システムと並行して、既存システ

ムの更新・再構築時に標準化・外部化をもあわせて取り組めるよう、全庁的な情報シス

テム標準化・外部化計画を策定し、計画的な推進を図っていくことが望ましい。 

 

c.効率的な電子化の共同推進 

 

 前述の通り、電子自治体の共同推進は多様な形態がある。また、これから初めて共同

化の取り組みを行う場合と、すでに今まで共同推進を実施しており共同化の枠組みが整

っている場合では電子自治体実現に向けた推進方法が異なる。想定される基本的な推進

イメージは以下の通りである。 

 まず、電子自治体実現に必要な新規システムの共同調達・開発を行う。この際、当初

から「ＡＳＰ利用型」の共同運用を前提に取り組むことが望ましい。 

 また、単独推進と同様、既存システム領域の共同化も順次、進めていくことが望まし

い。共同団体間でまずＩＤＣ活用の共同運用（ハウジング/ホスティング）に移行し、計

画的なシステムの標準化もしくは共同再開発を行い、「システム統合型」にシフトしてい

くことになる。 

 

③ 将来的な電子自治体実現イメージ 

 

今後の自治体の電子化は従来の横並びの行政情報化から、自治体の戦略的経営の反映

に 変化していくものと考えられる。経営資源投入上の選択と集中が検討され、自治体

間もしくは各自治体内の領域によって高付加価値サービス志向とローコストオペレーシ

ョン志向が明確に区別される。 

 

a.高付加価値サービス志向：「継続的なベストプラクティス追求」 

 

 高付加価値サービス志向の自治体あるいは戦略的なコア領域・業務においては、独自

仕様システムの自己開発・導入が行なわれ、継続的にベストプラクティスが追求される。
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一方、その周辺領域では独自仕様にこだわらず、ＡＳＰサービスなどを含む適切な外部

の標準システム・サービスを組み合せて活用していくことになる。 

 

b.ローコストオペレーション志向：「スリムな自治体」 

 

ローコストオペレーション志向の自治体あるいは領域では、徹底的・抜本的な標準化

と共同化・広域化、そして外部化を推進していくことになる。推進方法として単独、共

同の２つに大きく分かれるが、各自治体にとっての到達イメージはどちらも「スリム化」

である。電子自治体実現に必要な新規システムと既存システムが行政版ＥＲＰ

（Enterprise Resource Planning）として統合、標準化され、民間事業者から提供され

るサービス（ＡＳＰサービス）を選択的に利用する形態が有望である。このＩＴ資源（ソ

フト・ハード資産、要員等）の所有から活用への転換が第一の「スリム化」である。 

 単独自治体および共同推進団体による標準化と外部化の推進は、ＩＴ分野のアウトソ

ーシングにとどまらず、自治体業務・事務および組織そのものの外部化（ＢＰＯ）も可

能となる。この事務や組織そのものの外部化の推進がもうひとつの「スリム化」である。 

 

c.地域アウトソーシング産業の振興 

 

 高度で効率的な電子自治体の実現は、それを支えるアウトソーシング市場の充実と表

裏一体である。各々の電子自治体が都市としての競争力を向上させるためには、充実し

た地域アウトソーシング産業の育成、振興も同時に求められる。 

 自治体によるＩＴ関連サービスの積極的なアウトソーシングにより、地域ＩＤＣが競

争力のある高付加価値サービス型の事業体（図表では｢共通事務センター｣）に成長しう

る。また、特に地域性を強みにするにはＩＴサービスにとどまらない、「リアル（非ＩＴ）

サービス」とセットで自治体事務を肩代わりするＢＰＯ（ビジネスプロセスアウトソー

シング）の視点も不可欠である。すでに窓口業務のコンビニエンスストアや郵便局によ

る代行やＮＰＯによる行政情報提供代行など多様な取り組みが始まっている。 

狭いＩＴ分野に限定されずに、地域経営資源を創意工夫して活用することが地域アウ

トソーシング産業の振興と、高度で効率的な電子自治体実現に資すると考えられる。 

 

（３）電子自治体の推進モデル 

    

電子自治体実現のためのアウトソーシング等の選択肢（図表 4－2－1）に基づき、

個別の推進モデルとして以下の通り 8類型（Ａ～Ｈ）に整理した（図表 4-2-3）。 
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図表 4-2-3① 電子自治体推進モデルの比較表：その 1 
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図表 4-2-3② 電子自治体推進モデルの比較表：その 2 
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Ｅ.地域ＩＤＣ活用型 Ｆ.ＡＳＰ利用型 Ｇ.サービス提供型 Ｈ.システム･事務統合型
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Ｃサービスが提供されない場合、代替・
補完的な役割で、地域でのＤＣサービス
を実施。

・公共団体だけでなく、地域の事業者への
ＤＣ等のサービスも提供。

メリット

デメリット

推進のイ
メージ

メリット

デメリット

推進のイ
メージ

・民間事業者がビジネスターゲットとしない
小規模団体を24時間 365日運営体制で

サポート。

・個人情報保護などの面で法的、心理的障
壁のある団体が活用しやすい。

・地域経済や情報産業振興への寄与。

・経営（運営）責任が明確でない場合、非効
率、不採算の事業になり易い。

・民間事業者と適切な競争関係が形成され
ない場合、民業圧迫の恐れがある。

・予算制度の問題から、契約、課金のあり
方の検討が必要になることがある。

・官民双方のネットワーク基盤強化が必要。

・セキュリティ、個人情報保護対策が必要

・既存システムとの連携の検討を要する。

・持たざるＩＴによって、コスト削減効果があ
るほか、他のサービスへの移行が柔軟
になる。それにより、サービス提供者（公
的部門含む）の競争環境が形成される。

・適切なＡＳＰアプリケーションの導入はＢＰ
Ｒの契機となりうる。

・標準化、共同化を積極的に進め、システ
ム利用の効率化を模索する動きの中か
ら、ＡＳＰ（アプリ・リース／レンタル）のプ
ラクティスが生まれ、自治体での活用が
普及。

・他団体への提供が無償供与となる傾向が
あり、供給側・需要側双方にメリットにな
る様なインセンティブ制度の確立が必要。

・自治体が事業主体となる場合、事業の健
全性を追求する方策が必要となる。

・コストをかけて開発した行政財産の有効
活用が図れる。

・「ベストプラクティスの流通」が行いやすく、
全自治体レベルでの行政効率、地域経
営の向上を図りえる。

・差別化戦略によって開発されたシステム
や共同開発によるシステムなど、自治体
が知的所有権を持つ利用価値の高いア
プリケーションを、他の団体でも利用・流
通できる仕組みを形成。

・団体ごとのエゴが生まれやすく、企画調
整機能・権限を強化することで、意思決
定のスピードアップが必要

・フル（全工程）システム統合や事務統合が
市町村合併の誘引、円滑化につながる。

・各種事務などを統合化し、民間活力活用
によって、行政の事務効率が図れる他、
官民の役割の見直しが進み、地域経済
の活性化に寄与。

・市町村合併に先行してシステム統合や、
更にシステム業務をも統合することによっ
て、市町村合併を促進する他、事務その
もののＰＰＰを図り、抜本的な行政改革を
実現する。
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図表 4-2-4① Ａ．パッケージ活用・単独推進型 

 

自治体Ａ 民間企業

パッケージ
導入

パッケージ

パッケージ
策定

民間等が開発した汎用パッケージﾞを導
入

・基幹系業務や共通基盤系システムな
ど、多くの自治体の業務に共通性がみ
られる分野で導入

自治体Ａ

機器

（ﾓﾉ）

業務

利用

（利用者）

民間企業
（ﾃﾞｰﾀｾﾝﾀｰ)

導入した民間等が開発した汎用パッ
ケージﾞを民間企業のＩＤＣにて運用。

民間企業のＩＤＣ利用方法としては、大
別すると自庁保有のハードの設置管
理を委託する「ハウジングサービス」
利用と機器自体も民間企業のＩＤＣを
利用する「ホスティングサービス」利用
の２種類。

保守・運用については、外部の民間企
業等に委託。

自治体Ａ

自庁
職員

機器

（ﾓﾉ）

保守運用

（ﾋﾄ）

業務

利用

（利用者）

自治体Ａ

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ
機器

（ﾓﾉ）

民間企業

派遣による運用委託
保守運用

（ﾋﾄ）

業務

利用

（利用者）

導入した民間等が開発した汎用パッ
ケージﾞを自庁保有のハードで運用。
保守・運用については自庁職員により
実施

導入した民間等が開発した汎用パッ
ケージﾞを自庁保有のハードで運用。
保守・運用については、外部の民間企
業等に委託し、主に派遣により実施

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ

職員

住民
企業

住民
企業

住民
企業

職員

職員

保守運用

（ﾋﾄ）

ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
（開
発
形
態
）

ハ
ー
ド
（
運
用
形
態
）

外
部
Ｉ
Ｄ
Ｃ
活
用
（民
間
企
業
）

自
庁
保
有
／
管
理

パ
ッ
ケ
ー
ジ
活
用

1-①　パッケージ・自庁管理

（自庁職員による運用）

2．パッケージ利用、ＩＤＣ活用

1-②　パッケージ・自庁管理

（要員派遣による運用委託）
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図表 4-2-4② Ｂ．独自仕様・単独推進型 

 

自治体Ａ 民間企業

独自仕様
開発委託

独自仕様
アプリ

開発
仕様策定

自治体Ａ

独自
仕様
ｱﾌﾟﾘ

自庁
職員

機器

（ﾓﾉ）

保守運用

（ﾋﾄ）

業務

利用

（利用者）

自治体Ａ

独自
仕様
ｱﾌﾟﾘ

職員

機器

（ﾓﾉ）

民間企業

派遣による

運用委託

保守運用

（ﾋﾄ）

業務

利用

（利用者）

自庁独自の仕様によりアプリケーション
を開発

・独自仕様でなければ、業務に支障を
来たす際

・他の団体との差別化を求める
・他に選択肢がない

自庁独自の仕様により開発したアプリ
ケーションを自庁保有のハードで運用。
保守・運用については自庁職員により
実施

自庁独自の仕様により開発したアプリ
ケーションを自庁保有のハードで運用。
保守・運用については、外部の民間企
業等に委託し、主に派遣により実施

自治体Ａ

機器

（ﾓﾉ）

業務

利用

（利用者）

民間企業
（ﾃﾞｰﾀｾﾝﾀｰ)

独自
仕様
ｱﾌﾟﾘ

自庁独自の仕様により開発したアプリ
ケーションを民間企業のＩＤＣにて運用。

民間企業のＩＤＣ利用方法としては、大
別すると自庁保有の機器の設置管理
を委託する「ハウジングサービス」利
用と機器自体も民間企業のＩＤＣを利
用する「ホスティングサービス」利用の
２種類。

保守・運用については、外部の民間企
業等に委託。

職員

保守運用

（ﾋﾄ）

住民
企業

住民
企業

職員
住民
企業

ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
（開
発
形
態
）

ハ
ー
ド
（
運
用
形
態
）

外
部
Ｉ
Ｄ
Ｃ
活
用
（民
間
企
業
）

自
庁
保
有
／
管
理

独
自
仕
様
開
発

1-①　独自仕様・自庁管理

（自庁職員による運用）

1-②　独自仕様・自庁管理

（要員派遣による運用委託）

2．独自仕様・ＩＤＣ活用
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図表 4-2-4③ Ｃ．共同開発・個別運用型 

 

自治体Ａ 民間企業 地域複数自治体等によりアプリケーショ
ンを共同開発

・規模や業務、システムに対する指向
が類似した団体同士で、開発コストの
抑制等を求める

自治体Ａ

機器

（ﾓﾉ）

業務

利用

（利用者）

民間企業
（ﾃﾞｰﾀｾﾝﾀｰ)

地域複数自治体等により共同開発し
たアプリケーションを民間企業のＩＤＣ
にて運用。

民間企業のＩＤＣ利用方法としては、大
別すると自庁保有のハードの設置管
理を委託する「ハウジングサービス」
利用と機器自体も民間企業のＩＤＣを
利用する「ホスティングサービス」利用
の２種類。

保守・運用については、外部の民間企
業等に委託。

自治体Ａ

自庁
職員

機器

（ﾓﾉ）

保守運用

（ﾋﾄ）

業務

利用

（利用者）

自治体Ａ

機器

（ﾓﾉ）

民間企業

派遣による運用委託
保守運用

（ﾋﾄ）

業務

利用

（利用者）

地域複数自治体等により共同開発し
たアプリケーションを各自治体自庁保
有のハードで個別に運用。保守・運用
については自庁職員により実施

地域複数自治体等により共同開発し
たアプリケーションを各自治体保有の
ハードで個別に運用。保守・運用につ
いては、外部の民間企業等に委託し、
主に派遣により実施

共同
開発
アプリ

職員

住民
企業

住民
企業

住民
企業

職員

職員

保守運用

（ﾋﾄ）

共通仕様
策定要望

要望 開発

共同
開発
アプリ

共同
開発

共同
開発
アプリ

共同
開発
アプリ

自治体B

ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
（開
発
形
態
）

ハ
ー
ド
（
運
用
形
態
）

外
部
Ｉ
Ｄ
Ｃ
活
用
（民
間
企
業
）

個
別
自
庁
保
有
／
管
理

共
同
開
発

1-①　共同開発・個別自庁管理

（自庁職員による運用）

1-②　共同開発・個別自庁管理

（要員派遣による運用委託）

2．共同開発・個別ＩＤＣ活用
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図表 4‐2‐4④ Ｄ．共同開発・共同運用型 

 

自治体Ｃ

ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
（開
発
形
態
）

ハ
ー
ド
（
運
用
形
態
）

地域複数自治体等によりアプリケーショ
ンを共同開発

・規模や業務、システムに対する指向
が類似した団体同士で、開発コストの
抑制等を求める

機器

（ﾓﾉ）

業務

利用

（利用者）

民間企業
（ﾃﾞｰﾀｾﾝﾀｰ)

地域複数自治体等により共同開発し
たアプリケーションを民間企業等のＩＤ
Ｃにて共同で一括して保守及び運用を
実施。

機器

（ﾓﾉ）

民間企業

派遣による

運用委託

保守運用

（ﾋﾄ）

業務

利用

（利用者）

地域複数自治体等により共同開発し
たアプリケーションを特定団体保有の
ハードで一括して運用。保守・運用に
ついては自庁職員により実施

地域複数自治体等により共同開発し
たアプリケーションを特定団体保有の
ハードで一括して運用。保守・運用に
ついては、外部の民間企業等に委託
し、主に派遣により実施

住民
企業

保守運用

（ﾋﾄ）

共同
開発
アプリ

自治体Ｂ

機器

（ﾓﾉ）

業務

利用

（利用者）

自治体Ａ

住民
企業

職員

保守運用

（ﾋﾄ）

共同
開発
アプリ

住民
企業

共同
開発
アプリ

職員

自治体Ｃ

職員

自治体Ｂ

職員

自治体Ｃ
自治体Ａ

自治体A

職員

自治体B

自治体Ａ 民間企業共通仕様
策定要望

要望 開発

共同
開発
アプリ

共同
開発

自治体B

共
同
Ｉ
Ｄ
Ｃ
活
用
（民
間
企
業
）

特
定
団
体
保
有
／
管
理

共
同
開
発

1-①　共同開発・特定団体一括管理

（特定団体職員による運用）

1-②　共同開発・特定団体一括管理

（要員派遣による運用委託）

2．共同開発・共同ＩＤＣ活用
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図表 4-2-4⑤ Ｅ．地域ＩＤＣ活用型 

 

 

 

 

 

自治体Ｃ

ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
（開
発
形
態
）

ハ
ー
ド
（運
用
形
態
）

機器

（ﾓﾉ）

業務

利用

（利用者）

地域ＩＤＣ
（ﾃﾞｰﾀｾﾝﾀｰ) 上記の各々の開発形態により開発し

たアプリケーション（自治体アプリ）を
地域ＩＤＣにて保守及び運用を実施。
地域ＩＤＣでは、地域活性化等の目的
により、自治体向けのサービス以外に
地域等の住民や企業に対してもサー
ビスを実施。

住民
企業

保守運用

（ﾋﾄ）

自治体
アプリ

自治体A

職員

自治体B

自治体Ａ 民間企業

独自仕様
開発委託

独自仕様
アプリ

開発
仕様策定

独
自
仕
様
開
発

自庁独自の仕様によりアプリケーション
を開発

・独自仕様でなければ、業務に支障を
来たす際

・他の団体との差別化を求める
・他に選択肢がない

自治体Ａ 民間企業

パッケージ
導入

パッケージ

パッケージ
策定

民間等が開発した汎用パッケージﾞを導
入

・基幹系業務や共通基盤系システムな
ど、多くの自治体の業務に共通性がみ
られる分野で導入

パ
ッ
ケ
ー
ジ
活
用

地域複数自治体等によりアプリケーショ
ンを共同開発

・規模や業務、システムに対する指向
が類似した団体同士で、開発コストの
抑制等を求める

自治体Ａ 民間企業共通仕様
策定要望

要望 開発

共同
開発
アプリ

共同
開発

自治体B

共
同
開
発

地
域
Ｉ
Ｄ
Ｃ
活
用

自治体
アプリ
企業等
アプリ

住民
企業

地域ＩＤＣ活用
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図表 4-2-4⑥ Ｆ．ＡＳＰ利用型 

 

ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
（開
発
形
態
）

自治体Ａ 民間企業

ＡＳＰサービス

ＡＳＰ選定

独
自
仕
様
開
発

独
自
仕
様
開
発

民間企業により提供されるＡＳＰサービ
スを活用

自治体Ａ 民間企業
地
域
Ａ
Ｓ
Ｐ

地
域
Ａ
Ｓ
Ｐ

国や県等により提供されるＡＳＰサービ
スを活用

自治体Ａ 国・県

自治体B

公
的
Ａ
Ｓ
Ｐ

公
的
Ａ
Ｓ
Ｐ

ｻｰﾋﾞｽ利用

共通仕様
策定要望

要望 開発

共同開発
ASP型
アプリ

共同
開発

自治体B

ＡＳＰサービス

ＡＳＰ選定

ＡＳＰ選定

ハ
ー
ド
（運
用
形
態
）

機器

（ﾓﾉ）

業務

利用

（利用者）

地域ＡＳＰ開発形態により開発した
アプリケーション（自治体ＡＳＰ型ア
プリ）により地域ＩＤＣにて提供され
るＡＳＰサービスを活用。

アプリケーション及びハード、保守・
運用については、地域ＩＤＣにて提
供。住民

企業

保守運用

（ﾋﾄ）

自治体
ＡＳＰ型
アプリ

自治体Ｃ
自治体B

地
域
Ｉ
Ｄ
Ｃ
活
用

地
域
Ｉ
Ｄ
Ｃ
活
用

自治体
アプリ
企業等
アプリ

住民
企業

自治体A

職員

機器

（ﾓﾉ）

業務

利用

（利用者）

民間企業のＩＤＣにより提供されるＡＳ
Ｐサービスを活用。

アプリケーション及びハード、保守・運
用については、外部の民間企業のＩＤ

Ｃにて提供。保守運用

（ﾋﾄ）

自治体Ａ 民間企業
（ﾃﾞｰﾀｾﾝﾀｰ)

住民
企業

職員

ＡＳＰ
ｻｰﾋﾞｽ

民
間
Ｉ
Ｄ
Ｃ
活
用

民
間
Ｉ
Ｄ
Ｃ
活
用

機器

（ﾓﾉ）

業務

利用

（利用者）

国や県等の公共ＩＤＣにより提供される
ＡＳＰサービスを利用する形態。

アプリケーション及びハード、保守・運
用については、国や県等の公共IDC
にて提供。

保守運用

（ﾋﾄ）

自治体Ａ 国・県等
（ﾃﾞｰﾀｾﾝﾀｰ)

住民
企業

職員

ＡＳＰ
ｻｰﾋﾞｽ

公
的
Ｉ
Ｄ
Ｃ
活
用

公
的
Ｉ
Ｄ
Ｃ
活
用

地域ＩＤＣ
（ﾃﾞｰﾀｾﾝﾀｰ)

地域複数自治体等によりＡＳＰ型のア
プリケーションを共同開発

・民間事業者で望むサービスが提供さ
れていない場合等で、地域などの単位
で利用

・申請等で住民や企業が大量の作業量
を要さない新規の業務・手続きの場合
・自治体の業務で年に数回しか利用す
ることのない業務

・どの自治体でも共通する業務を国や
県等がＡＳＰサービスとして提供
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図表 4-2-4⑦ Ｇ．サービス提供型 

 

パ
ッ
ケ
ー
ジ
化

パ
ッ
ケ
ー
ジ
化

ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
（
開
発
形
態
）

パ
ッ
ケ
ー
ジ
化

先行自治体等が他の自治体に対して
独自仕様のアプリケーションをパッケー
ジとして提供

ハ
ー
ド
（運
用
形
態
）

自治体Ａ 民間企業

独自仕様
開発委託

独自仕様
アプリ

開発仕様策定

ア
プ
リ
ケ
ー

シ
ョ
ン
提
供

自治体Ａ 民間企業
要望

要望

共同
開発

自治体B

地域複数自治体等により開発した共同
開発アプリケーションを他の自治体や
他の共同組織に対して提供

開発

共同
開発

アプリ

他自治体

自治体Ａ独自仕様
アプリ導入

提供

Ａ
Ｓ
Ｐ
化

自治体Ａ 民間企業

ASP型アプリ
開発委託

独自仕様
ＡＳＰ型アプリ

開発仕様策定

他自治体

提供

独自仕様アプリ
独自仕様

ＡＳＰ型アプリ

自治体Ａ独自仕様
ＡSPサービス活用

独
自
仕
様
開
発

共通仕様
策定

他自治体・他共同組織

共同開発
アプリ導入

提供

Ａ
Ｓ
Ｐ
化

Ａ
Ｓ
Ｐ
化

自治体Ａ 民間企業
要望

要望

共同
開発

自治体B

開発

共同開発
ＡＳＰ型ア

プリ

共通仕様策定

他自治体・他共同組織

共同開発
ＡＳＰサービス活用

提供

共
同
開
発

共同開発
アプリ

共同開発
ＡＳＰ型アプリ

サ
ー
ビ
ス

提
供

先行自治体等が独自仕様のアプリケー
ションをＡＳＰ型のアプリケーション化し、
他の自治体に対して、ＡＳＰ型のアプリ
ケーション又はＡＳＰサービスを提供

地域複数自治体等により開発した共同
開発アプリケーションをＡＳＰ型のアプリ
ケーション化し、他の自治体や他の共
同組織に対して、ＡＳＰ型のアプリケー
ション又はＡＳＰサービスを提供

他の自治体や他の共同組織に対して、パッケージ又はＡＳＰ型のアプリケーションを提供
し、利用自治体又は利用共同組織のハードにより運用を行う。

他の自治体や他の共同組織に対して、サービスを提供する。運用形態としては、自庁の
設備や外部センターを活用する。
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図表 4-2-4⑧ Ｈ．システム・事務統合型 

 

ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
（開
発
形
態
）

システム統合については、主に市町村
合併を目的に、事務統合では事務効率
化を目的に、業務の見直し（ＢＰＲ）を併
せて既存のアプリケーション等の資源
を整理。新規追加のシステムについて
は、共同開発を実施

自治体Ａ 民間企業共通仕様
策定

要望

要望
開発

共同
開発
アプリ

共同
開発

自治体B

シ
ス
テ
ム
統
合

シ
ス
テ
ム
統
合
／
事
務
統
合

ハ
ー
ド
（運
用
形
態
）

民間企業

派遣による

運用委託

共同組織
（ﾃﾞｰﾀｾﾝﾀｰ)自治体A

共同
開発
アプリ

自治体B

機器

（ﾓﾉ）

業務

利用

（利用者）

保守運用

（ﾋﾄ）

事
務
統
合

事務・
業務
委託

住民
企業

民間企業
（ﾃﾞｰﾀｾﾝﾀｰ)自治体A

共同
開発
アプリ

自治体B

機器

（ﾓﾉ）

業務

利用

（利用者）

保守運用

（ﾋﾄ）

住民
企業

共同組織が主幹となり、企画レベ
ルの調整を行い、システムの機器
及び保守・運用については民間企
業のデータセンター等に委託

自治体間において企画レベルの
調整を行い（民間主導での企画調
整も有り）、民間のデータセンター
を活用する。

アプリケーション及びハード、保守・
運用については、地域ＩＤＣにて提
供。

共同組織が主幹となり、企画レベ
ルの調整を行うと共に、データセ
ンターの運営自体も行う。さらにシ
ステム運用面だけでなく、共通事
務センターとして特定の業務その
ものも実施。

また、共同組織を設立せず、上記
共同組織における役割を民間企
業に直接移管する形態もある。

民間企業

派遣による

運用委託

共同組織
（ﾃﾞｰﾀｾﾝﾀｰ)自治体A

共同
開発
アプリ

自治体B

機器

（ﾓﾉ）

業務

利用

（利用者）

保守運用

（ﾋﾄ）

住民
企業



電子自治体の実現に向けた地方公共団体のアウトソーシングに関する調査研究 
第 2 部 地方公共団体のアウトソーシングに関する研究 

196 

 (4) 今後の検討課題 

① 地域における広域化＆アウトソーシング推進機能強化 

 

 広域化ならびにアウトソーシングは共にその効果は高いと考えられているものの、積極

的に採用していく自治体内部のインセンティブを欠いているのが現状であり、各自治体・

地域に適した広域化・アウトソーシングモデルを推進・コーディネートしていく機能の強

化が求められている。将来的に地域産業の核となる民間ＩＤＣの立ち上げを支援するため

のアウトソーシング契約の標準化や業務標準化サービスなどの支援機能を先進自治体が担

うこと等が期待されている。また、市町村合併やシステム・事務統合を促進するための自

治体版シェアードサービスモデルを早急に構築すべきである。 

 

② ナショナルミニマムとしての公的ＡＳＰサービス開発・提供 

 

 電子自治体実現上、必要最低限の標準的なサービスに関しては、全国の自治体が共同し

て、もしくは国や県レベルで公的ＡＳＰサービスを提供し、対応が困難な自治体との地域

格差を是正するための対策が必要である。 

 

③ アウトソーシング（ＰＰＰ）の制度的改善 

 

 自己導入（自治体所有）から民間サービス活用へのシフトは、自治体の意識変革のみな

らず、自治体にとって「所有から必要に応じた外部資源の活用」、アウトソーシングやＰＦ

Ｉを促進する規制緩和等が必要である。例えば自治体向けサービス業務のための民間投資

は、自治体の事業と同様に財政支援措置（固定資産税軽減等）が検討されるべきである。 

 

④ 日本版ＩＨＮを軸とした電子自治体モデルづくり 

  

 国民・市民が行政もしくは自治体のＩＴ化にまずスリム化、効率化を期待する背景には、

自治体の提供するサービスが国民・市民の生活上の関心事と乖離していることも一因とな

っている。いわば自治体の電子化における有力な｢コンテンツ｣の不足である。 

 一方、医療・介護分野においても公的保険財政やサービスの質などの問題を抱え、今後、

抜本的な制度改革が迫られている。その方向性として有望視されているのが日本版ＩＨＮ

（広域ヘルスケアネットワーク）構想である。現在、地域医療サービスの効率化と質の向

上を目的に病診連携が進められているが、医療・ＩＴ先進国である米国では地域単位で医

療サービス事業（病院、診療所等）と保険事業等が統合運営される形態となってきている。

このＩＨＮの多くは非営利であり、それを支えるのが地域共有電子カルテネットワークで

ある。日本版ＩＨＮを軸とした電子自治体モデルの検討が期待される。 
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               平成１３年度電子政府行政情報化事業 

                （オンライン制度的課題への対応） 

   

  オンライン制度的課題への対応における電子政府関連の諸課題への対応 

 

第２編 電子自治体の実現に向けた地方公共団体のアウトソーシングに関する

調査研究 

（その２） 

地方公共団体のアウトソーシングに関する研究 
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